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規 則

川崎市事業所事務分掌規則及び川崎市職員安全衛生管

理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年９月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第60号

川崎市事業所事務分掌規則及び川崎市職員

安全衛生管理規則の一部を改正する規則

（川崎市事業所事務分掌規則の一部改正）

第�１条　川崎市事業所事務分掌規則（昭和51年川崎市規

則第39号）の一部を次のように改正する。

第２条の表中

「　　中原保育園　　　　　　　　　　」

を

「　　中原保育園

　宮前区保育・子育て総合支援センター

　　　土橋保育園　　　　　　　　　　」

に改める。

�　第３条の表保育・子育て総合支援センターの項第５

号中「こと」の次に「（宮前区保育・子育て総合支援

センターを除く。）」を加える。

　別表第１中

「

川崎市中原区

保育・子育て

総合支援セン

ター

　　　　　　　　」

を

「

川崎市中原区

保育・子育て

総合支援セン

ター

川崎市宮前区

保育・子育て

総合支援セン

ター

　　　　　　　　」

に、

「

川崎市中有馬

保育園

川崎市土橋保

育園

　　　　　　　　」

を

「

川崎市中有馬

保育園

　　　　　　　　」

に改める。

第�２条　川崎市事業所事務分掌規則の一部を次のように

改正する。

第３条の表保育・子育て総合支援センターの項第５

号中「（宮前区保育・子育て総合支援センターを除

く。）」を削る。

（川崎市職員安全衛生管理規則の一部改正）

第�３条　川崎市職員安全衛生管理規則（平成18年川崎市

規則第27号）の一部を次のように改正する。

別表第３中

「

中原区保育・子育て総合支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

中原区保育・子育て総合支援センター

宮前区保育・子育て総合支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

この規則は、令和５年10月１日から施行する。ただし、

第２条の規定は、同月10日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市市民ミュージアム条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則をここに公布する。

令和５年９月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第61号

川崎市市民ミュージアム条例の一部を改正

する条例の施行期日を定める規則

川崎市市民ミュージアム条例の一部を改正する条例

（令和５年川崎市条例第30号）の施行期日は、令和５年

10月１日とする。

　　　───────────────────

川崎市保育・子育て総合支援センター条例の一部を改

正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。
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令和５年９月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第62号

川崎市保育・子育て総合支援センター条例

の一部を改正する条例の施行期日を定める

規則

川崎市保育・子育て総合支援センター条例の一部を改

正する条例（令和５年川崎市条例第40号）の施行期日は、

令和５年10月１日とする。ただし、同条例第２条の規定

の施行期日は、同月10日とする。

　　　───────────────────

川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年９月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第63号

川崎市保育・子育て総合支援センター条例

施行規則の一部を改正する規則

第�１条　川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行

規則（令和元年川崎市規則第28号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条の表に次のように加える。

川崎市宮前区保育・子

育て総合支援センター

条例第３条第５号に

規定する事業
120名

第�２条　川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行

規則の一部を次のように改正する。

第２条の表中

「

川崎市宮前区保育・子

育て総合支援センター

条例第３条第５号に

規定する事業
120名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

川崎市宮前区保育・子

育て総合支援センター

条例第３条第４号に

規定する事業
10名

条例第３条第５号に

規定する事業
120名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和５年10月１日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、同月10日から施行する。

（川崎市保育園条例施行規則の一部改正）

２�　川崎市保育園条例施行規則（昭和62年川崎市規則第

43号）の一部を次のように改正する。

第２条の表中

「

川崎市中有馬保育園 120名

川崎市土橋保育園 120名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

川崎市中有馬保育園 120名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

告 示

川崎市告示第489号

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

区域の指定について

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、次の土地の区域を、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしよう

とするときの届出をしなければならない区域として指定

しますので、同条第３項の規定に基づき告示します。

令和５年９月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　形質変更時要届出区域の所在地

川崎市中原区上小田中四丁目1015番１の一部（別図

のとおり）

２�　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種

類

クロロエチレン、1, ２-ジクロロエチレン、トリク

ロロエチレン、六価クロム化合物、シアン化合物、水

銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその

化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合

物

３�　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種

類

鉛及びその化合物

４�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第58条第５項第10号から第13号までの該当の有無

該当なし
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別図

指定する区域         

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第490号

川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

令和５年９月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

別紙のとおり

２�　保管期間

当該告示をした日から起算して１箇月間

３�　引取りの方法

　⑴�　引取りの場所

別紙記載の保管場所

　⑵�　引取りのできる日時

火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前　11時から午後５

時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定す

る休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶�　引取りに要する費用

自転車　　　　　2,500円

原動機付自転車　5,000円

自動二輪車　　�10,000円

　⑷�　持参するもの

自転車等の鍵

印鑑

住所等身分を証明するもの

４�　その他

この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（様式２及び様式３省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第491号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定

したので、同条第２項の規定により告示します。

令和５年９月20日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　指定納付受託者の住所及び名称

所 在 地　東京都品川区東五反田１－14－10

名 称　株式会社�チャリ・ロト

代表者名　代表取締役　上田　博雄

２�　納付の委託を受ける歳入の内容

車券売上金

３�　指定期間

令和５年10月１日から令和６年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第492号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定

したので、同条第２項の規定により告示します。

令和５年９月20日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　指定納付受託者の住所及び名称

所 在 地　東京都渋谷区宇田川町40－１

名 称　株式会社�ＷｉｎＴｉｃｋｅｔ

代表者名　代表取締役　佐野　智宏

２�　納付の委託を受ける歳入の内容

車券売上金

３�　指定期間

令和５年10月１日から令和６年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第493号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年９月21日から令和５年10月６日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年９月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
有馬

第272号線

川崎市宮前区東有

馬４丁目353番17先
1.82

～

6.00

47.09
川崎市宮前区東有

馬４丁目353番17先

新
有馬

第272号線

川崎市宮前区東有

馬４丁目353番24先
4.50

～

8.54

47.09
川崎市宮前区東有

馬４丁目353番24先

　　　───────────────────

川崎市告示第494号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年９月21日から開始

します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年９月21日から令和５年10月６日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年９月21日
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� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

有馬

第272号線

川崎市宮前区東有馬４丁目353番24先

川崎市宮前区東有馬４丁目353番24先

　　　───────────────────

川崎市告示第495号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年９月21日から令和５年10月６日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年９月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
馬絹

第59号線

川崎市宮前区馬絹

４丁目1253番10先
2.12 17.97

川崎市宮前区馬絹

４丁目1253番10先

新
馬絹

第59号線

川崎市宮前区馬絹

４丁目1253番２先
3.06 17.97

川崎市宮前区馬絹

４丁目1253番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第496号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年９月21日から開始

します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年９月21日から令和５年10月６日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年９月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

馬絹

第59号線

川崎市宮前区馬絹４丁目1253番２先

川崎市宮前区馬絹４丁目1253番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第497号

住居表示を実施すべき区域について、街区符号及び住

居番号を次のように付けたので、住居表示に関する法律

（昭和37年法律第119号）第３条第３項の規定により告

示する。

１�　区域　　　　　　　　　川崎市高津区上作延４丁目

　　　　　　　　　　　　　川崎市高津区上作延５丁目

２�　実施期日　　　　　　　令和５年10月23日

３�　住居表示の方法　　　　街区方式

４�　街区符号及び住居番号　�別添住居表示新旧対照案内

図のとおり

令和５年９月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

� （別添新旧対照案内図省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第498号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の

規定により、高津区上作延地区で、別図のとおり町区域

の設定をしたので、同条第２項の規定により告示する。

なお、この町区域の設定の効力は、令和５年10月23日

から生じるものとする。

令和５年９月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

� （別図省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第499号

定期予防接種の実施について、予防接種法施行令（昭

和23年政令第197号）第５条の規定に基づき、次のとお

り告示します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　予防接種の種類

インフルエンザ

２�　実施期間

令和５年10月１日から令和６年１月31日まで

３�　予防接種を実施する場所

別表のとおり

４�　対象者の範囲

　⑴�　接種日に65歳以上の者

　⑵�　接種日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、

腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイル

スによる免疫の機能に障害を有するもの

５�　予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他

必要な事項

次のいずれかに該当する者に対しては、予防接種法

（昭和23年法律第68号）第７条の規定に基づき予防接

種を行わない。

　⑴�　当該予防接種に相当する予防接種を受けたことの

ある者で当該予防接種を行う必要がないと認められ

るもの

　⑵�　明らかな発熱を呈している者

　⑶�　重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

　⑷�　当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって

アナフィラキシーを呈したことがあることが明らか

な者
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医療機関名 住所１ 住所２

川崎ひのわクリニック 川崎区本町1-8-2 ﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ3階

松田医院 川崎区堀之内10-24

入江医院 川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ

稲葉医院 川崎区砂子1-5-22

うすい整形外科医院 川崎区砂子2-2-10 第2園ﾋﾞﾙ

川崎レディースクリニック 川崎区砂子2-11-20 加瀬ﾋﾞﾙ133�4階

いしいクリニック乳腺外科 川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ10F

かわさき診療所 川崎区砂子2-6-2 川崎三恵ﾋﾞﾙ10階

川崎おおつか内科・消化器内科 川崎区砂子2-6-2 川崎三恵ﾋﾞﾙ4F

川崎耳鼻咽喉科 川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ8階

川崎駅前クリニック 川崎区駅前本町12-1 川崎駅前ﾀﾜｰﾘﾊﾞｰｸ6F

大塚眼科クリニック 川崎区駅前本町12-1 川崎駅前ﾀﾜｰﾘﾊﾞｰｸ7F

三島クリニック 川崎区駅前本町7-4 井門川崎ビル8階

おおしま内科 川崎区駅前本町14-6 ﾏｰｳﾞｪﾙ川崎3階・4階

ナビタスクリニック川崎 川崎区駅前本町26-1 ｱﾄﾚ川崎8F

川崎健診クリニック 川崎区駅前本町10-5 ｸﾘｴ川崎8階

あべクリニック 川崎区駅前本町4-7 堀井ﾋﾞﾙ3F

ヨーダー公子クリニック 川崎区駅前本町8-304-2 川崎ダイスビル3F

かわさき整形外科・リウマチクリニック 川崎区駅前本町14-6 ﾏｰｳﾞｪﾙ川崎5・6階

畑医院 川崎区宮前町5-1

川崎市立川崎病院 川崎区新川通12-1

総合新川橋病院 川崎区新川通1-15

阿部医院 川崎区貝塚1-9-10

由井クリニック 川崎区貝塚2-4-19

川崎すずき内科クリニック 川崎区貝塚1-15-4 エスタ�BUILDING3F

悠翔会在宅クリニック川崎 川崎区貝塚1-15-4 ｴｽﾀﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7F

かわさきデイケア・クリニック 川崎区南町1-8 林ﾋﾞﾙ川崎1F

第一病院 川崎区元木2-7-2

内科小児科宮島医院 川崎区池田2-7-4

ささきクリニック 川崎区池田1-6-3

いしぐろ耳鼻科 川崎区池田1-6-3-3F

特別養護老人ホーム川崎ラシクル医務室 川崎区日進町5-1

太田総合病院 川崎区日進町1-50

馬嶋病院 川崎区日進町24-15

川崎クリニック 川崎区日進町7-1

宮川病院 川崎区大師駅前2-13-13

川崎大師みずの耳鼻咽喉科 川崎区大師駅前1-6-17-102

村山整形外科 川崎区大師駅前1-6-17 ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ川崎大師表参道2F

おさふね耳鼻咽喉科 川崎区川中島1-12-11 ｻﾝｳｨｽﾀﾘｱ1F

平安医院 川崎区藤崎4-19-15

協同ふじさきクリニック 川崎区藤崎4-21-2

キノメディッククリニック川崎 川崎区藤崎3-6-1 1階

野田医院小児科内科眼科 川崎区藤崎1-1-3

青山クリニック 川崎区伊勢町25-3

総合川崎臨港病院 川崎区中島3-13-1

なかじまクリニック 川崎区中島3-9-9

港町つばさクリニック 川崎区港町5-2-104

門前外科医院 川崎区東門前1-14-4

和田内科医院 川崎区東門前3-1-6

　⑸�　上記⑴から⑷までに掲げる者のほか、予防接種を 行うことが不適当な状態にある者
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医療機関名 住所１ 住所２

相澤整形外科 川崎区昭和1-2-12

後藤医院 川崎区昭和2-16-16

大師診療所 川崎区大師町6-8

さくら中央クリニック 川崎区大師本町9-11

あいホームケアクリニック川崎大師 川崎区大師本町8-11 日興パレス川崎大師1F

鈴木医院 川崎区田町1-6-15

AOI国際病院 川崎区田町2-9-1

介護老人保健施設　葵の園・川崎南部 川崎区田町2-9-2

昭和医院 川崎区出来野7-20

川崎大師いしまる内科クリニック 川崎区観音2-10-6 第3忠ぶねﾋﾞﾙ1F

川崎協同病院 川崎区桜本2-1-5

いしい医院 川崎区桜本2-4-9

髙良医院 川崎区大島3-15-17

渡辺外科内科医院 川崎区大島2-17-16

花田内科胃腸科医院 川崎区大島4-16-1

森田クリニック 川崎区大島5-10-5

村上外科医院 川崎区大島1-5-14

山下整形外科 川崎区追分町5-2 青木楽山堂ﾋﾞﾙ2F

田辺医院 川崎区大島上町1-10

アルトクリニック 川崎区渡田3-4-12

特別養護老人ホーム境町フェニックス　医務室 川崎区堺町11-9

川崎グランハートクリニック 川崎区渡田向町15-2

川崎七福診療所 川崎区小田栄2-3-1 ｺｰﾅﾝ小田栄店2階

介護老人保健施設　葵の園・川崎 川崎区小田栄2-1-6

第一クリニック 川崎区渡田新町2-3-5

元木町眼科・内科 川崎区渡田新町2-1-1

野末整形外科歯科内科 川崎区小田5-1-3

熊谷医院 川崎区小田5-28-15

柴田医院 川崎区浅田3-10-12

竹内クリニック 川崎区京町2-24-4 ｾｿｰﾙ川崎京町ﾊｲﾗｲｽﾞ111

京町診療所 川崎区京町2-15-6 神和ﾋﾞﾙ

黒坂医院 川崎区京町2-8-17

京町クリニック 川崎区京町1-9-11

飯塚医院 川崎区京町2-14-2

ヨシムラ耳鼻咽喉科医院 川崎区浜町1-7-6

安士医院 川崎区浜町1-22-6

日本鋼管病院 川崎区鋼管通1-2-1

こうかんクリニック 川崎区鋼管通1-2-3

市電通りごうだクリニック 川崎区田島町23-1

東扇島診療所 川崎区東扇島78 福利厚生ｾﾝﾀｰ2F

地域密着型特別養護老人ホームこむかい　医務室 幸区小向仲野町1-3

介護老人保健施設千の風・川崎 幸区小向町15-25

佐々木内科クリニック 幸区小向町3-21

橋爪医院 幸区戸手2-3-12

田村外科病院 幸区戸手1-9-13

さいわい整形外科 幸区戸手1-2-1 みゆきｺｰﾎﾟﾗｽ1階

特別養護老人ホーム　クロスハート幸・川崎　医務室 幸区河原町1-37

関クリニック 幸区幸町3-7

三條医院 幸区幸町2-697

青木整形外科 幸区幸町4-18

川崎ライフケアクリニック 幸区中幸町4-42 菊岡ビル201
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米田医院 幸区中幸町3-13

ゆみメディカルクリニック 幸区中幸町1-18-5-2F

大野クリニック 幸区堀川町580 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ西館2F

スクエアクリニック 幸区堀川町580 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ東館1F

川崎幸病院 幸区大宮町31-27

横山クリニック 幸区大宮町14-4 尊昌ﾋﾞﾙ4F

川崎リウマチ・内科クリニック 幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎222区画

中村クリニック泌尿器科 幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎2F

川崎ファミリーケアクリニック 幸区大宮町12-7 TMﾋﾞﾙⅡ　3階

川崎鶴見血管外科クリニック 幸区大宮町5-6 ｺ･ｵﾘﾅ･ﾋﾞﾙ4階

タカタ糖尿病内科クリニック 幸区大宮町12-7TMビルⅡ2F

ましも内科循環器内科 幸区南幸町2-26-12

藤田医院 幸区南幸町2-21�2F

特別養護老人ホーム　南さいわい　医務室 幸区南幸町3-149-3

森田医院 幸区南幸町3-14

川崎幸クリニック 幸区南幸町1-27-1

大山耳鼻咽喉科診療所 幸区南幸町2-25

おさないクリニック 幸区南幸町2-80 KS紅屋ﾋﾞﾙ4F

いきいきクリニック 幸区南幸町2-34-2 川崎ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ1F

まつくら整形外科 幸区南幸町2-21-7-1F

けいクリニック 幸区南幸町3-104 中川ﾋﾞﾙ3F

小林クリニック 幸区南幸町2-80

あいホームケアクリニック 幸区都町37-10 さいわい都町ﾋﾞﾙ1階

第二川崎幸クリニック 幸区都町39-1

川崎中央クリニック 幸区神明町2-68-7

黒瀬クリニック 幸区神明町2-1-1

鈴木医院 幸区神明町2-14-7

小泉クリニック 幸区神明町2-9-5

植村内科医院 幸区戸手本町1-44-5-1F

松葉医院 幸区塚越2-159

田中小児科医院 幸区塚越2-217

川崎くらかた胃腸内科 幸区塚越4-314-2

みつや内科診療所 幸区古川町120

くちかた整形外科 幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎3F

さいわい鹿島田クリニック 幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎

よしかわ耳鼻咽喉科眼科 幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎3F

ゆりこどもクリニック 幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎5F

まつの内科クリニック 幸区新川崎5-2 ｼﾝｶﾓｰﾙ3F

新川崎ひたち整形外科 幸区新川崎5-2 ｼﾝｶﾓｰﾙ3F

川崎セツルメント診療所 幸区古市場2-67

関口医院 幸区古市場1-21

中村整形外科 幸区古市場1-21

ナカオカクリニック 幸区下平間38

石永医院 幸区下平間130

南武医院 幸区下平間205

まつやまクリニック 幸区下平間341 ﾚｵﾅⅢ2F

千梨内科クリニック 幸区下平間359 ﾚｵﾅV201

栗田病院 幸区小倉2-30-13

パークシティー皮フ科泌尿器科 幸区小倉1-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川崎ｸﾘﾆｯｸ棟211

パークシティクリニック 幸区小倉1-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川崎ｸﾘﾆｯｸ棟217

柁原医院 幸区小倉3-23-4
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木村整形外科 幸区小倉1-3-14

たくま幸クリニック 幸区小倉3-28-12 ｼｬﾘｵ佐野1F

小倉かとう内科 幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎209号室

川崎やまぶきクリニック 幸区小倉5丁目23号1階

生駒クリニック 幸区南加瀬4-27-6

かい小児科・内科・耳鼻咽喉科医院 幸区南加瀬3-25-1

鎌田医院 幸区南加瀬4-30-2

川崎南部在宅診療所 幸区南加瀬2-8-15 1F-B

南加瀬耳鼻咽喉科クリニック 幸区南加瀬2-6-8 1F

南加瀬しらい整形外科クリニック 幸区南加瀬2-6-8 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3階

南加瀬ファミリークリニック 幸区南加瀬2-6-8-2F

うちやま南加瀬クリニック��内科・内視鏡内科 幸区南加瀬3-5-3 2階

メディ在宅クリニック 幸区矢上2-7

高橋クリニック 幸区北加瀬2-7-20

新川崎むらせ内科循環器内科 幸区北加瀬2-11-3

鹿島田病院 幸区鹿島田1-21-20

新川崎耳鼻咽喉科医院 幸区鹿島田2-24-11

はとりクリニック 幸区鹿島田1-8-33-3階

あむろ内科クリニック 中原区上丸子八幡町796

丸子クリニック 中原区新丸子東1-840 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ1F

田中内科クリニック 中原区新丸子東1-774

新丸子整形外科 中原区新丸子東1-831 KAHALAEAST1�2F

渡辺こども診療所 中原区新丸子東1-788

こすぎ駅前クリニック 中原区新丸子東2-925 白誠ﾋﾞﾙ1F

武蔵小杉皮ふ科 中原区新丸子東3-1302 ららテラス武蔵小杉4階454

武蔵小杉ささもと小児科・アレルギー科 中原区新丸子東3-1302-4F

武蔵小杉くれ耳鼻咽喉科 中原区新丸子東3-1100-14��2F

むさし小杉内科クリニック 中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階

武蔵小杉ハートクリニック 中原区新丸子東3-946-3 MKﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F

さくらクリニック武蔵小杉内科・小児科 中原区新丸子東3-1100-14 2F

さくらライフ新丸子クリニック 中原区新丸子東2-897-11 ラポール新丸子　202

サンマルコクリニック 中原区新丸子東1-825-7 長井ﾋﾞﾙ2F

ヒロクリニック 中原区新丸子東1-826 1F

武蔵小杉胃と大腸の内視鏡・消化器内科ｸﾘﾆｯｸ川崎中原院 中原区新丸子東3-1156-2 Classense武蔵小杉��北館2F

山出内科 中原区新丸子町727-1

新丸子皮フ科・アレルギー科クリニック 中原区新丸子町748

えじり子供クリニック 中原区新丸子町734-1

前田医院 中原区新丸子町765

山口外科 中原区新丸子町745-3

こやま耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 中原区新丸子町765

かわいクリニック武蔵小杉 中原区新丸子町767-2 氏橋ﾋﾞﾙ3階B区画

荒田内科クリニック 中原区新丸子町747 ｸﾞﾗﾝｲｰｻ新丸子Ⅱ1F

松本クリニック 中原区丸子通2-441

新丸子ペインクリニック内科 中原区丸子通2-682 ｴﾃﾞﾌｨｽAN101

在宅療養支援ｸﾘﾆｯｸ�かえでの風�かわさき中央 中原区丸子通1-413 ｳﾞｨﾗ新丸子101号室

わたたに医院 中原区下沼部1747

武蔵小杉内科・漢方・循環器 中原区下沼部1810-1 ｼﾃｨﾊｳｽ武蔵小杉2階

中村医院 中原区下沼部1930-2

こだま診療所 中原区下沼部1886 ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂⅠ��101

やまと診療所武蔵小杉 中原区下沼部1760 ｶｲﾝﾄﾞ玉川3階

亀谷内科クリニック 中原区中丸子361
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平間クリニック 中原区中丸子589-11

菊岡内科医院 中原区田尻町35

小林医院 中原区北谷町31

二宮内科小児科クリニック 中原区北谷町693

平間耳鼻咽喉科医院 中原区北谷町693 ﾏﾙﾖｼﾋﾞﾙ1F

わたなべ眼科医院 中原区北谷町45-3 ｱｽﾞﾊｳｽ1F

中橋メディカルクリニック 中原区北谷町51-9

内田クリニック 中原区市ノ坪223 ｽｶｲ来夢101

武蔵小杉おさだ内科 中原区市ノ坪449-3 2階

キャップスクリニック武蔵小杉 中原区市ノ坪449-3 ｼﾃｨﾀﾜｰ武蔵小杉

武蔵小杉整形外科消化器内視鏡クリニック 中原区市ノ坪26コウトビル2階

もくぼ内科クリニック 中原区木月住吉町2-25 ｴﾊﾞﾋﾞﾙ2�4階

宇藤内科医院 中原区苅宿24-37

古矢整形外科医院 中原区西加瀬4-12

野口クリニック 中原区西加瀬16-10 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽ元住吉

綾部内科クリニック 中原区木月1-23-7

元住吉クリニック 中原区木月2-12-18

みやぎ内科クリニック 中原区木月3-25-10

住吉診療所 中原区木月3-7-3

毛利医院 中原区木月3-5-33

田代耳鼻咽喉科医院 中原区木月1-31-6

宮尾クリニック 中原区木月1-6-14

田中整形外科 中原区木月3-32-18

徳植医院 中原区木月1-2-24

北村医院 中原区木月2-14-6

もとすみ皮フ科 中原区木月1-21-7 小山ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ2F

おおたクリニック 中原区木月1-28-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉2F

豊﨑医院 中原区木月1-31-10

元住吉こころみクリニック 中原区木月1-28-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉3F

もとすみ内科・胃腸内科クリニック 中原区木月1-33-15 進栄ﾋﾞﾙ1階

元住吉くろさき呼吸器内科クリニック 中原区木月1-33-15 進栄ﾋﾞﾙ1F

江島整形外科クリニック 中原区木月祗園町14-16-115

澤口内科クリニック 中原区木月祗園町14-16-116

久保田クリニック 中原区木月祗園町15-1

中島クリニック 中原区井田中ノ町8-36

川崎市立井田病院 中原区井田2-27-1

すずき耳鼻咽喉科クリニック 中原区井田1-36-3

さかもと内科クリニック 中原区井田1-36-3-1F

島脳神経外科整形外科医院 中原区井田杉山町29-10

中原小杉元住吉ほしおか内科・消化器・内視鏡クリニック 中原区井田三舞町3-5

ますみ皮膚科 中原区下小田中2-16-1

神保内科クリニック 中原区下小田中2-1-31

すずむらクリニック 中原区下小田中3-31-1 ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ1F

田中耳鼻咽喉科クリニック 中原区下小田中2-4-29 1F

山形皮膚科クリニック 中原区下小田中2-4-29-2F

上杉クリニック 中原区下小田中1-15-33

たかはし内科 中原区下小田中1-3-6 JOJﾋﾞﾙ1F

むさし整形外科 中原区下小田中2-1-31-2階

山高クリニック 中原区下小田中2-33-39

なかはら内科クリニック 中原区下小田中3-30-3

在宅テラス診療所なかはら 中原区新城1-17-5
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武蔵中原しくらクリニック 中原区下新城2-1-38 ｷｭｲﾌﾞﾙⅢ101

回生医院 中原区新城中町2-10

京浜総合病院 中原区新城1-2-5

中原整形外科 中原区新城1-8-9

新城皮フ科 中原区新城4-10-1

中島医院 中原区新城3-5-1

宮崎医院 中原区新城3-13-8

新城整形外科 中原区新城4-1-4

春原内科クリニック 中原区新城3-2-13

大迫内科クリニック 中原区新城2-15-2

ごんどう整形外科 中原区新城3-2-13 ﾗｳﾞｨｽﾀ5F･6F

新城テラスクリニック 中原区新城1-4-3

うちだこどもクリニック 中原区上新城2-14-23 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽｽｸｴｱ武蔵新城1F

ふじむら耳鼻咽喉科 中原区上新城2-11-29 武蔵新城ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

やまだ内科クリニック 中原区上新城1-2-28 2階

新城女性のクリニック 中原区上新城2-11-29 武蔵新城ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4F

武蔵新城ブレストクリニック 中原区上新城2-4-5 福水1F

武蔵クリニック 中原区上新城1-4-8 ﾒｿﾞﾝｻﾝﾗｲｽﾞ107

はる内視鏡クリニック 中原区上新城2-11-25��3F

おばな内科クリニック 中原区上新城2-4-8

ハウズクリニック渡邊内科 中原区宮内1-8-3

さかね内科クリニック 中原区宮内2-12-1

ポプラメディカルクリニック 中原区上小田中3-29-2 ｻﾞ･ｸﾚｽﾄｼﾃｨﾊﾟｰｸｺｰﾄ1F

池田整形外科 中原区上小田中3-23-34 メディ中原ビル1F

つちや内科・循環器内科 中原区上小田中5-2-7

だんのうえ眼科クリニック 中原区上小田中3-23-34 ﾒﾃﾞｨ中原ﾋﾞﾙ3F

おくせ医院 中原区上小田中1-26-1

武蔵中原まちいクリニック 中原区上小田中6-23-10 小川ﾋﾞﾙ1F

武蔵中原むかいだ整形外科 中原区上小田中6-26-3 ﾊﾟﾙﾑｺｰﾄ2F

はらクリニック 中原区上小田中6-26-3 2F-2

聖マリアンナ医科大学東横病院 中原区小杉町3-435

柴﨑整形外科 中原区小杉町1-529-15 昭栄ビル1、2階

のなみクリニック 中原区小杉町1-547-83

塚原クリニック 中原区小杉町1-529-12 STEPS-3�1F

山越泌尿器クリニック 中原区小杉町3-252

医大前内科クリニック 中原区小杉町1-509-1 ﾏｲｷｬｯｽﾙ武蔵小杉Ⅲ　1階

加藤順クリニック 中原区小杉町3-441-1 2F

さとうクリニック 中原区小杉町3-8-6 1F

みのわ耳鼻咽喉科 中原区小杉町3-257-4 2F

前田記念武蔵小杉クリニック 中原区小杉町1-403 武蔵小杉STMﾋﾞﾙ6F

はりまや耳鼻咽喉科 中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス1階

こすぎ耳鼻咽喉科クリニック 中原区小杉町3-1501-1 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟3階

むらた内科クリニック 中原区小杉町3-1501 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟1階

武蔵小杉整形外科 中原区小杉町1-403 武蔵小杉ﾀﾜｰﾌﾟﾚｲｽ2F

小杉中央クリニック 中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス2F

コスギコモンズクリニック 中原区小杉町2-228-1�W3

こころと痛みクリニック 中原区小杉町3-249-2 クレアホームズ小杉1F

はなまるクリニック 中原区小杉町2-313 ﾎﾟﾝ･ﾙﾃｪｰﾙ小杉1階

こすぎ皮ふ科 中原区小杉町3-432 尾村ﾋﾞﾙ1階・2階

すぎのこ皮ふ科クリニック 中原区小杉町1-524-2 2階201

こすぎ坂本医院 中原区小杉町3-441-9 伊達ﾋﾞﾙ2階B室
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中原すみれクリニック 中原区今井南町28-50 阿部ビル

岡島クリニック 中原区今井南町21-35-102

髙見整形外科 中原区今井南町21-35-101

さかい医院 中原区今井南町9-34

清水医院 中原区今井仲町12-12

田口小児科医院 中原区今井仲町10-18

たむらクリニック 中原区今井西町12-14 柳田ﾋﾞﾙ1F

介護老人保健施設　葵の園・武蔵小杉 中原区今井西町2-58

神田クリニック 中原区今井上町4-4 ﾊﾙｾﾝ武蔵小杉1F

小杉外科内科医院 中原区小杉御殿町2-88

関東労災病院 中原区木月住吉町1-1

総合高津中央病院 高津区溝口1-16-7

溝の口クリニック 高津区溝口1-12-20 ｳｴｽﾄｷｬﾆｵﾝﾋﾞﾙⅡ2F

住永クリニック 高津区溝口2-6-26 ｱｽﾞﾏﾔ栄橋ﾋﾞﾙ2F

洲之内内科 高津区溝口1-13-16-102

宮川内科医院 高津区溝口1-6-1

優ウィメンズクリニック 高津区溝口3-7-1 ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ4F

猿谷耳鼻咽喉科医院 高津区溝口3-10-38

鈴木医院 高津区溝口2-18-46

川崎高津診療所 高津区溝口4-1-3 T・Iﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4F

田園二子クリニック 高津区溝口2-16-5 ｱｲﾋﾟｰ溝の口ﾋﾞﾙ2F

三輪内科おなかクリニック 高津区溝口5-24-8 ﾗｲﾌ溝口店2F

高津駅前はら内科ハートクリニック 高津区溝口3-7-11�3F

溝の口おかもと糖尿病内科 高津区溝口2-14-31 MSﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ�1F

やぐち耳鼻咽喉科クリニック 高津区溝口4-1-17 SKD高津駅前ﾋﾞﾙⅠ�3F

溝の口脳神経外科クリニック 高津区溝口2-14-31 MSﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階

高津内科クリニック 高津区二子3-33-20

窪田医院 高津区二子5-10-1

二子クリニック 高津区二子1-11-15

ブレストケア高津 高津区二子5-2-1 中興2ﾋﾞﾙ��3階

おひさまげんきクリニック 高津区二子5-2-5 第1井上ﾋﾞﾙ2F　A

高橋内科医院 高津区諏訪1-9-1 諏訪平壱番館1階

二子新地ひかりこどもクリニック 高津区諏訪1-3-15 FMﾌﾗｯﾄ1F

はっとりファミリークリニック 高津区北見方2-16-1

ハートフル川崎病院 高津区下野毛2-1-3

廣津医院 高津区久本3-6-1-212

豊田クリニック 高津区久本3-2-3

つるや内科クリニック 高津区久本1-6-5

もぎたて耳鼻咽喉科 高津区久本1-2-5 関口第一ﾋﾞﾙ4階401

溝の口慶友クリニック 高津区久本3-1-31 U-LAND溝ノ口ﾋﾞﾙ4F

みぞのくちファミリークリニック 高津区久本3-14-1-1F

サンライズクリニック 高津区久本3-2-22-102

坂戸診療所 高津区坂戸1-6-18

ＫＳＰクリニック 高津区坂戸3-2-1 KSPビル西503

溝の口胃腸科・内科クリニック 高津区坂戸1-6-20 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ・ﾍﾞｲ溝の口1F

梶ヶ谷耳鼻咽喉科 高津区末長1-40-1-103

山本整形外科医院 高津区末長1-8-20

梶ヶ谷クリニック 高津区末長1-23-17

福住医院 高津区末長3-12-3

そめや内科クリニック 高津区末長1-45-1 秋本ﾋﾞﾙ1階

梶が谷駅前内科クリニック 高津区末長1-9-1 ｽﾀｲﾘｵ梶が谷MALL6F



川 崎 市 公 報

－4714－

（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

医療機関名 住所１ 住所２

介護老人保健施設　ゆい 高津区新作3-7-1

片倉病院 高津区新作4-11-16

新城・新作こどもクリニック 高津区新作4-12-6 FMﾋﾞﾙ2F

田園都市溝の口つつじ内科クリニック 高津区新作3-1-4

かたおか小児科クリニック 高津区梶ケ谷3-7-28-101

あおば内科クリニック 高津区梶ケ谷6-2-8

ハタカズコ婦人クリニック 高津区千年新町28-9

つきおかメディカルクリニック 高津区千年新町28-3

千年診療所 高津区千年新町29-5

いずみ泌尿器科皮フ科 高津区千年301-1-203

桐村医院 高津区千年200-5

千年ファミリークリニック 高津区千年637-4 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙﾁﾄｾ1階

山本医院 高津区子母口728-4

しまむらクリニック 高津区子母口497-2 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1F

子母口整形外科 高津区子母口497-2 2F

子母口耳鼻咽喉科医院 高津区子母口970-1

介護老人保健施設たかつ 高津区子母口498-2

伊藤医院 高津区久末1894

森クリニック 高津区久末9-1

福西内科クリニック 高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川2F

大久保クリニック 高津区東野川2-36-5

野川整形外科 高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川1F

田中クリニック 高津区東野川2-36-5 久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞA棟1F

ゆめこどもクリニック 高津区東野川2-36-4 久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞB棟2F

久地さとう医院 高津区宇奈根637-5

川崎高津クリニック 高津区宇奈根638-1

久地診療所 高津区久地4-19-8

内田内科 高津区久地4-24-30 ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ1F

村川内科クリニック 高津区久地4-24-5 新川屋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階

介護老人保健施設�樹の丘 高津区久地4-19-1

溝ノ口診療所 高津区下作延4-10-11

松岡クリニック 高津区下作延2-35-1 ｽﾍﾟｰｽｱﾒﾆﾃｨ梶ヶ谷2F

渡辺クリニック 高津区下作延2-9-10-2F

木下耳鼻咽喉科医院 高津区下作延6-5-11

津田山クリニック 高津区下作延6-4-1

メディクスクリニック溝の口 高津区下作延5-11-12

武井クリニック 高津区下作延2-7-26 ｼﾃｨﾌｫｰﾗﾑ溝ノ口101号

メディクス溝の口ガーデンクリニック 高津区下作延5-29-1

木暮クリニック 高津区下作延2-4-3 溝の口ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3階

国島医院 高津区下作延3-22-7

長瀬クリニック 高津区下作延3-3-10 ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷2F

椿クリニック 高津区下作延2-3-38 TKﾋﾞﾙ301

おうちのドクター梶が谷 高津区下作延3-3-10 ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷202

みぞのくち南口皮ふのクリニック 高津区下作延2-2-8 溝の口ﾌﾗﾜｰﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ4F

はまゆり糖・生活習慣病クリニック�溝の口 高津区下作延2-2-8 溝の口ﾌﾗﾜｰﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2階

にし医院 高津区上作延1-20-20

帝京大学医学部附属溝口病院 高津区二子5-1-1

虎の門病院分院 高津区梶ケ谷1-3-1

森島小児科内科クリニック 宮前区東有馬3-15-10

菅野耳鼻咽喉科 宮前区東有馬3-5-29 KUMANOﾋﾞﾙ1F

本村医院 宮前区東有馬5-24-1
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ありま眼科 宮前区東有馬5-23-22

きたじま内科・脳神経クリニック 宮前区東有馬5-1-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD東有馬1階

れいんぼう川崎診療所 宮前区東有馬5-8-10

有馬病院 宮前区有馬3-10-7

東横惠愛病院 宮前区有馬4-17-23

鷺沼診療所 宮前区有馬1-22-16

さがらクリニック 宮前区有馬5-19-7-201

なないろこどもとアレルギーのクリニック 宮前区有馬5-17-21

原クリニック 宮前区鷺沼4-10-5

吉田皮フ科 宮前区鷺沼1-18-1 ﾌﾟﾚｰﾙ鷺沼ｳﾞｪﾙｴｽﾀ202

鷺沼整形外科クリニック 宮前区鷺沼3-2-6-2F

さぎぬま公園クリニック 宮前区鷺沼1-18-1 ﾌﾟﾚｰﾙ鷺沼ｳﾞｪﾙｴｽﾀ203

田園都市クリニック 宮前区鷺沼1-22-7 ｶｰｻｴｽﾃﾚｰﾔ1F

さぎぬま脳神経クリニック 宮前区鷺沼3-2-6

青野診療所 宮前区鷺沼1-11-6 鷺沼第1ﾋﾞﾙ406

鷺沼ファミリークリニック 宮前区鷺沼3-2-6 鷺沼ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F

鷺沼人工腎臓石川クリニック 宮前区鷺沼1-10-3

こにしクリニック 宮前区鷺沼1-3-13 鷺沼東急ｱﾊﾟｰﾄ1F

本田医院 宮前区鷺沼1-10-11

丸田クリニック 宮前区鷺沼3-4-5

山口整形外科 宮前区鷺沼1-18-10 ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ4階

さぎぬま一丁目クリニック 宮前区鷺沼1-24-4 ﾗｲｽﾞﾓｰﾙ鷺沼1階

春待坂ハートクリニック 宮前区鷺沼1-18-10 ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ3F

宮前平医院 宮前区土橋2-1-30

河野医院 宮前区土橋3-3-4

つちはし整形外科リウマチ科 宮前区土橋7-26-6

つじ耳鼻咽喉科クリニック 宮前区土橋3-3-1 ﾄﾞｩｰｴ･ｱｺﾙﾃﾞ203

すずか小児科・皮ふ科クリニック 宮前区土橋1-21-11-2F

宮前平いわなみ眼科 宮前区土橋7-1-3 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ宮前区役所前2F

やがわ内科・消化器内科 宮前区土橋1-21-11 ﾋﾞﾙﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ1F

さぎぬま髙橋内科クリニック 宮前区土橋3-3-1 ﾄﾞｩ-ｴ･ｱｺﾙﾃﾞ204

福島内科医院 宮前区宮前平2-19-9

三倉医院 宮前区宮前平2-15-15 Brillia宮前平201

根岸耳鼻咽喉科医院 宮前区宮前平2-1-5

神奈川ひまわりクリニック 宮前区宮前平3-3-26

Ｋ-クリニック 宮前区宮前平2-1-6

川本整形外科 宮前区宮前平2-1-3

宮前平第２クリニック 宮前区宮前平2-5-16 ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ3F

宮前平内科クリニック 宮前区宮前平2-15-2

たかの循環器内科クリニック 宮前区宮前平3-2-1

菊岡医院 宮前区小台2-22-7

鷺沼透光診療所 宮前区小台1-20-1 ｱﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ6F

東方医院 宮前区小台2-6-2 ﾗﾎﾟｰﾙ宮前平3F

宮前平健栄クリニック 宮前区小台2-5-2 宮前平ﾊｲﾂ2F

原田皮フ科 宮前区小台1-20-1 ｱﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ702号

宮前平整形外科クリニック 宮前区小台2-6-6 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F

宮前平すがのクリニック 宮前区小台2-6-6 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

川崎ヒューマンクリニック 宮前区小台1-17-3-101

宮前平トレイン耳鼻咽喉科 宮前区小台2-6-6 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3階

川崎宮前平とくえ内科循環器内科クリニック 宮前区小台2-5-1 ﾃｨﾓﾈ宮前平301

宮前平脳神経外科クリニック 宮前区小台2-5-1 ﾃｨﾓﾈ宮前平1階
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あると内科クリニック 宮前区小台1-20-2 ﾘﾊﾞｰﾚ鷺沼201

いろどりレディースクリニック宮前平 宮前区小台2-5-1-3階

いぬくら内科医院 宮前区犬蔵1-9-45 ｴｽﾏﾝｼｮﾝ101

たかはしメモリークリニック 宮前区犬蔵2-7-1

老人保健施設レストア川崎 宮前区犬蔵2-25-9

北部市場クリニック 宮前区水沢1-1-1 北部市場管理棟内

水沢クリニック 宮前区水沢2-20-1

介護老人保健施設　ろうけん宮前 宮前区水沢2-20-1

潮見台植木クリニック 宮前区潮見台6-7 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ潮見台

かわさき記念病院 宮前区潮見台20-1

あおやぎ内科循環器クリニック 宮前区菅生2-1-9

ゆりかごクリニック 宮前区菅生1-2-20 ｲｽﾞﾐｰﾙ103

鎌田クリニック 宮前区平2-11-3 YOUﾋﾞﾙ1F

おおたけファミリークリニック 宮前区平1-1-4 平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ2F

くさか整形外科クリニック 宮前区平1-1-4 平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ1F

いしだ内科外科クリニック 宮前区平4-4-1

宮前平グリーンハイツ診療所 宮前区けやき平1-16-209

みやびクリニック 宮前区南平台3-17

鎌田クリニック南平台 宮前区南平台3-30

山本内科クリニック 宮前区白幡台1-9-10

小林外科胃腸科 宮前区神木本町2-2-17

くりう内科クリニック 宮前区神木2-2-1 宮崎台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA-2

宮崎台クリニック 宮前区宮崎3-14-23

宮崎台耳鼻咽喉科 宮前区宮崎2-10-8 2F

宮前つばさクリニック 宮前区宮崎6-9-5-2F

もぎ循環器科内科医院 宮前区宮崎5-14-19

たかはしクリニック 宮前区宮崎2-13-1 ﾄﾞﾝｼﾞｮﾝ宮崎台1F

ニコットこどもクリニック 宮前区宮崎2-9-3 ﾒｿﾞﾝ・ﾄﾞ･ﾊﾞｯﾊ1階

ふたば内科眼科糖尿病クリニック 宮前区宮崎2-10-2-2階

どんぐりクリニック 宮前区宮崎1-8-21

さくら坂やまだ耳鼻咽喉科 宮前区宮崎2-10-2-3階

大野医院 宮前区馬絹3-8-34

小野田医院 宮前区馬絹6-22-14

かねこクリニック 宮前区馬絹4-4-13

好生堂医院 宮前区野川本町2-2-10

馬目整形外科・内科クリニック 宮前区野川本町1-3-1

帝京大学老人保健センター 宮前区野川本町2-13-6

佐治医院 宮前区南野川3-6-2

介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ宮前 宮前区南野川3-23-1

神奈川いぐさクリニック 宮前区南野川3-41-15-301

野川クリニック 宮前区野川台1-21-15

風の道クリニック 宮前区野川台3-7-1

特別養護老人ホームみかど荘　医務室 宮前区西野川3丁目39番18号

村上循環器科内科皮膚科 宮前区西野川1-4-16 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F

北見整形外科 宮前区西野川1-4-16 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1F

こども元気！内科クリニック 宮前区西野川1-4-17

聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生2-16-1

清水小児科クリニック 多摩区菅6-13-20

関口内科医院 多摩区菅2-8-27 第一平山ﾋﾞﾙ1階

西村クリニック 多摩区菅2-4-2 ｻﾆｰｻｲﾄﾞ202

稲田堤メディカルクリニック 多摩区菅2-15-5
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コハル内科 多摩区菅4-1-1-101

いなだ整形外科ひふ科 多摩区菅4-3-35　1F

てづか内科・循環器クリニック 多摩区菅1-5-12 ｴﾋﾟﾄﾞｰﾙ稲田堤1A

稲田堤駅前脳神経外科内科クリニック 多摩区菅稲田堤1-17-28-201

にし整形外科ペインクリニック 多摩区菅稲田堤1-17-28 ｶｰｻﾌﾄｩｰﾙﾑ1F103

前原医院 多摩区菅馬場1-1-27

大倉消化器科外科クリニック 多摩区菅仙谷4-1-5

つじ内科クリニック 多摩区菅仙谷4-1-5

ことぶきクリニック 多摩区菅仙谷4-1-5

あいクリニック産婦人科・小児科 多摩区菅仙谷4-1-5

介護老人保健施設よみうりランドケアセンター 多摩区菅仙谷4-1-3

稲田小児科医院 多摩区菅北浦2-2-24

土井医院 多摩区菅北浦4-11-25

稲田登戸クリニック 多摩区菅北浦4-3-1 ｵｰｸﾋﾙｽﾞ101号

みやもと訪問クリニック 多摩区菅北浦2-17-15 ﾏｽﾀﾞｴﾚﾒﾝﾄﾋﾞﾙ3階

多摩クリニック 多摩区布田2-24

木村耳鼻咽喉科 多摩区中野島6-26-1 ﾌｼﾞﾖｼﾊｲﾑ2F

中野島診療所 多摩区中野島4-9-1

中野島北口コガワクリニック 多摩区中野島6-26-2 2F

牧野クリニック 多摩区中野島3-27-34 ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝ7番館1F

藤田クリニック 多摩区中野島3-14-37

池田小児科医院 多摩区中野島3-15-15

中野島小児科クリニック 多摩区中野島6-22-9

中野島たきぐち耳鼻咽喉科 多摩区中野島3-13-8 中野島駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA101

中野島糖尿病クリニック 多摩区中野島3-13-8 中野島駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA��2F

中野島整形外科 多摩区中野島6-26-2 F&Fﾊｲﾑ1F

中村医院 多摩区登戸新町358-1

やまもとクリニック 多摩区登戸新町404

木下医院 多摩区登戸新町98

鈴木内科医院 多摩区登戸新町188

多摩ファミリークリニック 多摩区登戸新町337 ｴﾆｰﾋﾞﾙ1F

登戸内科・脳神経クリニック 多摩区登戸新町434

武田病院 多摩区登戸3193

豊田クリニック 多摩区登戸3200

公文内科クリニック 多摩区登戸1792-2 1階

桜クリニック 多摩区登戸3292 ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ1F

岡野内科医院 多摩区登戸1737

向ヶ丘久保田内科 多摩区登戸2708-1

しんたに耳鼻咽喉科クリニック 多摩区登戸3356-1-2F

大串整形外科 多摩区登戸1801-1 瑞穂第一ﾋﾞﾙ2F

あさい内科医院 多摩区登戸538

たま耳鼻咽喉科 多摩区登戸1842 M's�core�1F

こう内科クリニック 多摩区登戸2766-5 SKﾋﾞﾙ101

登戸きむら皮フ科クリニック 多摩区登戸3356-1 ﾙｰｸｽ1F-A

多摩脳神経外科 多摩区登戸1654 ｴｽ･ｵｰﾋﾞﾙ

向ヶ丘胃腸・肛門クリニック 多摩区登戸2662-1 ﾌﾟﾗｻﾞ向ヶ丘遊園3F

登戸プライマリケアクリニック 多摩区登戸1856-10 松鷹ﾋﾞﾙ101

登戸診療所 多摩区登戸3398-1 大樹生命登戸ﾋﾞﾙ2階

むこうがおかクリニック 多摩区登戸1854 伊藤ﾋﾞﾙﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ201

すばる診療所 多摩区登戸598-2

たまふれあいクリニック 多摩区登戸1763 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ向ヶ丘2階
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登戸ハナミズキ内科 多摩区登戸2428 登戸ｹﾞｰﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4F

藤井整形外科 多摩区登戸2566-1 ｸﾞﾗﾝｿﾚｲﾕ2F

向ヶ丘遊園整形外科リウマチ科 多摩区登戸2052 ﾖｼｻﾞﾜﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3階

ささき腎泌尿器クリニック 多摩区登戸2566-1 GranSoleil301

すずき内科クリニック 多摩区登戸2130-2 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ向ヶ丘遊園208

登戸クリニック 多摩区登戸2566-1 GranSoleil登戸101,201号室

たけやま呼吸器・内科クリニック 多摩区登戸2427-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽﾀﾅｶ3F

登戸なかたに消化器・糖尿病内科 多摩区登戸2565-1 ｲﾙﾏｰﾚ2階

あかりクリニック 多摩区登戸2066-1�101

井上医院 多摩区宿河原4-25-2

石原内科医院 多摩区宿河原3-10-3 ｾﾙｼｵITO1F

本橋内科クリニック 多摩区宿河原3-1-6

かじもと整形外科 多摩区宿河原4-28-8

渡辺耳鼻咽喉科 多摩区宿河原4-25-2��101

コクボ診療所 多摩区宿河原6-33-9-1F

久保田診療所 多摩区宿河原4-21-23

高橋クリニック 多摩区堰3-5-14

かえでファミリークリニック 多摩区長尾5-2-2 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿｲﾕ101

西根医院 多摩区枡形1-8-38

介護老人保健施設　遊花園 多摩区枡形6-4-25

在宅療養支援ｸﾘﾆｯｸ�かえでの風�たま・かわさき 多摩区三田1-8-9 ｸﾞﾚｲｽｲﾂﾞﾐ106

介護老人保健施設　三田あすみの丘 多摩区三田1-14-2

黒須内科クリニック 多摩区長沢4-2-9-207

土屋医院 多摩区南生田1-12-2

大森医院 多摩区南生田7-20-21

須田メディカルクリニック 多摩区南生田4-20-2

よつば診療所 多摩区南生田5-24-9 生田テラスハウス

南生田クリニック 多摩区南生田4-11-8

五十嵐レディースクリニック 多摩区南生田4-6-6 南生田医療ﾓｰﾙ1F

生田病院 多摩区西生田5-24-1

山崎クリニック 多摩区西生田3-26-7

原田内科クリニック 多摩区西生田4-16-24

水上内科医院 多摩区西生田3-9-26 ﾐﾉﾙﾋﾞﾙ2F

岸内科胃腸科医院 多摩区西生田2-2-5

高山整形外科 多摩区西生田3-9-30 ﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾙ2F

読売ランド前すわクリニック 多摩区西生田1-8-1-102

中込内科クリニック 多摩区生田7-2-13

中村クリニック 多摩区生田6-6-5 ｶｰｻﾋﾟﾉ1F

宮部耳鼻咽喉科医院 多摩区生田7-2-7

石田整形外科 多摩区栗谷3-1-6

渡辺小児科医院 多摩区栗谷3-1-1-207

川崎市立多摩病院 多摩区宿河原1-30-37

重症児・者福祉医療施設　ソレイユ川崎 麻生区細山1203

百合が丘すみれクリニック 麻生区細山2-8-7-1F

光中央診療所 麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘1-103

新ゆりクリニック 麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘101

あさおクリニック 麻生区万福寺1-8-10 第一優ビル

さくらクリニック 麻生区万福寺3-2-1

ひらやま耳鼻咽喉科クリニック 麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2階

くぼ皮膚科クリニック 麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2F

だいとうたじま眼科 麻生区万福寺1-2-2 新百合21ﾋﾞﾙB1F
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池内クリニック新百合ヶ丘内科・消化器内科 麻生区万福寺1-1-2 ｼﾃｨｰﾓｰﾙ4階405区画

セントラル整形外科 麻生区万福寺1-1-2 ｼﾃｨﾓｰﾙ4F403

新百合山手福本内科 麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ206

しんゆり耳鼻咽喉科 麻生区万福寺1-1-2 ｼﾃｨﾓｰﾙ4F

嶋崎内科医院 麻生区千代ケ丘8-1-1

リスホームケアクリニック 麻生区千代ケ丘5-7-1 ヴェルシャンブル204

百合ヶ丘駅前クリニック 麻生区百合丘1-2-1

光永医院 麻生区百合丘1-2-2

吉松クリニック 麻生区百合丘1-16-2-301

百合丘外科産婦人科 麻生区百合丘1-14-6

いしだクリニック 麻生区百合丘2-7-1

百合丘水野クリニック 麻生区百合丘1-16-22

耳鼻咽喉科よしだクリニック 麻生区百合丘1-2-1-201

ふるたクリニック 麻生区百合丘1-19-2 司生堂ﾋﾞﾙ1階

ひろわたり眼科 麻生区百合丘1-5-1 ﾎﾞﾇｰﾙ百合丘1F

林整形外科 麻生区百合丘1-5-19

みねき内科クリニック 麻生区東百合丘2-29-10

たま日吉台病院 麻生区王禅寺1105

川崎みどりの病院 麻生区王禅寺1142

介護老人保健施設虹が丘リハビリケアセンター 麻生区王禅寺963-11

玉川内科クリニック 麻生区白山4-1-1

あさお・百合クリニック 麻生区虹ケ丘1-10-1

虹ヶ丘クリニック 麻生区虹ヶ丘3-2-1�　1階

ごみぶちクリニック 麻生区王禅寺西5-1-30 1階B

新ゆり内科 麻生区王禅寺西4-3-8

王禅寺公園クリニック 麻生区王禅寺西3-27-7

米田胃腸科外科医院 麻生区王禅寺西1-24-1

葛西皮膚科医院 麻生区王禅寺東4-13-5

藤木内科医院 麻生区王禅寺東1-9-3

岡崎医院 麻生区王禅寺東2-13-1

ミオ医院 麻生区王禅寺東5-1-5

かねこ眼科クリニック 麻生区王禅寺東3-26-6 王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ3F

王禅寺整形外科 麻生区王禅寺東3-26-6

堀野メディカルクリニック 麻生区王禅寺東3-26-6 王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ1F

小林内科医院 麻生区上麻生1-9-10

かじもと耳鼻咽喉科 麻生区上麻生1-9-10

上麻生内科 麻生区上麻生2-11-21

新ゆり整形外科 麻生区上麻生1-3-5

麻生総合病院 麻生区上麻生6-25-1

あさお診療所 麻生区上麻生2-1-10

新ゆり武内クリニック 麻生区上麻生1-3-5�　5階

みぞぶちクリニック 麻生区上麻生6-9-2 ﾋﾟｱｼﾃｨ晃和1F

麻生リハビリ総合病院 麻生区上麻生6-23-50

柿生内科クリニック 麻生区上麻生5-38-10

ともクリニック 麻生区上麻生5-6-8

渡辺内科消化器科医院 麻生区上麻生4-34-5

新百合ヶ丘ステーションクリニック 麻生区上麻生1-20-1 小田急ｱｺﾙﾃﾞ新百合ヶ丘5F

ユミカ内科小児科ファミリークリニック 麻生区上麻生5-40-1

内田毅クリニック 麻生区上麻生4-15-1 山口台ﾋﾞﾙ4F

しんゆり皮フ科クリニック 麻生区上麻生1-5-2 小田急新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ4F

渡辺クリニック 麻生区上麻生7-22-11
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川崎市告示第500号

川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

令和５年９月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

別紙のとおり

２�　保管期間

当該告示をした日から起算して１箇月間

３�　引取りの方法

　⑴�　引取りの場所

別紙記載の保管場所

　⑵�　引取りのできる日時

火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

医療機関名 住所１ 住所２

新ゆり眼科 麻生区上麻生1-3-4 WAKAﾋﾞﾙ5F

柿生すずき内科循環器内科 麻生区上麻生5-23-6

新百合ヶ丘石田クリニック 麻生区上麻生1-5-2 小田急新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ4F

かきお北口皮ふ科クリニック 麻生区上麻生5-40-4

柿生記念病院 麻生区上麻生6-28-20

かきお駅前さいとうクリニック 麻生区上麻生6-39-35-1階

おおたクリニック 麻生区上麻生6-31-1 ﾄﾞｳｪﾙｲﾅﾘﾔﾏ1F

かとう整形外科 麻生区上麻生5-39-15 ﾊﾙｸﾞﾗﾝ柿生1階

にもり内科クリニック 麻生区上麻生6-29-36

もちづき泌尿器科クリニック 麻生区上麻生5-40-1 鈴木ﾋﾞﾙ2階

クロキ形成外科クリニック 麻生区上麻生1-9-10

しんゆり脳神経外科クリニック 麻生区上麻生4-35-5

新百合ヶ丘介護老人保健施設つくしの里 麻生区上麻生3-14-20

かきお整形外科 麻生区下麻生3-21-5 麻生ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F

キウイファミリークリニック 麻生区下麻生3-23-28

川崎田園都市病院 麻生区片平1782

すこやかこどもクリニック 麻生区白鳥3-5-2 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ白鳥1階

井上医院 麻生区白鳥3-6-12

栗平おさだ皮フ科 麻生区白鳥3-5-1 ｼｬﾝﾃ102

平井内科クリニック 麻生区五力田2-2-1-103

きむら内科クリニック 麻生区五力田2-14-6

新百合ヶ丘龍クリニック 麻生区古沢7

新百合ヶ丘総合病院 麻生区古沢都古255

池内クリニック 麻生区栗平2-1-6 小田急ﾏﾙｼｪ栗平1F

特別養護老人ホームあさおの丘医務室 麻生区栗木台1-12-1

栗木台かわぐちクリニック 麻生区栗木台1-2-3

介護老人保健施設　アクアピア新百合 麻生区黒川318

はるひ野内科クリニック 麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA棟-1F

はるひ野整形外科 麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞB棟-1F

世田谷記念病院 東京都世田谷区野毛2-30-10

鶴川記念病院 東京都町田市三輪町1059番地1

天本病院 東京都多摩市中沢2-5-1

介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 神奈川県横浜市港北区新吉田町3170番地

横浜総合病院 神奈川県横浜市青葉区鉄町2201-5

森山病院 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3-145-4

横浜鶴見リハビリテーション病院 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4-145-1

鶴見西口病院 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1-12-31

介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 神奈川県横須賀市芦名1丁目16番12号

イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 神奈川県横浜市戸塚区川上町690-2

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶�　引取りに要する費用

自転車　　　　　2,500円

原動機付自転車　5,000円

自動二輪車　　�10,000円

　⑷�　持参するもの

自転車等の鍵

印鑑

住所等身分を証明するもの

４�　その他

この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（様式２及び様式３省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第502号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定

したので、同条第２項の規定により告示します。

令和５年９月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　指定納付受託者の住所及び名称

所 在 地　東京都品川区北品川１－20－９

名 称　株式会社ケイドリームス

代表者名　代表取締役社長　木村　美樹

２�　納付の委託を受ける歳入の内容

車券売上金

３�　指定期間

令和５年10月１日から令和６年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第503号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年９月27日から令和５年10月12日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年９月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
野川

第194号線

川崎市宮前区西野

川１丁目3168番40先
3.36 7.61

川崎市宮前区西野

川１丁目3168番40先

新
野川

第194号線

川崎市宮前区西野

川１丁目3168番45先
4.00 7.61

川崎市宮前区西野

川１丁目3168番44先

　　　───────────────────

川崎市告示第504号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年９月27日から開始

します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年９月27日から令和５年10月12日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年９月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野川

第194号線

川崎市宮前区西野川１丁目3168番45先

川崎市宮前区西野川１丁目3168番44先

　　　───────────────────

川崎市告示第505号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和５年９月27日から令和５年10月12日まで一般の

縦覧に供します。

令和５年９月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
上麻生

第262号線

川崎市麻生区上麻

生６丁目651番４先
1.82 9.72

川崎市麻生区上麻

生６丁目651番４先

新
上麻生

第262号線

川崎市麻生区上麻

生６丁目651番３先
2.94 9.72

川崎市麻生区上麻

生６丁目651番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第506号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年９月27日から開始

します。

その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和５年９月27日から令和５年10月12日まで一般の

縦覧に供します。

令和５年９月27日
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医療機関名 住所

川崎ひのわクリニック 川崎市川崎区本町1-8-2 ﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ3階

松田内科医院 川崎市川崎区堀之内10-24

いしいクリニック乳腺外科 川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ10FB

稲葉医院 川崎市川崎区砂子1-5-22

入江医院 川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ

うすい整形外科医院 川崎市川崎区砂子2-2-10 第2園ﾋﾞﾙ

川崎おおつか内科・消化器内科 川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ4F

川崎レディースクリニック 川崎市川崎区砂子2-11-20 加瀬ﾋﾞﾙ133�4階

あべクリニック 川崎市川崎区駅前本町4-7 堀井ﾋﾞﾙ3F

おおしま内科 川崎市川崎区駅前本町14-6 ﾏｰｳﾞｪﾙ川崎3階・4階

川崎小児科・内科 川崎市川崎区駅前本町14-1 DKﾋﾞﾙ2F

ルナレディースクリニック川崎駅前院 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ﾋﾞﾙB1F

ナビタスクリニック川崎 川崎市川崎区駅前本町26-1 ｱﾄﾚ川崎8F

川崎駅前クリニック 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前ﾀﾜｰﾘﾊﾞｰｸ6F

三島クリニック 川崎区駅前本町7-4 井門川崎ビル8F

川崎駅ふみレディースクリニック 川崎市川崎区駅前本町14-6 マーヴェル川崎2階

畑医院 川崎市川崎区宮前町5-1

総合新川橋病院 川崎市川崎区新川通1-15

川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通12-1

阿部医院 川崎市川崎区貝塚1-9-10

川崎すずき内科クリニック 川崎市川崎区貝塚1-15-4 ESTA�BILDING3階

悠翔会在宅クリニック川崎 川崎市川崎区貝塚1-15-4 ｴｽﾀﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7F

由井クリニック 川崎市川崎区貝塚2-4-19

かめだこどもクリニック 川崎市川崎区池田2-4-5

ささきクリニック 川崎市川崎区池田1-6-3 2階

内科小児科宮島医院 川崎市川崎区池田2-7-4

太田総合病院 川崎市川崎区日進町1-50

馬嶋病院 川崎市川崎区日進町24-15

川崎クリニック 川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6.7.8階

宮川病院 川崎市川崎区大師駅前2-13-13

村山整形外科 川崎市川崎区大師駅前1-6-17 ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ川崎大師表参道2F

協同ふじさきクリニック 川崎市川崎区藤崎4-21-2

野田医院小児科内科眼科 川崎市川崎区藤崎1-1-3

平安医院 川崎市川崎区藤崎4-19-15

キノメディッククリニック川崎 川崎市川崎区藤崎3-6-1-1F

青山クリニック 川崎市川崎区伊勢町25-3

総合川崎臨港病院 川崎市川崎区中島3-13-1

なかじまクリニック 川崎市川崎区中島3-9-9

港町こどもクリニック 川崎市川崎区港町5-2-103

港町つばさクリニック 川崎市川崎区港町5-2 ﾘｳﾞｧﾘｴB棟104号

門前外科医院 川崎市川崎区東門前1-14-4

和田内科医院 川崎市川崎区東門前3-1-6

後藤医院 川崎市川崎区昭和2-16-16

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

上麻生

第262号線

川崎市麻生区上麻生６丁目651番３先

川崎市麻生区上麻生６丁目651番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第507号

川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、別表に掲

げる場所で当該業務を行うので、予防接種法施行令（昭

和23年政令第197号）第５条の規定に基づき告示します。

令和５年９月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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医療機関名 住所

大師診療所 川崎市川崎区大師町6-8

さくら中央クリニック 川崎市川崎区大師本町9-11

AOI国際病院 川崎市川崎区田町2-9-1

鈴木医院 川崎市川崎区田町1-6-15

昭和医院 川崎市川崎区出来野7-20

川崎大師いしまる内科クリニック 川崎市川崎区観音2-10-6 第3忠ぶねﾋﾞﾙ1F

川崎協同病院 川崎市川崎区桜本2-1-5

いしい医院 川崎市川崎区桜本2-4-9

髙良医院 川崎市川崎区大島3-15-17

花田内科胃腸科医院 川崎市川崎区大島4-16-1

村上外科医院 川崎市川崎区大島1-5-14

森田クリニック 川崎市川崎区大島5-10-5

渡辺外科内科医院 川崎市川崎区大島2-17-16

田辺医院 川崎市川崎区大島上町1-10

アルトクリニック 川崎市川崎区渡田3-4-12

川崎グランハートクリニック 川崎市川崎区渡田向町15-2

川崎七福診療所 川崎市川崎区小田栄2-3-1 ｺｰﾅﾝ小田栄店2階

元木町眼科・内科 川崎市川崎区渡田新町2-1-1

第一クリニック 川崎市川崎区渡田新町2-3-5

野末整形外科歯科内科 川崎市川崎区小田5-1-3

熊谷医院 川崎市川崎区小田5-28-15

柴田医院 川崎市川崎区浅田3-10-12

飯塚医院 川崎市川崎区京町2-14-2

京町診療所 川崎市川崎区京町2-15-6 神和ﾋﾞﾙ

京町クリニック 川崎市川崎区京町1-9-11

黒坂医院 川崎市川崎区京町2-8-17

竹内クリニック 川崎市川崎区京町2-24-4 ｾｿｰﾙ川崎京町ﾊｲﾗｲｽﾞ111

安士医院 川崎市川崎区浜町1-22-6

ヨシムラ耳鼻咽喉科医院 川崎市川崎区浜町1-7-6

日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通1-2-1

こうかんクリニック 川崎市川崎区鋼管通1-2-3

市電通りごうだクリニック 川崎市川崎区田島町23-1 ﾗｳﾞｨｰﾚ浜川崎1階

東扇島診療所 川崎市川崎区東扇島78 福利厚生ｾﾝﾀｰ2F

佐々木内科クリニック 川崎市幸区小向町3-21

介護老人保健施設千の風・川崎 川崎市幸区小向町15-25

田村外科病院 川崎市幸区戸手1-9-13

橋爪医院 川崎市幸区戸手2-3-12

さいわい整形外科 川崎市幸区戸手1-2-1 みゆきｺｰﾎﾟﾗｽ1F

三條医院 川崎市幸区幸町2-697

関クリニック 川崎市幸区幸町3-7

ゆみメディカルクリニック 川崎市幸区中幸町1-18-5-2F

米田医院 川崎市幸区中幸町3-13

大野クリニック 川崎市幸区堀川町580 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ西館2F

川崎リウマチ・内科クリニック 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎222

こんどうレディース診療所 川崎市幸区大宮町2-8 ｲｸｽ川崎ｻﾞ･ﾀﾜｰ1-A

中村クリニック泌尿器科 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎227

ミューザ川崎こどもクリニック 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎2F

横山クリニック 川崎市幸区大宮町14-4 尊昌ﾋﾞﾙ4F

おさないクリニック 川崎市幸区南幸町2-80 KS紅屋ﾋﾞﾙ4F

小林クリニック 川崎市幸区南幸町2-80

川崎幸クリニック 川崎市幸区南幸町1-27-1
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いきいきクリニック 川崎市幸区南幸町2-34-2 川崎ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ1F

けいクリニック 川崎市幸区南幸町3-104 中川ﾋﾞﾙ3F

ましも内科循環器内科 川崎市幸区南幸町2-26-12

まつくら整形外科 川崎市幸区南幸町2-21-7-1F

森田医院 川崎市幸区南幸町3-14

第二川崎幸クリニック 川崎市幸区都町39-1

あいホームケアクリニック 川崎市幸区都町37-10 さいわい都町ﾋﾞﾙ1階

黒瀬クリニック 川崎市幸区神明町2-1-1

鈴木医院 川崎市幸区神明町2-14-7

川崎中央クリニック 川崎市幸区神明町2-68-7

植村内科医院 川崎市幸区戸手本町1-44-5-1F

川崎くらかた胃腸内科 川崎市幸区塚越4-314-2

田中小児科医院 川崎市幸区塚越2-217

松葉医院 川崎市幸区塚越2-159

みつや内科診療所 川崎市幸区古川町120

さいわい鹿島田クリニック 川崎市幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎

ゆりこどもクリニック 川崎市幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎5F

まつの内科クリニック 川崎市幸区新川崎5-2 ｼﾝｶﾓｰﾙ3F

川崎セツルメント診療所 川崎市幸区古市場2-67

関口医院 川崎市幸区古市場1-21

中村整形外科 川崎市幸区古市場1-21

石永医院 川崎市幸区下平間130

千梨内科クリニック 川崎市幸区下平間359 ﾚｵﾅV201

たつのこどもクリニック 川崎市幸区下平間359 ﾚｵﾅV

ナカオカクリニック 川崎市幸区下平間38

南武医院 川崎市幸区下平間205

まつやまクリニック 川崎市幸区下平間341 ﾚｵﾅⅢ2F

栗田病院 川崎市幸区小倉2-30-13

パークシティクリニック 川崎市幸区小倉1-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川崎ｸﾘﾆｯｸ棟217

柁原医院 川崎市幸区小倉3-23-4

小倉かとう内科 川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎209号

木村整形外科 川崎市幸区小倉1-3-14

たくま幸クリニック 川崎市幸区小倉3-28-12 ｼｬﾘｵ佐野1F

生駒クリニック 川崎市幸区南加瀬4-27-6

いしいアレルギーこどもクリニック 川崎市幸区南加瀬3-5-3 ﾄｷﾜｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ4F

うちやま南加瀬クリニック��内科・内視鏡内科 川崎市幸区南加瀬3-5-3 ﾄｷﾜｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2階

鎌田医院 川崎市幸区南加瀬4-30-2

かい小児科・内科・耳鼻咽喉科医院 川崎市幸区南加瀬3-25-1

南加瀬しらい整形外科クリニック 川崎市幸区南加瀬2-6-8 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3階

南加瀬ファミリークリニック 川崎市幸区南加瀬2-6-8 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F

川崎南部在宅診療所 川崎市幸区南加瀬2-8-15 新川崎ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾚｽ1F-B

髙取内科医院 川崎市幸区矢上13-6

メディ在宅クリニック 川崎市幸区矢上2-7

高橋クリニック 川崎市幸区北加瀬2-7-20

スキップこどもアレルギークリニック 川崎市幸区北加瀬2-11-3 ｺﾄﾆｱｶﾞｰﾃﾞﾝ新川崎

新川崎むらせ内科循環器内科 川崎市幸区北加瀬2-11-3

鹿島田病院 川崎市幸区鹿島田1-21-20

新川崎こびきウィメンズクリニック 川崎市幸区鹿島田1-8-33 はとりﾋﾞﾙ2F

新川崎ふたばクリニック小児科・皮膚科 川崎市幸区鹿島田1-4-3 CLASSIMO-BLD.

はとりクリニック 川崎市幸区鹿島田1-8-33 はとりﾋﾞﾙ3F

あむろ内科クリニック 川崎市中原区上丸子八幡町796



川 崎 市 公 報

－4725－

（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

医療機関名 住所

武蔵小杉レディースクリニック 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階452号

武蔵小杉ささもと小児科・アレルギー科　 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4F

武蔵小杉ハートクリニック 川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F

むさし小杉内科クリニック 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階

さくらクリニック武蔵小杉内科・小児科 川崎市中原区新丸子東3-1100-14 ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ武蔵小杉2F

田中内科クリニック 川崎市中原区新丸子東1-774

ヒロクリニック 川崎市中原区新丸子東1-826 新丸子東口ﾋﾞﾙ1F

サンマルコクリニック 川崎市中原区新丸子東1-825-7 長井ﾋﾞﾙ2F

こすぎ駅前クリニック 川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ﾋﾞﾙ1F

渡辺こども診療所 川崎市中原区新丸子東1-788

武蔵小杉胃と大腸の内視鏡・消化器内科ｸﾘﾆｯｸ　川崎中原院 川崎市中原区新丸子東3-1156-2 Classense武蔵小杉��北館2F

荒田内科クリニック 川崎市中原区新丸子町747 ｸﾞﾗﾝｲｰｻ新丸子Ⅱ1F

新丸子皮フ科・アレルギー科クリニック 川崎市中原区新丸子町748�1F

えじり子供クリニック 川崎市中原区新丸子町734-1 ｱﾍﾞﾆｵ新丸子1F

前田医院 川崎市中原区新丸子町765

かわいクリニック武蔵小杉 川崎市中原区新丸子町767-2 氏橋ﾋﾞﾙ3階B区画

山出内科 川崎市中原区新丸子町727-1

山口外科 川崎市中原区新丸子町745-3

松本クリニック 川崎市中原区丸子通2-441

新丸子ペインクリニック内科 川崎市中原区丸子通2-682 ｴﾃﾞﾌｨｽAN101号室

やまと診療所武蔵小杉 川崎市中原区下沼部1760 ｶｲﾝﾄﾞ玉川3階

こだま診療所 川崎市中原区下沼部1886 ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂⅠ��101

わたたに医院 川崎市中原区下沼部1747

中村医院 川崎市中原区下沼部1930-2

平間クリニック 川崎市中原区中丸子589-11

亀谷内科クリニック 川崎市中原区中丸子361

土井小児科医院 川崎市中原区上平間1149-1

菊岡内科医院 川崎市中原区田尻町35

小林医院 川崎市中原区北谷町31

中橋メディカルクリニック 川崎市中原区北谷町51-9

二宮内科小児科クリニック 川崎市中原区北谷町693

内田クリニック 川崎市中原区市ノ坪223 ｽｶｲ来夢101

武蔵小杉おさだ内科 川崎市中原区市ノ坪449-3

キャップスクリニック武蔵小杉 川崎市中原区市ノ坪449-3 ｼﾃｨﾀﾜｰ武蔵小杉

もくぼ内科クリニック 川崎市中原区木月住吉町2-25 ｴﾊﾞﾋﾞﾙ2�4階

宇藤内科医院 川崎市中原区苅宿24-37

野口クリニック 川崎市中原区西加瀬16-10 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽ元住吉

わかばこどもクリニック 川崎市中原区西加瀬17-8 ｴｸｾﾚﾝﾄﾋﾞｭｰ元住吉1F

綾部内科クリニック 川崎市中原区木月1-23-7

元住吉こころみクリニック 川崎市中原区木月1-28-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉3F

もとすみ内科・胃腸内科クリニック 川崎市中原区木月1-33-15 進栄ﾋﾞﾙ1階

北村医院 川崎市中原区木月2-14-6

はぐくみ母子クリニック元住吉 川崎市中原区木月1-24-27

元住吉くろさき呼吸器内科クリニック 川崎市中原区木月1-33-15 進栄ﾋﾞﾙ1F

住吉診療所 川崎市中原区木月3-7-3

元住吉クリニック 川崎市中原区木月2-12-18

徳植医院 川崎市中原区木月1-2-24

豊﨑医院 川崎市中原区木月1-31-10

元住吉レディースクリニック 川崎市中原区木月1-30-17

宮尾クリニック 川崎市中原区木月1-6-14

みやぎ内科クリニック 川崎市中原区木月3-25-10
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毛利医院 川崎市中原区木月3-5-33

江島整形外科クリニック 川崎市中原区木月祗園町14-16-115

久保田クリニック 川崎市中原区木月祗園町15-1

澤口内科クリニック 川崎市中原区木月祗園町14-16 ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ元住吉116

有田こどもクリニック 川崎市中原区井田中ノ町33-5

中島クリニック 川崎市中原区井田中ノ町8-36

川崎市立井田病院 川崎市中原区井田2-27-1

さかもと内科クリニック 川崎市中原区井田1-36-3

すずき耳鼻咽喉科クリニック 川崎市中原区井田1-36-3

島脳神経外科整形外科医院 川崎市中原区井田杉山町29-10

中原小杉元住吉ほしおか内科・消化器・内視鏡クリニック 川崎市中原区井田三舞町3-5

上杉クリニック 川崎市中原区下小田中1-15-33

なかはら内科クリニック 川崎市中原区下小田中3-30-3

はぐくみ母子クリニック 川崎市中原区下小田中3-33-5

神保内科クリニック 川崎市中原区下小田中2-1-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

すずむらクリニック 川崎市中原区下小田中3-31-1 ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ1F

中原こどもクリニック 川崎市中原区下小田中1-1-6 ﾐﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾀﾝ3e�1F

たかはし内科 川崎市中原区下小田中1-3-6 JOJﾋﾞﾙ1F

むさし整形外科 川崎市中原区下小田中2-1-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

山高クリニック 川崎市中原区下小田中2-33-39

武蔵中原しくらクリニック 川崎市中原区下新城2-1-38 ｷｭｲﾌﾞﾙⅢ101

回生医院 川崎市中原区新城中町2-10

京浜総合病院 川崎市中原区新城1-2-5

大迫内科クリニック 川崎市中原区新城2-15-2

春原内科クリニック 川崎市中原区新城3-2-13

中島医院 川崎市中原区新城3-5-1

宮崎医院 川崎市中原区新城3-13-8

うちだこどもクリニック 川崎市中原区上新城2-14-23 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽｽｸｴｱ武蔵新城1F

おばな内科クリニック 川崎市中原区上新城2-4-8

新城女性のクリニック 川崎市中原区上新城2-11-29�4階

はる内視鏡クリニック 川崎市中原区上新城2-11-25��3F

ふじむら耳鼻咽喉科 川崎市中原区上新城2-11-29 武蔵新城ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

やまだ内科クリニック 川崎市中原区上新城1-2-28-201

さかね内科クリニック 川崎市中原区宮内2-12-1

ハウズクリニック渡辺内科 川崎市中原区宮内1-8-3

おくせ医院 川崎市中原区上小田中1-26-1 ﾊｲﾑﾁｪﾘｰB101

しまだ小児クリニック 川崎市中原区上小田中2-42-22 ｽﾀｰﾈｽﾄ1F

だんのうえ眼科クリニック 川崎市中原区上小田中3-23-34 ﾒﾃﾞｨ中原ﾋﾞﾙ3F

つちや内科・循環器内科 川崎市中原区上小田中5-2-7 ｸﾚｼｱ武蔵中原1F

ポプラメディカルクリニック 川崎市中原区上小田中3-29-2 ｻﾞ･ｸﾚｽﾄｼﾃｨﾊﾟｰｸｺｰﾄ1F

はらクリニック 川崎市中原区上小田中6-26-3 2F-2

武蔵中原まちいクリニック 川崎市中原区上小田中6-23-10 小川ﾋﾞﾙ1F

武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科 川崎市中原区小杉町2-228-1 ﾊﾟー ｸｼﾃｨ武蔵小杉ｻﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽ ｳ゙ｴｽﾄ

加藤順クリニック 川崎市中原区小杉町3-441-1 ｴﾝﾄﾋﾟｱ安藤2F

武蔵小杉整形外科 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉ﾀﾜｰﾌﾟﾚｲｽ2F

さとうクリニック 川崎市中原区小杉町3-8-6 ﾌﾟﾘｰｽﾄ武蔵小杉1F

こすぎレディースクリニック 川崎市中原区小杉町3-1501-1 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟305B

柴﨑整形外科 川崎市中原区小杉町1-529-15

とまり木ウイメンズクリニック��武蔵小杉 川崎市中原区小杉町3-441-1

コスギコモンズクリニック 川崎市中原区小杉町2-228-1�W3

塚原クリニック 川崎市中原区小杉町1-529 STEPS-3�1F
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のなみクリニック 川崎市中原区小杉町1-547-83

ひまわり小児科 川崎市中原区小杉町3-1501-1 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟3F

むらた内科クリニック 川崎市中原区小杉町3-1501 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟1階

こすぎ小児科 川崎市中原区小杉町3-249-2 ｸﾚｱﾎｰﾑｽﾞ武蔵小杉101

こすぎ皮ふ科 川崎市中原区小杉町3-432 尾村ﾋﾞﾙ1階・2階

はなまるクリニック 川崎市中原区小杉町2-313 ﾎﾟﾝ･ﾙﾃｪｰﾙ小杉1階

聖マリアンナ医科大学東横病院 川崎市中原区小杉町3-435

こすぎ坂本医院 川崎市中原区小杉町3-441-9 伊達ﾋﾞﾙ2階B室

岡島クリニック 川崎市中原区今井南町21-35-102 ﾙﾐｴｰﾙ南Ⅱ1階A

さかい医院 川崎市中原区今井南町9-34

清水医院 川崎市中原区今井仲町12-12

田口小児科医院 川崎市中原区今井仲町10-18

たむらクリニック 川崎市中原区今井西町12-14 柳田ﾋﾞﾙ1F

神田クリニック 川崎市中原区今井上町4-4 ﾊﾙｾﾝ武蔵小杉1F

小杉外科内科医院 川崎市中原区小杉御殿町2-88

関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町1-1

日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町1-383

えがおの森こどもアレルギークリニック 川崎市高津区溝口3-7-11 2F

総合高津中央病院 川崎市高津区溝口1-16-7

溝の口クリニック 川崎市高津区溝口1-12-20 ｳｴｽﾄｷｬﾆｵﾝﾋﾞﾙⅡ2F

優ウィメンズクリニック 川崎市高津区溝口3-7-1 ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ4F

猿谷耳鼻咽喉科医院 川崎市高津区溝口3-10-38 猿谷ﾋﾞﾙ1F

鈴木医院 川崎市高津区溝口2-18-46

洲之内内科 川崎市高津区溝口1-13-16-102

住永クリニック 川崎市高津区溝口2-6-26 ｱｽﾞﾏﾔ栄橋ﾋﾞﾙ2F

田園二子クリニック 川崎市高津区溝口2-16-5 ｱｲﾋﾟｰ溝の口ﾋﾞﾙ2F

高津駅前はら内科ハートクリニック 川崎市高津区溝口3-7-11�3F

やぐち耳鼻咽喉科クリニック 川崎市高津区溝口4-1-17 SKD高津駅前ﾋﾞﾙⅠ�3F

ひっぽこどもアレルギークリニック 川崎市高津区溝口5-24-8 ﾗｲﾌ溝口店2F

宮川内科医院 川崎市高津区溝口1-6-1

三輪内科おなかクリニック 川崎市高津区溝口5-24-8 ﾗｲﾌ溝口店2F

溝の口おかもと糖尿病内科 川崎市高津区溝口2-14-31 MSﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ�1F

高津内科クリニック 川崎市高津区二子3-33-20

ブレストケア高津 川崎市高津区二子5-2-1 中興･2��3階

窪田医院 川崎市高津区二子5-10-1

二子クリニック 川崎市高津区二子1-11-15

二子新地ひかりこどもクリニック 川崎市高津区諏訪1-3-15 FMﾌﾗｯﾄ1F

高橋内科医院 川崎市高津区諏訪1-9-1 諏訪平壱番館101

はっとりファミリークリニック 川崎市高津区北見方2-16-1 高津ゆうあいﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F

溝の口慶友クリニック 川崎市高津区久本3-1-31 U-LAND溝ノ口ﾋﾞﾙ4F

おかの小児科・アレルギー科 川崎市高津区久本3-2-1 ｳｪﾙﾀﾜｰ1F

レディースクリニック溝の口 川崎市高津区久本3-3-3 ｻﾞ･344ﾋﾞﾙ203

みぞのくちファミリークリニック 川崎市高津区久本3-14-1-1F

つるや内科クリニック 川崎市高津区久本1-6-5

豊田クリニック 川崎市高津区久本3-2-3 ｳﾞｪﾙｳﾞｭ溝の口1F

廣津医院 川崎市高津区久本3-6-1-212

もぎたて耳鼻咽喉科 川崎市高津区久本1-2-5 関口第一ﾋﾞﾙ4階401

坂戸診療所 川崎市高津区坂戸1-6-18

ＫＳＰクリニック 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSPﾋﾞﾙ西503

溝の口胃腸科・内科クリニック 川崎市高津区坂戸1-6-20 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ・ﾍﾞｲ溝の口1F

そめや内科クリニック 川崎市高津区末長1-45-1 秋本ﾋﾞﾙ1階
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アクアこどもクリニック 川崎市高津区末長2-10-18 光亮第一ビル3F

梶が谷駅前内科クリニック 川崎市高津区末長1-9-1 ｽﾀｲﾘｵ梶が谷MALL6F

Sunnyこどもクリニック 川崎市高津区末長1-9-1 ｽﾀｲﾘｵ梶が谷ﾓｰﾙ7F

梶ヶ谷クリニック 川崎市高津区末長1-23-17 梶ヶ谷Jﾋﾞﾙ1F

福住医院 川崎市高津区末長3-12-3

山本整形外科医院 川崎市高津区末長1-8-20

片倉病院 川崎市高津区新作4-11-16

新城・新作こどもクリニック 川崎市高津区新作4-12-6 FMﾋﾞﾙ2F

田園都市溝の口つつじ内科クリニック 川崎市高津区新作3-1-4

かたおか小児科クリニック 川崎市高津区梶ケ谷3-7-28-101

あおば内科クリニック 川崎市高津区梶ケ谷6-2-8

千年診療所 川崎市高津区千年新町29-5

ハタカズコ婦人クリニック 川崎市高津区千年新町28-9

いずみ泌尿器科皮フ科 川崎市高津区千年301-1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｽﾓ千歳203

桐村医院 川崎市高津区千年200-5

千年ファミリークリニック 川崎市高津区千年637-4 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙﾁﾄｾ1階

かわかみ小児科クリニック 川崎市高津区子母口497-2 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2F

しまむらクリニック 川崎市高津区子母口497-2 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1F

山本医院 川崎市高津区子母口728-4

伊藤医院 川崎市高津区久末1894

森クリニック 川崎市高津区久末9-1

大久保クリニック 川崎市高津区東野川2-36-5

野川整形外科 川崎市高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川1F

田中クリニック 川崎市高津区東野川2-36-5 久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞA棟1F

ゆめこどもクリニック 川崎市高津区東野川2-36-4 久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞB棟2F

福西内科クリニック 川崎市高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川2F

久地さとう医院 川崎市高津区宇奈根637-5

内田内科 川崎市高津区久地4-24-30 ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ1F

久地診療所 川崎市高津区久地4-19-8

くじこどもクリニック 川崎市高津区久地4-24-30 ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ2F

村川内科クリニック 川崎市高津区久地4-24-5 新川屋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階

みぞのくちユース&ウィメンズクリニック 川崎市高津区下作延2-2-8 溝の口ﾌﾗﾜｰﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

北浜こどもクリニック 川崎市高津区下作延3-3-10-2F

国島医院 川崎市高津区下作延3-22-7

木暮クリニック 川崎市高津区下作延2-4-3

武井クリニック 川崎市高津区下作延2-7-26 ｼﾃｨﾌｫｰﾗﾑ溝ノ口101号

長瀬クリニック 川崎市高津区下作延3-3-10 ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷2F

椿クリニック 川崎市高津区下作延2-3-38 TKビル301

メディクスクリニック溝の口 川崎市高津区下作延5-11-12

津田山クリニック 川崎市高津区下作延6-4-1

渡辺クリニック 川崎市高津区下作延2-9-10

はまゆり糖・生活習慣病クリニック�溝の口 川崎市高津区下作延2-2-8 溝の口フラワーメディカルモール2階

にし医院 川崎市高津区上作延1-20-20

帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区二子5-1-1

虎の門病院分院 川崎市高津区梶ケ谷1-3-1

きたじま内科・脳神経クリニック 川崎市宮前区東有馬5-1-2

菅野耳鼻咽喉科 川崎市宮前区東有馬3-5-29 KUMANOﾋﾞﾙ1F

本村医院 川崎市宮前区東有馬5-24-1

森島小児科内科クリニック 川崎市宮前区東有馬3-15-10

有馬病院 川崎市宮前区有馬3-10-7

なないろこどもとアレルギーのクリニック 川崎市宮前区有馬5-17-21
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さがらクリニック 川崎市宮前区有馬5-19-7-201

鷺沼診療所 川崎市宮前区有馬1-22-16

鷺沼人工腎臓石川クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-10-3

さぎぬま公園クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-18-1 ﾌﾟﾚｰﾙ鷺沼ｳﾞｪﾙｴｽﾀ203

春待坂ハートクリニック 川崎市宮前区鷺沼1-18-10 ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ3F

鷺沼産婦人科 川崎市宮前区鷺沼3-5-17

キッズクリニック鷺沼 川崎市宮前区鷺沼1-18-10

こにしクリニック 川崎市宮前区鷺沼1-3-13

原クリニック 川崎市宮前区鷺沼4-10-5

さぎぬま一丁目クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-24-4 ﾗｲｽﾞﾓｰﾙ鷺沼1階

本田医院 川崎市宮前区鷺沼1-10-11

丸田クリニック 川崎市宮前区鷺沼3-4-5

山口整形外科 川崎市宮前区鷺沼1-18-10 ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ4階

田園都市クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-22-7 ｶｰｻｴｽﾃﾚｰﾔ1F

宮前平医院 川崎市宮前区土橋2-1-30

河野医院 川崎市宮前区土橋3-3-4

すずか小児科・皮ふ科クリニック 川崎市宮前区土橋1-21-11 ﾋﾞﾙ・ﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ2F

さぎぬま髙橋内科クリニック 川崎市宮前区土橋3-3-1 ﾄﾞｩ-ｴ･ｱｺﾙﾃﾞ204

みよしこどもクリニック 川崎市宮前区土橋6-15-1 宮前平ﾊﾟｰﾑﾊｳｽB-115

むとう小児科クリニック 川崎市宮前区土橋3-2-17

やがわ内科・消化器内科 川崎市宮前区土橋1-21-11 ﾋﾞﾙﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ1F

宮前平内科クリニック 川崎市宮前区宮前平2-15-2

神奈川ひまわりクリニック 川崎市宮前区宮前平3-3-26

Ｋ-クリニック 川崎市宮前区宮前平2-1-6

川本整形外科 川崎市宮前区宮前平2-1-3

根岸耳鼻咽喉科医院 川崎市宮前区宮前平2-1-5

福島内科医院 川崎市宮前区宮前平2-19-9

三倉医院 川崎市宮前区宮前平2-15-15 Brillia宮前平201

宮前平第２クリニック 川崎市宮前区宮前平2-5-16 ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ3F

クリニックのびのびキッズピア 川崎市宮前区宮前平2-15-3 ﾀﾞｲﾁﾋﾞﾙ201

たかの循環器内科クリニック 川崎市宮前区宮前平3-2-1

鷺沼透光診療所 川崎市宮前区小台1-20-1 ｱﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ601･602号室

川崎ヒューマンクリニック 川崎市宮前区小台1-17-3 Saginuma�Dento�Hills101

菊岡医院 川崎市宮前区小台2-22-7

東方医院 川崎市宮前区小台2-6-2 ﾗﾎﾟｰﾙ宮前平3F

宮前平すがのクリニック 川崎市宮前区小台2-6-6 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

宮前平健栄クリニック 川崎市宮前区小台2-5-2 宮前平ﾊｲﾂ2F

川崎宮前平とくえ内科循環器内科クリニック 川崎市宮前区小台2-5-1-301

あると内科クリニック 川崎市宮前区小台1-20-2 ﾘﾊﾞｰﾚ鷺沼201

いろどりレディースクリニック宮前平 川崎市宮前区小台2-5-1 ﾃｨﾓﾈ宮前平303

たかはしメモリークリニック 川崎市宮前区犬蔵2-7-1

北部市場クリニック 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市中央卸売市場北部市場管理棟内

かわさき記念病院 川崎市宮前区潮見台20-1

潮見台植木クリニック 川崎市宮前区潮見台6-7 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ潮見台103

あおやぎ内科循環器クリニック 川崎市宮前区菅生2-1-9

ゆりかごクリニック 川崎市宮前区菅生1-2-20 ｲｽﾞﾐｰﾙ103号

いしだ内科外科クリニック 川崎市宮前区平4-4-1

おおたけファミリークリニック 川崎市宮前区平1-1-4 平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ2F

鎌田クリニック 川崎市宮前区平2-11-3 YOUﾋﾞﾙ1F

宮前平グリーンハイツ診療所 川崎市宮前区けやき平1-16-209

鎌田クリニック南平台 川崎市宮前区南平台3-30
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みやびクリニック 川崎市宮前区南平台3-17

山本内科クリニック 川崎市宮前区白幡台1-9-10

小林外科胃腸科 川崎市宮前区神木本町2-2-17

くりう内科クリニック 川崎市宮前区神木2-2-1 宮崎台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA-2

宮崎台クリニック 川崎市宮前区宮崎3-14-23

いのうえクリニック 川崎市宮前区宮崎5-14-2

ふたば内科眼科糖尿病クリニック 川崎市宮前区宮崎2-10-2-2階

宮前つばさクリニック 川崎市宮前区宮崎6-9-5 東急宮前平ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ2F

たかはしクリニック 川崎市宮前区宮崎2-13-1 ﾄﾞﾝｼﾞｮﾝ宮崎台1F

宮崎台耳鼻咽喉科 川崎市宮前区宮崎2-10-8 ﾄﾗﾍﾟｽﾞ宮崎台2F

ニコットこどもクリニック 川崎市宮前区宮崎2-9-3 ﾒｿﾞﾝ・ﾄﾞ･ﾊﾞｯﾊ1階

もぎ循環器科内科医院 川崎市宮前区宮崎5-14-19

さくら坂やまだ耳鼻咽喉科 川崎市宮前区宮崎2-10-2 第二隆祥ﾋﾞﾙ3階

大野医院 川崎市宮前区馬絹3-8-34

小野田医院 川崎市宮前区馬絹6-22-14 第一ｹｰｴｰﾋﾞﾙ1F2F

かねこクリニック 川崎市宮前区馬絹4-4-13

川原小児科 川崎市宮前区馬絹1-1-41

好生堂医院 川崎市宮前区野川本町2-2-10

馬目整形外科・内科クリニック 川崎市宮前区野川本町1-3-1

佐治医院 川崎市宮前区南野川3-6-2

野川クリニック 川崎市宮前区野川台1-21-15

風の道クリニック 川崎市宮前区野川台3-7-1

こども元気！内科クリニック 川崎市宮前区西野川1-4-17

村上循環器科内科皮膚科 川崎市宮前区西野川1-4-16 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F

聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1

稲田堤メディカルクリニック 川崎市多摩区菅2-15-5

清水小児科クリニック 川崎市多摩区菅6-13-20

コハル内科 川崎市多摩区菅4-1-1 ｺﾝﾄﾗｲ101号

関口内科医院 川崎市多摩区菅2-8-27 第一平山ﾋﾞﾙ1階

てづか内科・循環器クリニック 川崎市多摩区菅1-5-12 ｴﾋﾟﾄﾞｰﾙ稲田堤1A

西村クリニック 川崎市多摩区菅2-4-2 ｻﾆｰｻｲﾄﾞ202

まつもと小児クリニック 川崎市多摩区菅1-2-31 ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄ2F

稲田堤駅前脳神経外科内科クリニック 川崎市多摩区菅稲田堤1-17-28-201

前原医院 川崎市多摩区菅馬場1-1-27

あいクリニック産婦人科・小児科 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

大倉消化器科外科クリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

つじ内科クリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

ことぶきクリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

稲田小児科医院 川崎市多摩区菅北浦2-2-24

土井医院 川崎市多摩区菅北浦4-11-25

稲田登戸クリニック 川崎市多摩区菅北浦4-3-1 ｵｰｸﾋﾙｽﾞ101号

みやもと訪問クリニック 川崎市多摩区菅北浦2-17-15 ﾏｽﾀﾞｴﾚﾒﾝﾄﾋﾞﾙ3階

多摩クリニック 川崎市多摩区布田2-24

中野島小児科クリニック 川崎市多摩区中野島6-22-9

池田小児科医院 川崎市多摩区中野島3-15-15

中野島糖尿病クリニック 川崎市多摩区中野島3-13-8 中野島駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA��2F

中野島北口コガワクリニック 川崎市多摩区中野島6-26-2 F&Fﾊｲﾑ2F

中野島診療所 川崎市多摩区中野島4-9-1

中野島たきぐち耳鼻咽喉科 川崎市多摩区中野島3-13-8 中野島駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA101

藤田クリニック 川崎市多摩区中野島3-14-37

牧野クリニック 川崎市多摩区中野島3-27-34 ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝ7番館1F
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多摩ファミリークリニック 川崎市多摩区登戸新町337 ｴﾆｰﾋﾞﾙ1F

登戸内科・脳神経クリニック 川崎市多摩区登戸新町434

鈴木内科医院 川崎市多摩区登戸新町188

中村医院 川崎市多摩区登戸新町358-1

やまもとクリニック 川崎市多摩区登戸新町404 古谷ﾋﾞﾙ3F

登戸プライマリケアクリニック 川崎市多摩区登戸1856-10 松鷹ﾋﾞﾙ101号

あさい内科医院 川崎市多摩区登戸538

多摩脳神経外科 川崎市多摩区登戸1654

えがわ療育クリニック 川崎市多摩区登戸2256 Jeune�feuillage1F

桜クリニック 川崎市多摩区登戸3292 ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ1F

岡野内科医院 川崎市多摩区登戸1737

あかりクリニック 川崎市多摩区登戸2066-1�101

向ヶ丘久保田内科 川崎市多摩区登戸2708-1 YMﾋﾞﾙ3F･4F

のぼりとキッズクリニック 川崎市多摩区登戸2565-1 ｲﾙ・ﾏｰﾚ3F

公文内科クリニック 川崎市多摩区登戸1792-2 ｱﾑｸﾚｽﾄ向ヶ丘1階

こう内科クリニック 川崎市多摩区登戸2766-5 SKﾋﾞﾙ101

向ヶ丘胃腸・肛門クリニック 川崎市多摩区登戸2662-1 ﾌﾟﾗｻﾞ向ヶ丘遊園3F

ささき腎泌尿器クリニック 川崎市多摩区登戸2566-1 GranSoleil登戸301

すずき内科クリニック 川崎市多摩区登戸2130-2 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ向ヶ丘遊園208

たまふれあいクリニック 川崎市多摩区登戸1763 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ向ヶ丘2階

ベルズレディースクリニック 川崎市多摩区登戸3351-203

たけもとレディースクリニック 川崎市多摩区登戸2566-1 ｸﾞﾗﾝｿﾚｲﾕ登戸302号室

たけやま呼吸器・内科クリニック 川崎市多摩区登戸2427-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽﾀﾅｶ3F

登戸クリニック 川崎市多摩区登戸2566-1 GranSoleil登戸101,201号室

豊田クリニック 川崎市多摩区登戸3200

登戸なかたに消化器・糖尿病内科 川崎市多摩区登戸2565-1

なかむらこどもクリニック 川崎市多摩区登戸2428 Noborito�Gate�Building�4F�401

登戸ハナミズキ内科 川崎市多摩区登戸2428 Noborito�Gate�Building4F

たまこどもクリニック 川崎市多摩区登戸2948-6

すばる診療所 川崎市多摩区登戸598-2

石原内科医院 川崎市多摩区宿河原3-10-3 ｾﾙｼｵITO

久保田診療所 川崎市多摩区宿河原4-21-23

コクボ診療所 川崎市多摩区宿河原6-33-9-1F

本橋内科クリニック 川崎市多摩区宿河原3-1-6

高橋クリニック 川崎市多摩区堰3-5-14

かえでファミリークリニック 川崎市多摩区長尾5-2-2-101

西根医院 川崎市多摩区枡形1-8-38

在宅療養支援ｸﾘﾆｯｸかえでの風たま・かわさき 川崎市多摩区三田1-8-9 ｸﾞﾚｲｽｲﾂﾞﾐ106号室

黒須内科クリニック 川崎市多摩区長沢4-2-9 ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｧﾚｰ松澤207

五十嵐レディースクリニック 川崎市多摩区南生田4-6-6 南生田ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1F

大森医院 川崎市多摩区南生田7-20-21

南生田レディースクリニック 川崎市多摩区南生田7-20-21

須田メディカルクリニック 川崎市多摩区南生田4-20-2

土屋医院 川崎市多摩区南生田1-12-2

南生田クリニック 川崎市多摩区南生田4-11-8

きっとスマイルこどもクリニック 川崎市多摩区南生田4-6-6

生田病院 川崎市多摩区西生田5-24-1

伊藤耳鼻咽喉科クリニック 川崎市多摩区西生田3-9-3 ｸﾚｰﾙ読売ﾗﾝﾄﾞ前202~203

岸内科胃腸科医院 川崎市多摩区西生田2-2-5

読売ランド前すわクリニック 川崎市多摩区西生田1-8-1-102

原田内科クリニック 川崎市多摩区西生田4-16-24
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水上内科医院 川崎市多摩区西生田3-9-26 ﾐﾉﾙﾋﾞﾙ2F

中込内科クリニック 川崎市多摩区生田7-2-13 SKﾋﾞﾙ2F

中村クリニック 川崎市多摩区生田6-6-5 ｶｰｻﾋﾟﾉ1F

石田整形外科 川崎市多摩区栗谷3-1-6 ｾ･ｳｨｽﾃﾘｱ1F

渡辺小児科医院 川崎市多摩区栗谷3-1-1 井田ﾋﾞﾙ207

川崎市立多摩病院 川崎市多摩区宿河原1-30-37

百合が丘すみれクリニック 川崎市麻生区細山2-8-7-1F

池内クリニック新百合ヶ丘内科・消化器内科 川崎市麻生区万福寺1-1-2 新百合ヶ丘駅前ﾋﾞﾙ4階405区画

さくらクリニック 川崎市麻生区万福寺3-2-1

新ゆりクリニック 川崎市麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘101

光中央診療所 川崎市麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘1-103

にじいろ子どもクリニック 川崎市麻生区万福寺1-1-2 ｼﾃｨﾓｰﾙ4F

新ゆり山手通りこどもクリニック 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2階

ひらやま耳鼻咽喉科クリニック 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2階

新百合山手福本内科 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ206

あさおクリニック 川崎市麻生区万福寺1-8-10

リスホームケアクリニック 川崎市麻生区千代ケ丘5-7-1-204

おばた小児クリニック 川崎市麻生区千代ケ丘4-18-12 ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ1-A

嶋﨑内科医院 川崎市麻生区千代ケ丘8-1-1-202

いしだクリニック 川崎市麻生区百合丘2-7-1

しもやまこどもクリニック 川崎市麻生区百合丘1-5-4 米山ﾋﾞﾙ1F

百合丘外科産婦人科 川崎市麻生区百合丘1-14-6

林整形外科 川崎市麻生区百合丘1-5-19

ふるたクリニック 川崎市麻生区百合丘1-19-2 司生堂ﾋﾞﾙ1階

百合ヶ丘駅前クリニック 川崎市麻生区百合丘1-2-1

百合丘水野クリニック 川崎市麻生区百合丘1-16-22

光永医院 川崎市麻生区百合丘1-2-2

耳鼻咽喉科よしだクリニック 川崎市麻生区百合丘1-2-1-201

吉松クリニック 川崎市麻生区百合丘1-16-2-301

みねき内科クリニック 川崎市麻生区東百合丘2-29-10

川崎みどりの病院 川崎市麻生区王禅寺1142

たま日吉台病院 川崎市麻生区王禅寺1105

玉川内科クリニック 川崎市麻生区白山4-1-1-119

あさお・百合クリニック 川崎市麻生区虹ケ丘1-10-1

ごみぶちクリニック 川崎市麻生区王禅寺西5-1-30 1階B

新ゆり内科 川崎市麻生区王禅寺西4-3-8

王禅寺公園クリニック 川崎市麻生区王禅寺西3-27-7

米田胃腸科外科医院 川崎市麻生区王禅寺西1-24-1

岡崎医院 川崎市麻生区王禅寺東2-13-1

藤木内科医院 川崎市麻生区王禅寺東1-9-3

堀野メディカルクリニック 川崎市麻生区王禅寺東3-26-6 王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ1F

ミオ医院 川崎市麻生区王禅寺東5-1-5

麻生リハビリ総合病院 川崎市麻生区上麻生6-23-50

麻生総合病院 川崎市麻生区上麻生6-25-1

柿生記念病院 川崎市麻生区上麻生6-28-20

ユミカ内科小児科ファミリークリニック 川崎市麻生区上麻生5-40-1

新百合ヶ丘石田クリニック 川崎市麻生区上麻生1-5-2 小田急新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ4F

おおたクリニック 川崎市麻生区上麻生6-31-1 ﾄﾞｳｪﾙｲﾅﾘﾔﾏ1F

上麻生内科 川崎市麻生区上麻生2-11-21

あさお診療所 川崎市麻生区上麻生2-1-10

クロキ形成外科クリニック 川崎市麻生区上麻生1-9-10
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川崎市告示第508号

指定障害福祉サービス事業者の指定につい

て

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

令和５年９月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医療機関名 住所

小林内科医院 川崎市麻生区上麻生1-9-10

かきお駅前さいとうクリニック 川崎市麻生区上麻生6-39-35 1階

柿生内科クリニック 川崎市麻生区上麻生5-38-10

ともクリニック 川崎市麻生区上麻生5-6-8

柿生すずき内科循環器内科 川崎市麻生区上麻生5-23-6

新百合ヶ丘ステーションクリニック 川崎市麻生区上麻生1-20-1 小田急ｱｺﾙﾃﾞ新百合ヶ丘5F

新ゆり武内クリニック 川崎市麻生区上麻生1-3-5

しんゆり脳神経外科クリニック 川崎市麻生区上麻生4-35-5

にもり内科クリニック 川崎市麻生区上麻生6-29-36

たくこどもクリニック 川崎市麻生区上麻生5-6-18 泰平ﾋﾞﾙ柿生201

みぞぶちクリニック 川崎市麻生区上麻生6-9-2 ﾋﾟｱｼﾃｨ晃和1F

渡辺クリニック 川崎市麻生区上麻生7-22-11

キウイファミリークリニック 川崎市麻生区下麻生3-23-28

川崎田園都市病院 川崎市麻生区片平1782

井上医院 川崎市麻生区白鳥3-6-12

すこやかこどもクリニック 川崎市麻生区白鳥3-5-2 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ白鳥1-B

きむら内科クリニック 川崎市麻生区五力田2-14-6

新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区古沢都古255

新百合ヶ丘龍クリニック 川崎市麻生区古沢7

池内クリニック 川崎市麻生区栗平2-1-6 小田急ﾏﾙｼｪ栗平1F

栗木台かわぐちクリニック 川崎市麻生区栗木台1-2-3

はるひ野内科クリニック 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA棟-1F

いばらきレディースクリニック 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞC棟-2F

ニコニコこどもクリニック 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞC棟-1F

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社ＵＮＵＳ ラシクラボ川崎
川崎市川崎区東田町11－22

ＦＴＫビル７Ｆ
就労継続支援（Ｂ型） 令和５年９月１日 1415000049

株式会社ＬＡＬＯ ＬＡＬＯ川崎 川崎市川崎区下並木47 就労継続支援（Ａ型） 令和５年９月１日 1415000098

株式会社ハーモニー
ここわ訪問介護

ステーション

川崎市幸区塚越四丁目363番地

16－103
行動援護 令和５年９月１日 1415100872

有限会社水風社
アフターネオ

武蔵小杉

川崎市中原区小杉２丁目309番

７号
就労継続支援（Ｂ型） 令和５年９月１日 1415200128

一般社団法人ライフ

デザイン

グループホーム誉

川崎駅前
川崎市幸区中幸町１－32－３ 共同生活援助 令和５年９月１日 1425100011

株式会社日本アメニ

ティ

ライフ協会

ともがき川崎 川崎市麻生区高石３－33－16 共同生活援助 令和５年９月１日 1425600010

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第509号

指定障害児通所支援事業者の指定について

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

令和５年９月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市告示第510号

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

区域の指定について

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、次の土地の区域を、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしよう

とするときの届出をしなければならない区域として指定

しますので、同条第３項の規定に基づき告示します。

令和５年９月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　形質変更時要届出区域の所在地

川崎市川崎区塩浜一丁目16番11（別図のとおり）

２�　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種

類

カドミウム及びその化合物、砒素及びその化合物、

ふっ素及びその化合物

３�　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種

類

鉛及びその化合物

４�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第58条第５項第10号から第13号までの該当の有無

該当なし

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

社会福祉法人同愛会
川崎市中央療育

センター

川崎市中原区井田

３－16－１
居宅訪問型児童発達支援 令和５年９月１日 1455200046

合同会社エフセッ

ト・ジャパン

放課後等デイサー

ビス　ウィズ・ユー

武蔵小杉

川崎市中原区下沼部

1760番地
児童発達支援 令和５年９月１日 1455200715

合同会社エフセッ

ト・ジャパン

放課後等デイサー

ビス　ウィズ・ユー

武蔵小杉

川崎市中原区下沼部1760番地 放課後等デイサービス 令和５年９月１日 1455200715

株式会社ＳＫコーポ

レーション

リアライズ

川崎溝口

川崎市高津区坂戸一丁目15－13

ＮＡＲＵＴＯ　ＢＡＹ　101号室

103号室

児童発達支援 令和５年９月１日 1455300481

社会福祉法人同愛会
川崎市北部地域

療育センター
川崎市麻生区片平５－26－１� 居宅訪問型児童発達支援 令和５年９月１日 1455600161

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第511号

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第44条

第１項の規定による特定非営利活動法人ワールドラン

ナーズ・ジャパンの認定をしたので、同法第49条第２項

の規定により次のとおり告示します。

令和５年９月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　名称

特定非営利活動法人　

ワールドランナーズ・ジャパン

２�　代表者の氏名

加藤　典宇暉

３�　主たる事務所の所在地

川崎市多摩区菅仙谷２丁目17番１－108号

４�　当該認定の有効期間

令和５年９月29日～令和10年９月28日

　　　───────────────────

川崎市告示第512号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項に規定する指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示します。

令和５年９月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　指定納付受託者の住所及び名称

所�在�地　東京都港区虎ノ門２－10－４

　　　　　オークラプレステージタワー８階

名　　称　株式会社エム・ピー・ソリューション

代表者名　代表取締役　佐藤　栄治

２�　指定納付受託者が納付する歳入の内容

区役所区民課、市税事務所等の施設・窓口において

キャッシュレス決済端末を利用した各種手続きにおけ

る手数料、使用料等

３�　指定納付受託者による納付の委託を開始する日

令和５年10月１日

公 告

川崎市公告第1190号

JR東日本南武線連続立体交差事業（矢向駅

～武蔵小杉駅間）に係る条例環境影響評価

準備書等に関する公聴会の開催について

川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第23条第２項の規定に基づき、その旨及び川

崎市環境影響評価に関する条例施行規則（平成12年川崎

市規則第106号）第21条に定める事項について、次のと

おり公告します。

令和５年９月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

条例環境影響評価準備書等に関する公聴会

の開催について

１�　指定開発行為の名称

JR東日本南武線連続立体交差事業（矢向駅～武蔵小

杉駅間）

２�　条例公聴会開催日時

令和５年９月30日㈯午前10時00分から

３�　条例公聴会開催場所

会場名　川崎市役所第４庁舎４階第６、７会議室

　　所在地　川崎市川崎区宮本町３番地３

４�　意見を聴こうとする事項

地域交通

５�　公述人数

あらかじめ公述の申出があった１名

６�　傍聴について

　⑴�　傍聴受付

傍聴を希望する方は、９時30分～９時45分に会場

受付までお越しください。

　⑵�　傍聴人の定員

傍聴人の人数は30人です。

９時45分の時点で30人を超えた場合は抽選により

傍聴人を決定します。

　⑶�　傍聴人の遵守事項等

・傍聴人は発言できません。

・�傍聴人は係員の指示に従うとともに、次の事項

を守り静穏に傍聴してください。

　�これらの事項を遵守しない場合、議長の権限に

より退場を命ずることができます。

　　ア�　会場における発言に対して、拍手その他の方法

により賛否を表明するような行為は行わないこと。

　　イ�　ゼッケン及びたすき等の着用、旗及びプラカー

ド等の掲出その他の示威的行為をしないこと。

　　ウ�　会場内でビラ等の配布はしないこと。

　　エ�　他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこ

と。

　　オ�　会場において撮影、録音その他これらに類する

行為をしないこと。

　　カ�　会場内で食事をしないこと。

　　キ�　その他会場の秩序を乱し、又は運営の妨げとな

るような行為をしないこと。

　⑷�　その他

公聴会会場への来場は公共交通機関を御利用くだ

さい。

７�　会議録について

環境影響評価に係る事項の公述を会議録に取りまと

め、開催の翌月中までにホームページで公開します。

　　　───────────────────
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川崎市公告第1191号

等々力緑地再編整備・運営等事業に係る環

境配慮計画審査書について

川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第８条の７第１項の規定に基づき、標記環境

配慮計画審査書を次のとおり公告します。

令和５年９月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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はじめに 
 

等々力緑地再編整備・運営等事業は、川崎市（以下「環境配慮計画策定者」と

いう。）が、中原区等々力１番ほかの約 43.5ha の区域において、用途地域等の変

更を前提に、等々力緑地再編整備実施計画に示す「等々力緑地の目指すべき将来

像」を実現し、公園緑地の新たな価値向上を図り、等々力緑地を日常的に賑わう

地域の核となる空間とすることを目的としている。 

 環境配慮計画策定者は、川崎市環境影響評価に関する条例（以下「条例」とい

う。）に基づき、令和５年４月 12 日に環境配慮計画書を提出した。 

 市は、この提出を受けて環境配慮計画書の公告、縦覧を行ったところ、市民等

から意見書の提出があったことから、環境配慮計画策定者が作成した環境配慮

計画見解書の提出を受け、これを公告、縦覧した。 
 これらの結果をもって、川崎市環境影響評価審議会（以下「審議会」という。）

に諮問し、令和５年９月５日に答申を得た。 
 市では、この答申を踏まえ、条例第８条の６に基づき、環境配慮計画書等を総

合的に審査し、本環境配慮計画審査書を作成したものである。 
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１ 事業計画の概要 

(1) 環境配慮計画策定者 

名 称：川崎市 

代表者：川崎市長 福田 紀彦 

住 所：川崎市川崎区宮本町１番地 

 

(2) 対象事業の名称及び種類 

名 称：等々力緑地再編整備・運営等事業 

種 類：都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為（第１種行為） 

 

(3) 対象事業を実施する区域 

位  置：中原区等々力１番ほか 

区域面積：約 43.5ha（都市公園として告示されている区域:36.6ha、下水

処理施設上部区域:6.3ha、中央新幹線非常口上部区域：0.6ha） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 
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(4) 対象事業の概要 

ア 目的 

等々力緑地再編整備実施計画に示す「等々力緑地の目指すべき将来像」

を実現し、公園緑地の新たな価値向上を図り、等々力緑地を日常的に賑わ

う地域の核となる空間とする。 

 

イ 施設配置計画 

  まとまった緑地と水辺空間は可能な限り現位置で保全する方針として

いる。大規模施設については、「等々力緑地再編整備実施計画」（令和４

(2022)年２月改定）のとおり、「等々力陸上競技場」は「球技専用スタジ

アム」として、「等々力補助競技場」は「（新）等々力陸上競技場」として

改築し、「とどろきアリーナ」は「（新）とどろきアリーナ」と「スポーツ

センター」として再整備することとしている。また、市民ミュージアムは、

現施設を現位置で再建しないため、施設を除却し、跡地を緑地全体の再編

の中で活用することとしている。その他の施設については、施設の機能は

継承し、公園全体の再編や施設の更新・改修時期を踏まえ再配置を行う計

画としている。 

現在の中央園路（釣池と等々力陸上競技場の西側を南北に縦断する車

両の通行が可能な道路）については、公園の安全・安心な空間の確保や公

園中央部の分断の解消、柔軟な施設配置を行うため一般車両の通行を禁

止するものとし、将来は釣池の北側から球技専用スタジアムの東側にか

けて、新たに車両の通れる外周園路の整備を行うものとしている。 

また、（新）等々力陸上競技場と等々力球場を囲むように、「緑地内を回

遊できる散策路」を計画し、散策路の内側の地形的に低くなっている部分

に、「魅力ある園路（水と親しめる散策路）」を計画した。計画地内の各施

設は、「緑地内を回遊できる散策路」と、広場や園路等でつなぐ計画とし

ている。 

なお、令和２(2020)年 10 月に改築し、供用開始した「等々力球場」に

ついては、現施設を継続して使用するものとしている。 
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ウ 緑化計画 

再編整備にあたり、計画地内のまとまった緑地と水辺は、可能な限り現

位置で保全する方針としている。また、新たに樹林系緑地、芝生等の地被

植物やまばらな樹木などで構成される広場系緑地、水とふれあえる新た

な場として「魅力ある園路（水と親しめる散策路）」を整備する計画とし

ている。さらに、既に植栽されている樹木の保全に努めるほか、適宜、植

樹を行う計画としている。 
新設緑地を含めた将来の緑化面積率（樹林地、大景木等による緑化面積） 

は、「川崎市緑化指針」に基づき 30％以上を確保する計画としている。 
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２ 審査結果 

本事業は、既に都市公園として都市計画決定され、供用開始している等々力

緑地の再編整備事業である。対象計画案において、「位置・規模」については、

本事業は既に都市公園として都市計画決定され、供用開始している等々力緑

地の再編整備であり、複数の対象計画案は想定されないとしている。「配置・

構造」については、供用している既存施設と既存計画を前提として、「等々力

緑地再編整備実施計画」改定案に対する市民意見等を踏まえて、等々力緑地内

の主な施設の再編の考え方や配置案等を絞り込んできたとしている。その上

で、「等々力緑地再編整備実施計画」で示した事業手法実現のため、「等々力緑

地再編整備・運営等事業」を「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律」に基づく特定事業として選定し、本事業の趣旨・目的を踏

まえ、実現性が見込まれ、かつ、地域活性化や地域課題の解決が期待できる事

業者の提案に基づき、事業を推進していくものとし、複数の対象計画案は設定

せず、本環境配慮計画書において重大な環境影響の回避・低減を図るために、

環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行う対象計画案は、単一案と

している。 
対象事業の立案等に当たっては、より積極的な環境配慮が求められること

から、対象計画案の内容、事業特性及び地域特性を考慮した上で、環境配慮事

項について更なる検討を行うとともに、本審査結果の内容を踏まえること。 

 

(1) 対象事業の立案に関する事項 

ア 脱炭素社会の実現に向けて、本市では市公共施設への再生可能エネル

ギー電力の導入や次世代自動車等の普及促進の取組が進められているこ

とから、温室効果ガスの削減に向けた対策について検討すること。 

 
イ 暑さ指数（WBGT）による指標を用いた評価等を参考に、様々な公園利

用者の視点を踏まえ、適切と考えられる環境配慮や環境保全対策を検討

すること。 
 

ウ 外周園路の整備にあたっては、既存の樹木について可能な限り現位置

で保全する等更なる配慮に努めること。 
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エ SDGs、持続的社会の構築に向けて、誰もが心地よく過ごせる等々力緑

地として障害者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮すること。 
 

(2) 今後の環境影響評価手続に関する事項 

条例環境影響評価方法書等における環境影響評価については、環境配慮

計画書段階での検討内容も踏まえ、工事中及び供用時の環境影響要因の抽

出を行い、対象計画の内容、事業特性及び地域特性を勘案した上で環境影

響要因の区分に応じて、環境影響評価項目を選定し、調査、予測及び評価を

行うこと。 

 

３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続き経過 

令和５年 ４月 12日 環境配慮計画書の受領 

 ４月 21日 環境配慮計画書公告、縦覧開始 

 ５月 22日 環境配慮計画書縦覧終了、意見書の締切 

  意見書の提出 14 名、21 通 

 ７月 ３日 環境配慮計画見解書の受領 

  市長から審議会に環境配慮計画書について諮問 

 ７月 12日 環境配慮計画見解書公告、縦覧開始 

 ７月 26日 環境配慮計画見解書縦覧終了 

 ９月 ５日 審議会から市長に環境配慮計画書について答申 

 ９月 14日 環境配慮計画審査書公告 

  環境配慮計画策定者宛て送付 

 

 

４ 川崎市環境影響評価審議会における審議経過 

令和５年 ７月 ４日 現地視察 

 ７月 19日 審議会（環境配慮計画書事業者説明及び審議） 

 ９月 ５日 審議会（環境配慮計画書答申案審議） 

 

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第1192号

川崎都市計画地区計画の原案を作成したので、川崎市

地区計画等の案の作成手続に関する条例（昭和60年川崎

市条例第１号）第２条の規定に基づき、次のとおり公告

し、その案を縦覧に供します。

なお、都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第

２項に規定する区域内の土地の所有者等は、公告のあっ

た日の翌日から起算して３週間を経過する日までに、川

崎市長に意見書を提出することができます。

令和５年９月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　種　　類

川崎都市計画地区計画の決定

２�　名　　称

西加瀬地区地区計画

３�　位置及び区域

川崎市　中原区　西加瀬地内　

４�　縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

幸区役所１階情報コーナー（幸区戸手本町１－11－１）

幸区役所日吉出張所（幸区南加瀬１－７－17）

中原区役所５階市政資料コーナー

（中原区小杉町３－245）

川崎市立幸図書館（幸区戸手本町１－11－２）

川崎市立中原図書館

（中原区小杉町３－1301　武蔵小杉西街区ビル５階）

５�　縦覧期間

令和５年９月15日㈮から令和５年９月28日㈭まで

６�　意見書提出期間

令和５年９月15日㈮から令和５年10月５日㈭まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1193号

都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定

に基づき、次の公園の供用を開始します。

令和５年９月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の名称 所在地 区�域
面積

(㎡)

主な公園

施設

登戸３号街区公園 多摩区登戸3351番９ 別�図 1525
修景施設

ほか

※公告日をもって供用開始日とします。

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第1194号

川崎市都市公園条例（昭和32年川崎市条例第６号）第

２条第１項の規定に基づき、次の公園の区域を変更しま

す。

令和５年９月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の名称 位�置 区域
変更前

面積

変更後

面積

変更

年月日

橘公園
高津区

子母口565番

別図の

とおり
16,916㎡ 17,877㎡ 公告日

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第1195号

都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定

に基づき、次の公園の供用を開始します。

令和５年９月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の名称 所在地 区�域
面積

(㎡)

主な公園

施設

下作延５丁目

中耕地公園

高津区下作延

５丁目１番19号
別�図 261

修景施設

ほか

※公告日をもって供用開始日とします。

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第1196号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

令和５年９月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市多摩区長沢三丁目8813番１

� ほか１筆

� 962平方メートル

２�　開発許可を受けた者の住所及び氏名

横浜市港北区高田東一丁目17番14号

株式会社ホームセンター　代表取締役　根岸　浩

３�　予定建築物の用途

一戸建ての住宅

� 計画戸数：６戸

４�　開発許可年月日及び許可番号

令和５年１月13日

川崎市指令　ま宅審（�）第82号

令和５年３月24日

川崎市指令　ま宅審（�）第112号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第1197号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

令和５年９月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 五所塚地区及び鷲ヶ峰地区法面対策工事家屋事後調査委託

履行場所 川崎市宮前区平２丁目14番地ほか

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

１�　工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市宮前区神木二丁目８番２

� ほか１筆

� 1,422平方メートル

２�　開発許可を受けた者の住所及び氏名

川崎市宮前区有馬一丁目23番12号

神奈川グランディハウス　株式会社　

代表取締役　大竹　順一

３�　予定建築物の用途

一戸建ての住宅

� 計画戸数：11戸

４�　開発許可年月日及び許可番号

令和４年10月24日

川崎市指令　ま宅審（�）第66号

　　　───────────────────

川崎市公告第1198号

川崎都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計

画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準

用する同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告

し、この都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

令和５年９月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　都市計画の種類及び名称

川崎都市計画生産緑地地区

２�　都市計画を定める土地の区域

　　ア�　追加する部分

　　　　川崎市　幸区　鹿島田２丁目地内

　　イ�　削除する部分

　　　　川崎市　高津区　梶ケ谷６丁目地内

　　　　多摩区　南生田６丁目地内

　　　　麻生区　王禅寺東１丁目地内

　　ウ�　変更する部分

　　　川崎市

　　　　中原区

　　　　　�井田２丁目、下小田中１丁目、下小田中２丁

目及び下小田中６丁目地内

　　　　高津区

　　　　　�宇奈根、梶ケ谷５丁目、上作延、上作延１丁

目、上作延３丁目、北見方１丁目、久地４丁

目、下作延５丁目、二子３丁目、溝口１丁目、

明津、蟹ケ谷、末長１丁目、久末、新作１丁

目及び千年地内

　　　　宮前区

　　　　　�有馬３丁目、潮見台、神木本町３丁目、菅生

１丁目、菅生６丁目、土橋１丁目、土橋３丁

目、土橋６丁目、土橋７丁目、西野川１丁目、

西野川３丁目、野川本町３丁目、南野川１丁

目、東有馬１丁目、東有馬２丁目、東有馬３

丁目、東有馬５丁目、馬絹２丁目、水沢２丁

目及び平２丁目地内

　　　　多摩区

　　　　　�生田２丁目、生田８丁目、栗谷３丁目、宿河

原３丁目、菅５丁目、菅稲田堤３丁目、菅北

浦２丁目、菅馬場２丁目、長沢１丁目、長沢

３丁目、登戸、枡形４丁目、南生田２丁目、

南生田５丁目、菅仙谷１丁目、西生田３丁目

及び中野島地内

　　　　麻生区

　　　　　�王禅寺東５丁目、片平４丁目、上麻生７丁目、

下麻生２丁目、千代ケ丘８丁目、千代ケ丘９

丁目、東百合丘１丁目、細山８丁目、栗木３

丁目、向原１丁目及び白鳥４丁目地内

３�　都市計画の案の縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎市川崎

区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

川崎市経済労働局都市農業振興センター（高津区

梶ヶ谷２－１－７　ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階）

４�　縦覧期間

令和５年９月15日から令和５年９月29日まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1199号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　�
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参 加 資 格

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」で登録されてい

る者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月17日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度�都市計画道路宮内新横浜線（宮内工区）事業建物調査等委託その５

履行場所 川崎市中原区宮内一丁目地内

履行期間 120日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」、種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月17日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市保管土地図図葉調製委託

履行場所 川崎市内全域

履行期間 令和６年３月22日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「地図調製」で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097
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川崎市公告第1200号

一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和５年９月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�北部児童相談所軽自動車賃貸借及び保

守契約

　⑵�　納車場所　�川崎市北部児童相談所（川崎市多摩区

生田７丁目16番２号）

　⑶�　契約期間　�令和６年１月９日から令和12年１月８

日まで

　⑷�　契約概要　�上記の納車場所及び契約期間内におけ

る軽自動車（箱型軽乗用自動車）の賃

貸借及び保守

２�　一般競争入札参加資格�

この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿のに登載されていること。

　⑷�　賃貸する車両の品質及び数量について、仕様書の

内容を遵守し確実に納車するとともに、本市の求め

に応じて、所要の保守点検を速やかに実施できるこ

と。

３�　仕様書及び競争入札参加申込書（兼誓約書）の配

布・提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　仕様書及び競争入札参加申込書の配布方法

　　ア�　書面による配布

　　（�）配布場所　�川崎市北部児童相談所（川崎市多

摩区生田７丁目16番２号）

　　（�）配布期間　�令和５年９月15日㈮から９月22日

㈮までの８時30分から17時まで

（ただし、平日の正午から13時及

び閉庁日を除く。）

　　イ�　ホームページでの公開及び配布

　　（�）公開ＵＲＬ　�https://www.city.kawasaki.

jp/450/page/0000154510.html

　　（�）公 開 期 間　�令和５年９月15日㈮８時30分か

ら９月22日㈮17時まで

　⑵�　提出書類　競争入札参加申込書（兼誓約書）

　⑶�　競争入札参加申込書（兼誓約書）の提出場所及び

提出期間

　（�）提出場所　�川崎市北部児童相談所（川崎市多摩

区生田７丁目16番２号）

　（�）提出期間　�令和５年９月15日㈮から９月22日㈮

までの８時30分から17時まで（ただ

し、平日の正午から13時及び閉庁日

を除く。）

　（�）提出方法

　　　　�持参又は郵送（郵送による場合は、簡易書留又

はレターパックプラスによること。）

４�　競争入札参加資格確認通知書等の交付

競争入札参加申込書を提出した者には、令和５・６

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、競争入札参加資格確認通知

書を令和５年９月25日までに送付します。

なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付します。

５�　仕様書等に関する質問及び回答

　⑴�　質問

次により、仕様書等の内容に関し、質問すること

ができます。なお、仕様書等以外に関する質問は受

け付けません。また、入札参加申込者以外の質問に

は回答しません。

　　ア�　質問書の配布場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ�　質問書の配布及び提出期間

　　　�　令和５年９月15日㈮から９月26日㈫までの８時

30分から17時まで（ただし、平日の正午から13時

及び閉庁日を除く。）

　　ウ�　質問書の提出方法

　　　�　電子メールによる提出とし、送付先は次のメー

ルアドレスとします。

　　　　45hokuzi@city.kawasaki.jp

　⑵�　回答

入札日時等 令和５年10月17日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　　ア�　回答日

　　　　令和５年９月27日㈬

　　イ�　回答方法

　　　�　入札に参加する予定の全ての者に対し、すべて

の質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、令

和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書

の「物品」の委任先メールアドレスに送付します。

なお、当該委任先メールアドレスを登録していな

い者にはＦＡＸで送付します。また、回答につい

ての再質問は受け付けません。

６�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参加資

格を喪失します。

　⑴�　この公告に定める参加資格条件を満たさなくなっ

たとき。

　⑵�　提出書類において虚偽の記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札書の提出方法

持参

　⑵�　入札書の提出日時及び提出場所

　　ア�　提出日時　令和５年10月４日㈬午前10時

　　イ�　提出場所　川崎市北部児童相談所（川崎市多摩

区生田７丁目16番２号）

　⑶�　入札方法

入札金額は契約期間に係る契約金総額（消費税及

び地方消費税を含まない。）で行います。なお、入

札書と併せて、年割額積算内訳書を御提出いただき

ます。

　⑷�　入札保証金　免除

　⑸�　開札の日時及び開札場所

７⑵と同じ

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。

ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑺�　入札の無効�

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　免除

　⑵�　前払い金　　　　　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　契約条項等の閲覧　�川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、川崎

市のホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規

定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　事情により入札を延期又はとりやめる場合があり

ます。

　⑵�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定

めるところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口はこの公告の

３⑴に同じです。

　⑷�　この契約は、契約締結の翌年度以降における所要

の予算の該当金額について減額又は削除があった場

合、発注者から契約を変更または解除することがで

きます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1201号

指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

令和５年９月20日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　管理を行わせる施設の名称及び所在地

別添「各施設の名称、所在地及び構造規模等につい

て」のとおり。

２�　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

管理の基準は、川崎市老人いこいの家条例及び川崎

市老人いこいの家条例施行規則の規定に従います。主

な業務の範囲は、次のとおりです。詳しくは、仕様書

を御覧ください。

　⑴�　いこいの家事業に関する業務

　　ア�　教養の向上及びレクリエーションに関する事業

　　イ�　虚弱な高齢者を対象とした介護予防

　　ウ�　多世代交流をはじめとした地域交流に関する取組

　　エ�　利用者の自主活動に対する活動の場の提供

　　オ�　入浴事業（入浴設備のある施設に限ります。）

　　カ�　運営委員会の設置・運営

　　キ�　生活相談事業

　⑵�　利用の許可に関する業務

　⑶�　利用者意見等の把握に関する業務

　⑷�　セルフモニタリング、本市が行うモニタリング、

評価に必要な書類の作成及び提出に関する業務

　⑸�　施設等の維持管理に関する業務

　⑹�　いこいの家の備品等器具の管理及びこれらの使用

に関する業務

　⑺�　寄付金及び寄贈物品等の受領等に関する業務

　⑻�　職員の人材育成に関する業務（管理人の研修等）

　⑼�　社会資源の活用等に関する業務

　⑽�　安全管理に関する業務

　⑾�　個人情報の保護に関する業務

　⑿�　情報公開と運営の透明性、説明責任、苦情処理等
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各施設の名称、所在地及び構造規模等について� 資料１

ｸﾞﾙｰﾌﾟ名 区 NO 名称 所在地 構造規模
床面積

（㎡）

敷地面積

（㎡）

開所年

月
施設概要

第
１
グ
ル
ー
プ

川
崎
区

1
大師

いこいの家

大師公園

１－４

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
309.60�

昭和49年

8月
合築(大師こども文化センター)

2
小田

いこいの家

小田

２－16－９

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
400.01� 891.72�

平成元年

5月
合築(小田こども文化センター)

3
藤崎

いこいの家

藤崎

４－17－６

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
328.84� 748.49�

昭和53年

5月
合築(藤崎こども文化センター)

4
田島

いこいの家

田島町

20－23

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
333.57� 1683.70�

昭和55年

5月
合築(田島こども文化センター)

に関する業務、利用者の指導に関する業務

　⒀�　本市及び本市が事業を委託した団体が実施する事

業への協力、支援に関する業務

　⒁�　災害時の対応に関する業務

　⒂�　合築施設である場合の調整に関する業務

　⒃�　老人福祉センター、区役所、地域包括支援セン

ター等との連携に関する業務

　⒄�　地域交流スペースの運用に関する業務（御幸老人

いこいの家に限ります。）

　⒅�　その他の業務

３�　指定予定期間

令和６年４月１日から令和11年３月31日まで（５年間）

※�「大師地区複合施設・田島地区複合施設整備・運

営基本計画」に基づく、再編・複合化により、大

師については令和９年度後半、田島については令

和10年度前半から新たな複合施設での運営が予定

されているため、「大師いこいの家」、「田島いこ

いの家」の指定管理期間は、新たな複合施設での

運営が開始されるまでの期間とします。

４�　募集単位

別添「各施設の名称、所在地及び構造規模等につい

て」に記載のとおり、市内の老人いこいの家を行政区

単位で７グループに分けて募集を行います。

※単館ごとの募集ではありません。

５�　応募の方法

　⑴�　主な提出書類（詳しくは募集要項を御覧くださ

い。）

　　ア�　指定管理者指定に関する申請書

　　イ�　事業計画書（基本運営、教養の向上及びレク

リーションに関する事業等）

　　ウ�　職員の勤務体制及び勤務形態一覧表

　　エ�　経費見積書

　　オ�　定款又は寄附行為（法人以外の団体にあって

は、これに相当する書類）

　　カ�　登記簿謄本又は登記事項証明書（履歴事項証明

書）

　　キ�　役員の名簿及び履歴書

　　ク�　団体の概要（従業員数等を含みます。）及び組

織図

　　ケ�　令和２年度から令和４年度までの財産目録、貸

借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告

書。ただし、令和４年度に設立された団体にあっ

ては、設立時の財産目録。

　　コ�　令和５年度及び令和６年度における団体の事業

計画書及び収支予算書

　　サ�　団体の就業規則、給与規程、経理規程等の諸規程

　　シ�　令和２年度から令和４年度までの納税証明書

（市民税、固定資産税、消費税及び地方消費税）

　　ス�　現に運営している社会福祉事業の概要

　　セ�　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

　　ソ�　指定管理者制度における暴力団排除に係る合意

書に基づく個人情報の外部提供同意書

　⑵�　仕様書等の配布期間

令和５年９月20日㈬から10月20日㈮まで

※�仕様書等の応募関係書類は川崎市公式ウェブサ

イトからダウンロードしてください。

　⑶�　応募受付期間

令和５年９月20日㈬から10月20日㈮午後５時まで

（提出方法が持参の場合、開庁日の午前８時30分か

ら正午まで、午後１時から５時まで）

　⑷�　応募受付場所

〒212-0013

川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館

10階

電話　044－200－2620

　⑸�　提出方法

「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」又は

持参

　⑹�　問合せ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス

課

電話　　　　　　044－200－2620

ＦＡＸ　　　　　044－200－3926

メールアドレス　40zaitak@city.kawasaki.jp
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第
１
グ
ル
ー
プ

川
崎

5
大島

いこいの家

大島

１－９－６

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
311.26� 436.10�

昭和59年

4月
合築(川崎市老人クラブ連合会)

6
桜本

いこいの家

桜本

２－５－２
鉄筋コンクリート造平屋建て 329.80� 661.15�

昭和63年

4月
単館

7
京町

いこいの家

京町

３－12－２
鉄筋コンクリート造２階建て 399.59� 309.13�

平成2年

6月
単館（敷地内に消防の倉庫あり)

8
渡田

いこいの家

渡田

４－12－20
鉄骨造鉄骨造平屋建て 380.96� 651.44�

平成3年

6月
単館

9
殿町

いこいの家

殿町

１－20－15
鉄筋コンクリート造２階建て 399.64� 450.00�

平成4年

4月
単館

第
２
グ
ル
ー
プ

幸
区

1
日吉

いこいの家

北加瀬

１－39－５

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
334.65� 632.36�

昭和61年

5月
合築(旧生涯現役支援センター)

2
南河原

いこいの家

南幸町

１－11
鉄筋コンクリート造２階建て 331.24� 385.25�

昭和54年

12月
単館

3
下平間

いこいの家

下平間

357－６
鉄筋コンクリート造２階建て 331.76� 975.56�

昭和58年

5月
単館

4
古市場

いこいの家

古市場

1781－１
鉄筋コンクリート造平屋建て 330.83� 1277.72�

昭和60年

4月
単館

5
小倉

いこいの家

小倉

５－32－５
鉄筋コンクリート造２階建て 396.80� 677.45�

平成元年

4月
単館

6
御幸

いこいの家

紺屋町

33－１

鉄筋コンクリート造３階建ての

２階部分
546.71� 1011.80�

平成23年

4月
合築(御幸日中活動センター)

第
３
グ
ル
ー
プ

中
原
区

1
ごうじ

いこいの家

上小田中

７－６－18
鉄筋コンクリート造２階建て 362.06� 325.80�

昭和52年

1月
単館

2
等々力

いこいの家

等々力

１－１
等々力硬式野球場１階部分 486.19�

令和2年

10月
合築（等々力硬式野球場）

3
中丸子

いこいの家

中丸子

378－４

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
331.30� 634.69�

昭和54年

6月
単館

4
新城

いこいの家

下新城

１－２－４

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
332.91� 900.13�

昭和55年

4月
合築(新城こども文化センター)

5
西加瀬

いこいの家

西加瀬

10－５

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
329.00� 1363.80�

昭和61年

4月
合築(西加瀬こども文化センター)

6
井田

いこいの家

井田三舞町

14－16
鉄骨造鉄骨２階建ての１階部分 374.90� 979.73�

平成11年

12月

合築(聴覚障害者情報文化セン

ター)

7
丸子多摩川

いこいの家

丸子通

１－639－３
鉄骨造鉄骨平屋建て 299.00�

平成18年

6月
単館（賃貸）

第
４
グ
ル
ー
プ

高
津
区

1
高津

いこいの家

久本

３－６－22

鉄骨造鉄骨３階建ての２～３部

分
455.09�

昭和59年

4月
合築(地域福祉施設ちどり)

2
上作延

いこいの家

上作延

1142－４

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
314.09� 1519.11�

昭和51年

5月
合築(上作延こども文化センター)

3
子母口

いこいの家

子母口

983

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
353.33� 990.00�

昭和59年

4月
合築(子母口こども文化センター)

4
末長

いこいの家

末長

２－27－２
鉄筋コンクリート造平屋建て 330.12� 1166.53�

昭和62年

4月
単館

5
梶ケ谷

いこいの家

梶ケ谷

５－８－27

鉄筋コンクリート造２階建ての

２階部分
384.00� 1319.72�

平成4年

4月

合築(かじがや障害者デイサービス

センター)

6
東高津

いこいの家

下野毛

１－３－２

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
400.00� 903.01�

平成8年

10月
合築(東高津こども文化センター)

7
くじ

いこいの家

久地

３－16－１
鉄骨造鉄骨２階建ての２階部分 447.88� 867.56�

平成19年

4月
合築(くじ保育園)

第
５
グ
ル
ー
プ

宮
前
区

1
平

いこいの家

平

２－13－１

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
317.03� 2424.95�

昭和52年

6月

合築(平保育園及び平こども文化セ

ンター)

2
有馬

いこいの家

有馬

４－５－２

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
335.60� 966.57�

昭和53年

5月
合築(有馬こども文化センター)

3
野川

いこいの家

野川台

１－25－23
鉄骨造鉄骨２階建ての１階部分 325.82� 3316.12�

昭和56年

6月
合築(野川こども文化センター)
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川崎市公告第1202号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月20日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

第
５
グ
ル
ー
プ

宮
前
区

4
白幡台

いこいの家

白幡台

１－13－１

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
322.32� 785.17�

昭和60年

4月
合築(白幡台こども文化センター)

5
鷲ケ峰

いこいの家

菅生ケ丘

32－10
鉄筋コンクリート造平屋建て 330.00� 1147.76�

昭和62年

4月
単館

第
６
グ
ル
ー
プ

多
摩
区

1
登戸

いこいの家

登戸新町

237
鉄骨造鉄骨２階建て 329.41� 569.84�

昭和56年

5月
単館

2
菅

いこいの家

菅北浦

３－11－１

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
330.30� 950.02�

昭和55年

1月
合築(菅こども文化センター)

3
錦ケ丘

いこいの家

栗谷

３－28－２
鉄骨造鉄骨２階建ての１階部分 294.00� 866.58�

昭和49年

12月
合築(錦ケ丘こども文化センター)

4
長尾

いこいの家

長尾

１－12－７
鉄骨造鉄骨２階建ての１階部分 335.45� 1010.25�

昭和57年

4月
合築(長尾こども文化センター)

5
枡形

いこいの家

枡形

６－３－１

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
337.85� 897.89�

昭和60年

3月
合築(枡形こども文化センター)

6
中野島

いこいの家

中野島

６－26－７
鉄筋コンクリート造２階建て 332.70� 411.77�

昭和63年

6月
単館

7
南菅

いこいの家

菅馬場

３－26－１

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
399.60� 1330.35�

平成2年

6月
合築(南菅こども文化センター)

第
７
グ
ル
ー
プ

麻
生
区

1
王禅寺

いこいの家

王禅寺東

５－32－15
鉄骨造鉄骨２階建ての１階部分 310.80� 1058.81�

昭和56年

4月
合築(王禅寺こども文化センター)

2
片平

いこいの家

片平

５－25－１

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
338.03� 2433.95�

昭和58年

4月
合築(片平こども文化センター)

3
千代ケ丘

いこいの家

千代ケ丘

６－３－22
鉄筋コンクリート造平屋建て 354.67� 2543.41�

昭和59年

4月
単館

4
白山

いこいの家

白山

４－２－２

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
330.83� 4571.22�

昭和61年

3月
合築(白山こども文化センター)

5
麻生

いこいの家

上麻生

４－32－２

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
400.00� 1100.00�

平成3年

5月
合築(麻生こども文化センター)

6
岡上

いこいの家

岡上

３－13－１

鉄筋コンクリート造２階建ての

１階部分
400.60� 1680.78�

平成5年

4月
合築(岡上こども文化センター)

7
百合丘

いこいの家

百合丘

２－８－２

鉄筋コンクリート造３階建ての

３階部分
470.60� 3200.00�

平成20年

4月

合築(北部リハビリテーションセン

ター)

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 元住吉駅周辺自転車等駐車場第２施設管理事務所新築その他工事

履行場所 川崎市中原区木月２丁目１番14号

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月18日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 本町ポンプ場水中ポンプ更新工事

履行場所 川崎市川崎区本町２丁目２番地

履行期間 契約の日から令和６年３月20日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月６日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港コンテナターミナルトランスファークレーン電気室架台ほか補修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「その他の機械設置」で登

録されていること。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑺�　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑻�　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成20年４月１日以降に有すること。

　�　荷役機械（ガントリークレーン又はトランスファークレーン）における機械設備の補修又は改

修工事の完工実績。

　�　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月25日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）�

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 殿町小学校体育館床改修工事

履行場所 川崎市川崎区殿町１丁目17番19号

履行期間 契約の日から令和６年２月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
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⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月27日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下沼部公園ほか４か所同報系屋外受信機設備設置工事

履行場所 川崎市中原区下沼部1709番地１ほか４か所

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術者

を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった
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　場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月27日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南百合丘小学校給食室等増築屋外附帯工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺西１丁目26番１号

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「その他のとび」で

登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月20日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島小型船溜防波堤築造その４工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹�　令和５・６年度川崎市競争入札参加資格申請時における経審の総合評定値通知書における「土

木一式」の総合評定値が1200点以上であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑽�　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発

注した工事で、「海上（作業船にて）における、杭径φ900mm以上の鋼管杭あるいは鋼管矢板を打

設した工事」の完工実績を（元請に限る）平成20年４月１日以降に有すること。

　�　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月27日　17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶�　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造（その10）工事

履行場所 川崎市麻生区万福寺１丁目12番地先

履行期間 契約の日から令和７年３月14日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件

　ア　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。

　エ　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「A」で登録されている

こと。

　カ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　キ�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク�　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ�　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。
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　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月27日　17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶�　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内河川堆積土浚渫工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「B」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術者

を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった
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川崎市公告第1203号

令和５年９月５日付け川崎市公告第1149号において公

告した同年12月３日に執行する川崎都市計画事業登戸土

地区画整理審議会の委員の選挙について、選挙人名簿を

作成し、当該名簿を２週間公衆の縦覧に供するため、土

地区画整理法施行令（昭和30年３月31日政令第47号）第

21条第１項及び第２項の規定により、次のとおり公告し

ます。

令和５年９月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

参 加 資 格

　場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道久地90号線路肩カラー舗装設置及び道路補修（側溝）工事

履行場所 川崎市高津区久地777番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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１�　縦覧開始　　　令和５年10月５日㈭

２�　縦覧場所　　　川崎市登戸区画整理事務所

　　　　　　　　　川崎市多摩区登戸2202番地１

３�　縦覧時間　　　午前８時30分から午後５時15分まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1204号

道路位置の指定について

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

令和５年９月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築造主

住所・氏名

川崎市中原区市ノ坪139番地

鈴木　邦宏

道路位置の

地名・地番

川崎市中原区市ノ坪字中村通139番７の一部、

139番10の一部、139番12の一部、139番13、139

番15の一部

� 別図省略

幅　　員

5.50メートル

延　　長

29.56メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指第205号
廃止

年月日

令和５年

９月21日

　　　───────────────────

川崎市公告第1205号

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（令和元

年川崎市条例第35号）第17条第１項の規定に基づき、イ

ンターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止す

るために必要な措置を講じたので、同条第２項の規定に

基づき、次のとおり公表する。

令和５年９月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する

旨の認識

　⑴�　インターネット上の短文投稿サイト「Ｘ」（旧Ｔ

ｗｉｔｔｅｒ）へ、特定の市民等を対象として、本

邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由

とする次の表現を含む投稿をした行為は、いずれも

本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。

　　ア�　「日本から出て行け」という趣旨の表現（事案

番号１、４及び９）

　　イ�　「韓国へ帰れ」という趣旨の表現（事案番号２）

　　ウ�　「半島へ帰れ」という趣旨の表現（事案番号３）

　　エ�　「祖国にお帰りいただけますか」という趣旨の

表現（事案番号５）

　　オ�　「祖国へお帰り願いたい」及び「日本に寄生す

るな」という趣旨の表現（事案番号６）

　　カ�　「密入国者は強制送還」という趣旨の表現（事

案番号７）

　　キ�　「帰れって言われて当然」という趣旨の表現

（事案番号８）

　　ク�　「祖国へ帰ればいいんじゃないか」という趣旨

の表現（事案番号10）

　　ケ�　「居座るな」という趣旨の表現（事案番号11）

　　コ�　「あなたたちを理解して結論「帰れ」になった」

という趣旨の表現（事案番号12）

　　サ�　「帰国させて欲しい」という趣旨の表現（事案

番号13）

　　シ�　「祖国に帰れ」という趣旨の表現（事案番号

14）

　　ス�　「日本に居座るな」という趣旨の表現（事案番

号15）

　　セ�　「祖国へ帰れ」という趣旨の表現（事案番号

16）

　　ソ�　「そこが気にいらなきゃ帰るしかないだろう」

という趣旨の表現（事案　　　番号17）

　　タ�　「自国へお帰りください」という趣旨の表現

（事案番号18）

　　チ�　「祖国に帰るのが当然」及び「祖国にとっとと

帰れ」という趣旨の表現（事案番号19）

　　ツ�　「祖国へ帰りなさい」という趣旨の表現（事案

番号20）

　　テ�　「●●（誹謗中傷する表現）生物」という趣旨

の表現（事案番号21）

　　ト�　「日本が嫌なら帰ればよい」、「日本が嫌ならな

ぜ日本に居る」及び「外国　　から来て文句を言

うのであれば、来るな」という趣旨の表現（事案

番号22）

　　ナ�　「祖国にお帰りください」という趣旨の表現

（事案番号23及び29）

　　二�　「黙って帰れ」という趣旨の表現（事案番号24

及び35）

　　ヌ�　「祖国へ強制送還しよう」という趣旨の表現

（事案番号25）

　　ネ�　「強制帰国は決定している」という趣旨の表現

（事案番号26）

　　ノ�　「いいから帰れ」という趣旨の表現（事案番号

27）

　　ハ�　「我が国以外の国への移住をお勧めします」と

いう趣旨の表現（事案番号28）

　　ヒ�　「帰れ」という趣旨の表現（事案番号30）

　　フ�　「国に帰ってねと言ってるだけ」という趣旨の

表現（事案番号31）

　　へ�　「「自国に帰れば」と言ってるだけじゃん」及

び「日本が嫌なら日本から出ていけ」という趣旨

の表現（事案番号32）
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内平瀬川護岸改修工事に伴う家屋調査業務委託

履行場所 川崎市高津区上作延422番地先

履行期間 令和６年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」、種目「事業損失

部門」で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月24日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路維持（側溝・桝清掃その２）委託

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

　　ホ�　「強制送還しろ」という趣旨の表現（事案番号

33）

　　マ�　「祖国に帰って欲しい」という趣旨の表現（事

案番号34）

　　ミ�　「日本が嫌なら帰れ」という趣旨の表現（事案

番号36）

　　ム�　「視界から消えろ」及び「遠ざけることの何が

悪い」という趣旨の表現（事案番号37）

　　メ�　「祖国に帰ればよい」という趣旨の表現（事案

番号38）

　　モ�　「とっとと帰れ」という趣旨の表現（事案番号

39）

　　ヤ�　「国に帰れ」という趣旨の表現（事案番号40）

　　ユ�　「祖国へ帰れば？」という趣旨の表現（事案番

号41）

　⑵�　インターネット上の動画投稿サイト「ＹｏｕＴｕ

ｂｅ」に、特定の市民等を対象として、本邦の域外

にある国又は地域の出身であることを理由とする

「帰って貰いたいだろ」、「韓国へ帰って」及び「強

制送還するべし」という趣旨の表現を含む動画を掲

載した行為は、いずれも本邦外出身者に対する不当

な差別的言動に該当する。（事案番号42）

２�　インターネット表現活動に係る表現の内容の概要

上記１⑴及び⑵に記載のとおり

３�　拡散を防止するために講じた措置

　⑴�　上記１⑴の表現を含む投稿について、「Ｘ」を運

営するＸ　Ｃｏｒｐ．に削除を要請した。

　⑵�　上記１⑵の表現を含む動画について、「ＹｏｕＴ

ｕｂｅ」を運営するＧｏｏｇｌｅ社に削除を要請し

た。

４�　拡散を防止する措置を講じた年月日

令和５年９月21日

５�　その他

　⑴�　上記１⑴及び⑵の表現は、本邦外出身者に対する

不当な差別的言動に該当するものであるが、広く市

民に周知することにより、本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消を図るものである。

　⑵�　公表したもの以外の表現が本邦外出身者に対する

不当な差別的言動に該当しないという趣旨ではない。

　　　───────────────────

川崎市公告第1206号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　�
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川崎市公告第1207号

令和５年８月15日川崎市公告第1099号を次のとおり訂

正します。

令和５年９月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（訂正前）

６�　大規模小売店舗内の施設の配置に関する事項　

　⑶�　荷さばき施設の位置及び面積

店舗建物北側

面積　230.0平方メートル

（訂正後）

６�　大規模小売店舗内の施設の配置に関する事項

　⑶�　荷さばき施設の位置及び面積

店舗建物北側

面積　233.0平方メートル

　　　───────────────────

川崎市公告第1208号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和５年度北部市場電力量計測設備更

新及び調整業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市中央卸売市場北部市場　川崎市

宮前区水沢１－１－１

　⑶�　履行期間　契約日から令和６年２月29日まで

　⑷�　業務内容　仕様書のとおり

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」の種目「電気・機械設備保守

点検」に登録されていること。

競争入札に

付する事項
履行期間 令和６年３月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録されて

いる者。

⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれて

いること）を受けている者。

⑺�　東京都産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれていること）を受け

ている者。

⑻�　バキューム車を保有している者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月24日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・��本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑹�　過去５年間で、本市又は他官公庁において、類似

業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績がある

こと（契約実績を証明できる契約書、仕様書のコ

ピーを書面にて入札参加申込書と共に提出するこ

と）。

３�　入札説明書・仕様書等の配布及び入札参加申込書の

提出

この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

申込書を提出してください。

　⑴�　配布及び提出場所

〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１�　

　　　　　　��経済労働局中央卸売市場北部

　　　　　　�市場管理課施設維持係　

　　　　　　�担当　青柳

電　　　話：044－975－2216

Ｆ　Ａ　Ｘ：044－975－2242

電子メール：28hokan@city.kawasaki.jp

※�入札参加申込書については、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」よりダウンロードでき

ます。

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮まで

（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで）とします。

　⑶�　提出方法　持参又は郵送

なお、郵送の場合は、令和５年９月28日㈭必着

　⑷�　提出書類　入札参加申込書

　　　　　　　　上記２⑹の契約書、仕様書の写し

４�　入札参加資格確認通知書の交付

入札参加申込書を提出し、入札参加資格があると認

めた者には、入札参加資格確認通知書を令和５年10月

４日㈬までに交付します。

なお、令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールで配信します。電子メールアドレ

スを登録していない場合は、ＦＡＸで送付します。

　⑴�　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵�　交付日時　�令和５年10月４日㈬午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで

５�　仕様書に関する問い合せ

　⑴�　問い合せ先　上記３⑴に同じ

　⑵�　質問の方法

質問は必ず書面（電子メール又はＦＡＸ）により、

北部市場管理課施設維持係あてに提出してくださ

い。

　⑶�　質問受付期間

令和５年10月４日㈬から令和５年10月11日㈬まで

（土・日曜日・祝日を除く午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで）とします。

　⑷�　回答方法

質問が提出された場合にのみ、令和５年10月17日

㈫に電子メール又はＦＡＸにて回答文書を送付しま

す。

回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を、令和５・６年度川崎市業務委託有資

格業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登

録している場合は、電子メールで配信します。電子

メールアドレスを登録していない場合は、ＦＡＸで

送付します。

なお、回答後の再質問は受付しません。

６�　入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この入札参加資格

を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和５年10月20日㈮午前10

時

　　　　　　　　　　　　　�なお、郵送の場合は、令和

５年10月19日㈭必着

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市宮前区水沢１－１－

１　管理事務所棟２階大会

議室

　⑷�　入札書の提出方法　　持参又は郵送

　⑸�　入札保証金　　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で最低の価格

をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。た

だし、著しく低価格な場合

には調査を行うことがあり

ます。

　⑺�　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います（開

札に立ち会わない者は、再
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入札に参加の意思がないも

のとみなします）。

　⑻�　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑼�　入札書の記載金額　　�入札に際しては、契約希望

金額の110分の100に相当す

る金額を入札書に記載して

ください。

８�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

入札場所に入場しようとするときは、入札参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　　有

　　　　　　　　　　　　　�契約金額の10％とします。

ただし、川崎市契約規則第

33条各号に該当する場合

は、免除します。

　⑵�　前払金　　　　　　　否

　⑶�　契約書作成の要否　　要

　⑷�　契約予定日　　　　　令和５年10月24日㈫

　⑸�　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

10�　特定業務委託契約（公契約対象）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には

十分に御注意ください。

詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさき」

内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特定工

事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。

11�　その他

　⑴�　事情により、入札を延期、又は、取りやめる場合

があります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参　加心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。

　⑷�　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を閲覧

確認願います。

　　　───────────────────

川崎市公告第1209号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和５年度北部市場量水器更新及び調

整業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市中央卸売市場北部市場　川崎市

宮前区水沢１－１－１

　⑶�　履行期間　契約日から令和６年２月29日まで

　⑷�　業務内容　仕様書のとおり

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」の種目「空調・衛生設備」に

登録されていること。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑹�　過去５年間で、本市又は他官公庁において、類似

業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績がある

こと（契約実績を証明できる契約書、仕様書のコ

ピーを書面にて入札参加申込書と共に提出するこ

と）。

３�　入札説明書・仕様書等の配布及び入札参加申込書の

提出

この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

申込書を提出してください。

　⑴�　配布及び提出場所

〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　　　　�経済労働局中央卸売市場
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　　　　　　�北部市場管理課施設維持係　

　　　　　　�担当　青柳

電　　　話：044－975－2216

Ｆ　Ａ　Ｘ：044－975－2242

電子メール：28hokan@city.kawasaki.jp

※�入札参加申込書については、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」よりダウンロードでき

ます。

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮まで

（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで）とします。

　⑶�　提出方法　持参又は郵送

なお、郵送の場合は、令和５年９月28日㈭必着

　⑷�　提出書類　入札参加申込書

　　　　　　　　上記２⑹の契約書、仕様書の写し

４�　入札参加資格確認通知書の交付

入札参加申込書を提出し、入札参加資格があると認

めた者には、入札参加資格確認通知書を令和５年10月

４日㈬までに交付します。

なお、令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールで配信します。電子メールアドレ

スを登録していない場合は、ＦＡＸで送付します。

　⑴�　交付場所　上記３⑴に同じ。

　⑵�　交付日時　令和５年10月４日㈬午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで

５�　仕様書に関する問い合せ

　⑴�　問い合せ先　上記３⑴に同じ

　⑵�　質問の方法

質問は必ず書面（電子メール又はＦＡＸ）により、

北部市場管理課施設維持係あてに提出してくださ

い。

　⑶�　質問受付期間

令和５年10月４日㈬から令和５年10月11日㈬まで

（土・日曜日・祝日を除く午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで）とします。

　⑷�　回答方法

質問が提出された場合にのみ、令和５年10月17日

㈫に電子メール又はＦＡＸにて回答文書を送付しま

す。

回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を、令和５・６年度川崎市業務委託有資

格業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登

録している場合は、電子メールで配信します。電子

メールアドレスを登録していない場合は、ＦＡＸで

送付します。

なお、回答後の再質問は受付しません。

６�　入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この入札参加資格

を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和５年10月20日㈮午後２

時

　　　　　　　　　　　　　�なお、郵送の場合は、令和

５年10月19日㈭必着

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市宮前区水沢１－１－

１　管理事務所棟２階大会

議室

　⑷�　入札書の提出方法　　持参又は郵送

　⑸�　入札保証金　　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で最低の価格

をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。た

だし、著しく低価格な場合

には調査を行うことがあり

ます。

　⑺�　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします）。

　⑻�　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑼�　入札書の記載金額　　�入札に際しては、契約希望

金額の110分の100に相当す

る金額を入札書に記載して

ください。

８�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

入札場所に入場しようとするときは、入札参加資格

確認通知書の提示を求めますので必ず持参してくださ

い。

入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出
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してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　　有

　　　　　　　　　　　　　�契約金額の10％とします。

ただし、川崎市契約規則第

33条各号に該当する場合

は、免除します。

　⑵�　前払金　　　　　　　否

　⑶�　契約書作成の要否　　要

　⑷�　契約予定日　　　　　令和５年10月24日㈫

　⑸�　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

10�　その他

　⑴�　事情により、入札を延期、又は、取りやめる場合

があります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参　加心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。

　⑷�　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を閲覧

確認願います。

　　　───────────────────

川崎市公告第1210号

入　　札　　公　　告

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

一般競争入札について次のとおり公告します。

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　入札件名

令和５年度川崎市社会福祉サービス第三者評価事

業（公立保育所）実施委託

　⑵�　履行場所

川崎市内公立保育園４カ園

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年３月29日まで

２�　一般競争入札参加資格に関する事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市「令和５・６年度�川崎市業務委託有資格

業者名簿」の業種名「その他業務」・種目名「介護、

保育、福祉の業務サービス」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成30年４月１日以降に、類似業務を受託した実

績を有すること。

　⑸�　神奈川県における福祉サービス第三者評価事業の

都道府県推進組織が認証した第三者評価機関である

こと。

３�　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り一般競争入札参加申込書、契約実績を証する契約書

の写し等、神奈川県における福祉サービス第三者評価

事業の都道府県推進組織が認証した第三者評価機関で

あることを証する書類を提出してください。

　⑴�　提出場所

〒210-0005

川崎市川崎区東田町５番地４

川崎市役所第３庁舎14階

こども未来局保育・子育て推進部運営管理・

子育て支援担当

電　話　044-200-2660

ＦＡＸ　044-200-3933

E-mail��45suisin@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

令和５年９月25日から令和５年10月３日までの午

前８時30分から午後５時までとします（土曜日及び

日曜日を除きます。）。ただし、正午から午後１時ま

でを除きます。

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　　ウ�　神奈川県における福祉サービス第三者評価事業

の都道府県推進組織が認証した第三者評価機関で

あること

　　※�書類の提出に不備がある場合、実績等の確認がで

きないため無効となる場合がありますので御注意

ください。

　⑷�　提出方法

持参に限ります。

　⑸�　一般競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法

一般競争入札参加申込書及び入札説明書並びに仕

様書等は、川崎市のホームページからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、「３⑵提出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で

配布します。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
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り競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付日時

令和５年10月６日　午後５時

ただし、川崎市「令和５・６年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し

ている場合は、令和５年10月10日までに電子メール

で配信されます。

　⑵�　交付場所

「３⑴提出場所」に同じ。

５�　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵�　質問受付期間

令和５年10月10日から令和５年10月11日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷�　質問受付方法

持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にて御連絡ください。）

　　ア�　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ�　電子メール

　　　　45suisin@city.kawasaki.jp

　　ウ�　ＦＡＸ

　　　　044-200-3933

　⑸�　回答方法

質問があった場合、令和５年10月16日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に「２　一般競争入札参加資格に関する事

項」の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなっ

たとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書、提出書類等について虚

偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して下記の入

札日時に持参してください。

　　イ�　入札は税抜きの総額で行います。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札・開札日時

　　　　令和５年10月20日　午前10時00分

　　イ�　入札・開札場所

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所本庁舎１階復元棟102会議室

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８�　契約手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金は、免除とします。

　⑵�　前払金の要否

前払金はありません。

　⑶�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」(https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html)で閲覧する

ことができます。

９�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場

所」に同じです。

　⑸�　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札

説明書等は、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)において、本件の公表情報詳細のページからダ
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ウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1211号

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　業務件名

令和５年度公共建築物日常点検実施状況・劣化状

況調査業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区宮本町１番地　総務企画局公共施設

総合調整室

　⑶�　履行期間

契約日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要

本業務は、本市における公共建築物の施設点検の

効果的な実施に向けて、施設管理者等による日常点

検等の施設の維持管理に関する取組を支援・補完す

るため、施設管理者等による日常点検の実施状況

や、施設の不具合及び劣化状況の把握、それに対す

る修繕方法の整理等を行うものである。

２�　一般競争入札参加資格�

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿の業種

「調査・測定」種目「その他の調査・測定」で登録

されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑷�　次の要件を満たす自社所属の者を管理(主任)技術

者として配置できること。�

建築士法第２条第２項に規定する一級建築士かつ

公共建築物の調査又は設計の業務経験を有するこ

と。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先�

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書及び配置予定管理(主任)

技術者届（技術者の資格及び業務実績を証する資料を

添付すること。）を提出してください。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先�

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地（第３庁舎５階）

総務企画局公共施設総合調整室

電　話：044-200-0755（直通）

ＦＡＸ:�044-200-3627

E-mail：17koukyo@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間�

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

までとします。

　⑶�　提出方法

持参とします。

４�　入札説明会及び入札説明書�

　⑴�　入札説明会

実施しません。�

　⑵�　入札説明書の配布�

業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

配置予定管理(主任)技術者届及び質問書の様式が添

付されている入札説明書は、３⑴配布・提出場所及

び問合せ先の場所において、３⑵配布・提出期間で

縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布し

ます。また、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付�

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。�

　⑴�　日時

令和５年10月５日㈭

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵�　場所

３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵�　質問受付期間

令和５年10月６日㈮から令和５年10月12日㈭まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の

本市閉庁日を除きます。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア�　電子メール　17koukyo@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　044-200-3627

　⑸�　回答方法

令和５年10月17日㈫までに、一般競争入札参加資
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格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。なお、この入札の参

加資格を満たしていない者からの質問に関しては回

答しません。

７�　一般競争入札参加資格の喪失�

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２�一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。�

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。�

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札書の提出場所

川崎市川崎区宮本町１番地（第３庁舎５階）　総

務企画局企画調整課会議室

　⑶�　入札書の提出日時

令和５年10月25日㈬午後２時00分

　⑷�　入札方法�

持参

　⑸�　入札保証金�

免除とします。

　⑹�　開札の日時・場所

８⑵及び⑶と同じ。

　⑺�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札候補者とします。

当該落札候補者については、上記２に示した資格

を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした

上、落札者として決定します。資格審査の結果、当

該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入

札を無効とし、順次、価格の低い入札者について同

様の審査を実施し、落札者を決定します。

　⑻�　入札の無効�

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金は､次のとおりとします｡

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否�

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。�

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1212号

入　　札　　公　　告

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

一般競争入札について次のとおり公表します。

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

浮島保管廃棄物取出積込等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎区浮島町523番地先（第２保管場所）

場所の詳細については、契約締結時にお伝えしま

す。

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年３月29日㈮まで

　⑷�　業務概要

本業務は、浮島地区第２保管場所に保管している

海上輸送用コンテナ（以下「コンテナ」という）に

収納してあるフレコンバック、土嚢内の汚泥等の廃

棄物を、コンテナからフォークリフトを用いて取出

し、浮島地区から運搬する車両へ積込むものです。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
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て満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」で登録されている者である

こと。

　⑷�　港湾運送事業法第22条の２第１項に基づく港湾運

送関連事業の届出を行っていること。

　⑸�　東日本大震災（平成23年３月11日）以降に、コン

テナの運搬業務の契約実績があること。

　⑹�　東日本大震災（平成23年３月11日）以降に、放射

性セシウム濃度が通常よりも高い廃棄物等を取り

扱った実績があること。

３�　入札参加申込書の配布及び提出

この入札に参加を希望するものは、次により入札参

加申込書を提出してください。

　⑴�　配布期間

令和５年９月25日㈪午前９時から令和５年10月５

日㈭午後５時まで

　⑵�　提出受付期間

　　ア�　受付日

　　　�　令和５年９月25日㈪から令和５年10月５日㈭

（土曜日及び日曜日を除く。）

　　イ�　受付時間

　　　�　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く。）

　⑶�　提出方法

持参又は郵送とします。ただし、郵送の場合は、

書留郵便により送付し、令和５年10月５日㈭午後２

時までに必着するものとします。

　⑷�　提出先及び問い合わせ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所第３庁舎17階

環境局環境対策部地域環境共創課　

電　話：044-200-3495（直通）

ＦＡＸ：044-200-3921

　⑸�　提出物

　　ア�　入札参加申込書

　　イ�　２の⑷が確認できる届出等の写し

　　ウ�　２の⑸の契約内容を確認できる契約書等の写し

　　エ�　２の⑹の契約内容を確認できる契約書等の写し

「ア」及び入札説明書は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札公表情報詳細」）。ダウンロードができ

ない場合は、上記３の⑵の期間に、３の⑷の場所で

配布します。（「入札情報かわさき」https://www.

city.kawasaki.jp/233300/）

４�　仕様書の閲覧

　⑴�　閲覧場所

「入札情報かわさき」又は３の⑷に同じ

　⑵�　閲覧期間

３の⑵に同じ

５�　競争入札参加資格確認通知書の交付

３により、入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を令和５年10月13日

㈮までに交付します。

なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで送付します。電子メールのアドレスを登録し

ていない場合は、直接受取りに来庁されるようお願い

します。

　⑴�　交付場所・配布場所

３の⑷に同じ

　⑵�　受付期間

　　ア�　受付日

　　　　令和５年10月13日㈮�

　　イ�　受付時間

　　　�　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く。）

６�　質問書の配布、受付及び回答

　⑴�　配布場所

４の⑴に同じ

　⑵�　配布期間

３の⑴に同じ

　⑶�　質問受付期間

　　ア�　受付日

　　　�　令和５年10月13日㈮から令和５年10月17日㈫ま

で（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　イ�　受付時間

　　　�　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く。）

　⑷�　質問受付方法

持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールとします。

　　ア�　持参又はＦＡＸ

　　　　３の⑷に同じ

　　イ�　郵送

　　　�　令和５年10月13日㈮から令和５年10月17日㈫

（土曜日、日曜日及び祝日を除く）の午後２時を

必着とし、書留郵便により送付してください。

　　ウ�　電子メール

　　　　30kyoso@city.kawasaki.jp

　⑸�　回答方法

質問があった場合、令和５年10月23日㈪までに、
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当該競争入札参加資格を有する全ての者に、ＦＡＸ

又は電子メールにて送付します。なお、競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けていない者からの質

問等には回答しませんので、あらかじめ御了承くだ

さい。

７�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札は｢川崎市競争入札参加者心得｣に基づいて行

うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時

　　　　令和５年10月27日㈮　10時00分

　　イ　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室

　⑶�　入札書の提出方法

　⑵�　の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出

するものとします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　入札金額等

　　ア�　入札は総額で行います。

　　イ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び｢

川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入札

は無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則は「入札情報かわさき」にて閲覧

できます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、３の⑷に同じです。

　⑷�　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1213号

入　　札　　公　　告

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

一般競争入札について次のとおり公表します。

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

浮島保管廃棄物運搬・処分等業務委託（単価契

約）

　⑵�　履行場所

川崎区浮島町523番地先（第２保管場所）

場所の詳細については、契約締結時にお伝えしま

す。

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年３月29日㈮まで

　⑷�　業務概要

本業務は、浮島地区の海上輸送用コンテナ内に保

管している市内除染物（浮島保管廃棄物）を管理型

最終処分場へ運搬し、陸上埋立処分するものです。

なお、必要に応じて中間処理を実施するものとしま

す。

①運搬業務

②産業廃棄物処分業務

※詳細は仕様書によります。

２�　競争入札参加資格

本業務委託の入札は、混合入札により執行します。

入札に参加を希望する者は、川崎市環境局除染物処

分等委託共同企業体取扱要綱（以下「要綱」という。）

に規定する共同企業体、又は単体企業とし、次の条件

を全て満たさなければなりません。共同企業体を構成

する場合の構成員数は２者以上とし、共同企業体の代

表企業を入札に参加する代表者とします。また、⑶、

⑷及び⑸の要件については、共同企業体の各構成員が

分担して要件に適合することで補完し合い、共同企業

体として全ての要件を満たす必要があります。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集運

搬業」及び「産業廃棄物処分業」で登録されている

者であること。

　⑷�　次の条件を全て満たすこと。なお、いずれも許可

品目の種類に「汚泥」が含まれていること。

　　ア�　川崎市（又は神奈川県）及び処分地（中間処理

を実施する場合は中間処理地）において、産業廃

棄物収集運搬業の許可を有していること。

　　イ�　処分地（中間処理を実施する場合は中間処理

地）において、産業廃棄物処分業の許可を有して

いること。

　　ウ�　その他浮島保管廃棄物を処分する上で必要とな

る許可を有していること。

　⑸�　東日本大震災（平成23年３月11日）以降に、放射

性セシウム濃度が通常よりも高い廃棄物等を取り

扱った実績があること。

３�　入札説明書等の閲覧及び交付

入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

公表情報詳細」。要綱は、川崎市ホームページの「川

崎市環境局除染物処分等委託共同企業体取扱要綱」か

らもダウンロードすることができます。）。ダウンロー

ドができない場合は、下記３の⑵の期間に、３の⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」https://

www.city.kawasaki.jp/233300/）

　⑴�　場所

〒210－8577　

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所第３庁舎17階

環境局環境対策部地域環境共創課　

電　話：044-200-3495（直通）　

ＦＡＸ：044-200-3921

　⑵�　期間

令和５年９月25日㈪から令和５年10月５日㈭（土

曜日及び日曜日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

でを除く。）

４�　入札参加申込書等の提出方法並びに提出期間

　⑴�　共同企業体の入札参加申込書等提出方法

次のア～オの書類を、３の⑴の場所に書留郵便ま

たは持参により提出してください。

　　ア�　入札参加申込書

　　イ�　委任状（要綱第１号様式）

　　ウ�　共同企業体協定書（要綱第２号様式）

　　エ�　２の⑷のア及びイが確認できる届出等の写し

　　オ�　２の⑸の契約内容を確認できる契約書等の写し

ア～ウの書類は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

公表情報詳細」。要綱に基づく様式は、川崎市ホーム

ページの「川崎市環境局除染物処分等委託共同企業体

取扱要綱」からもダウンロードすることができま

す。）。ダウンロードができない場合は、上記３の⑵の

期間に、３の⑴の場所で配布します。（「入札情報かわ

さき」https://www.city.kawasaki.jp/233300/）

　⑵�　単体企業の入札参加申込書等提出方法�

４の⑴のア、エ、オの書類を、３の⑴の場所に書

留郵便または持参により提出してください。

　⑶�　提出方法及び期間

共同企業体・単体企業ともに、提出期間は同じで

す。

　　ア�　郵送により提出する場合

　　　�　令和５年９月25日㈪から令和５年10月５日㈭　

午後２時まで必着

　　　�　書留郵便により送付してください。

　　イ�　持参により提出する場合

　　　�　令和５年９月25日㈪から令和５年10月５日㈭

（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　�　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く。）

５�　仕様書の閲覧

　⑴�　閲覧場所

「入札情報かわさき」又は３の⑴に同じ

　⑵�　閲覧期間

３の⑵に同じ

６�　競争入札参加資格確認通知書の交付

４により、入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を令和５年10月13日

㈮までに交付します。

なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで送付します。電子メールのアドレスを登録し

ていない場合は、直接受取りに来庁されるようお願い

します。

　⑴�　交付場所・配布場所

３の⑴に同じ

　⑵�　受付期間

　　ア�　受付日

　　　�　令和５年10月13日㈮�

　　イ�　受付時間

　　　�　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く。）

７�　質問書の配布、受付及び回答

　⑴�　配布場所

５の⑴に同じ

　⑵�　配布期間
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３の⑵に同じ

　⑶�　質問受付期間

　　ア�　受付日

　　　�　令和５年10月13日㈮から令和５年10月17日㈫ま

で（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　イ�　受付時間

　　　�　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く。）

　⑷�　質問受付方法

持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールとします。

　　ア�　持参又はＦＡＸ

　　　　３の⑴に同じ

　　イ�　郵送

　　　�　令和５年10月13日㈮から令和５年10月17日㈫の

午後２時までに必着するものとし、書留郵便によ

り送付してください。

　　ウ�　電子メール

　　　　30kyoso@city.kawasaki.jp

　⑸�　回答方法

質問があった場合、令和５年10月23日㈪までに、

当該競争入札参加資格を有する全ての者に、ＦＡＸ

又は電子メールにて送付します。なお、競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けていない者からの質

問は受付をいたしません。また、回答後の再質問も

受付をいたしませんので、あらかじめ御了承くださ

い。

８�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９�　入札の手続等

　⑴�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時

　　　�　令和５年10月27日㈮　14時00分

　　イ�　入札場所

　　　�　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室

　⑵�　入札書の提出方法

上記９の⑴の入札・開札の日時及び場所に直接入

札書を提出するものとします。

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　入札金額等

　　ア�　入札金額は見積もった内訳単価の合計額（廃棄

物１トン当たりの単価）で行います。見積もった

内訳単価の合計額を入札書に記載してください。

また、本業務（運搬業務、産業廃棄物処分業務）

委託に関する金額のほか、一切の諸経費を含めた

入札金額を見積もるものとしてください。

　　イ�　各内訳単価のうち「その他産業廃棄物処分に伴

う税」は、管理型最終処分場の所在する自治体が

条例等で定める１トンあたりの課税額とします。

川崎市又は管理型最終処分場のいずれが支払う場

合であっても、必ず入札書に記載する内訳単価の

合計額に含めてください。ただし、管理型最終処

分場が当該税制度のない自治体に所在する場合

は、当該内訳単価を含めずに入札金額を見積もっ

てください。

　　ウ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　　エ�　入札時に単価内訳の提示を求めます。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　契約単価金額

上記９の⑷のエにて提示した単価内訳の金額とし

ます。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び｢

川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入札

は無効とします。

　⑻�　その他入札に係る事項

入札は｢川崎市競争入札参加者心得｣に基づいて行

うものとします。

10�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則は「入札情報かわさき」にて閲覧

できます。

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、３の⑴に同じです。

　⑷�　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。
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　⑸�　本案件の落札者との契約は、落札決定後、川崎市

及び産業廃棄物の処分先等となる許可権者におい

て、本委託の内容について事前協議が整うことを条

件とします。

　　　───────────────────

川崎市公告第1214号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�償却資産申告書等封入封緘業務委託

　⑵�　履行場所　　受託者作業場所

　⑶�　履行期間　　�令和５年11月９日から令和５年12月

15日まで

　⑷�　業務概要　　�償却資産申告書をその他封入物とと

もに指定封筒に封入封緘し指定場所

まで納品する。詳細は入札説明書に

よります。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種99「その他業務」で登載されていること。

　⑷�　本市又は他官公庁において、過去５年以内に同様

の業務を履行した契約実績があること。

３�　競争入札参加申込書の配布及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル５階

川崎市財政局税務部税制課　　

担　当：松坂・秋葉

電　話：044－200－2190(直通)

ＦＡＸ：044－200－3906

E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布及び提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年10月３日㈫まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷�　その他

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４�　競争入札参加資格確認通知書等の交付

上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載し

た際に電子メールのアドレスを登録している場合は、

電子メールで配信します。

　⑴�　交付場所

上記３⑴に同じ。

　⑵�　交付日時

令和５年10月６日㈮

　⑶�　その他

入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html））

なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷�　入札説明会

実施しません。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９�

川崎御幸ビル５階

財政局税務部資産税管理課　　担当：岡田

電　話：044－200－2221

ＦＡＸ：044－200－3876（直通）

E-mail：23siska@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年10月６日㈮から令和５年10月13日㈮午後

５時まで

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受け付けます。ま
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た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書

を送信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和５年10月17日㈫午後５時まで

に、競争入札参加資格があると認めた者全者宛てに

ＦＡＸまたは電子メールにて送信します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費

税額を含まない。)�で行います。

なお、金額の算定にあたっては、備品購入費や運

搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考慮して

算出してください。

　⑵�　入札書の提出日時及び場所

　　ア�　提出日時

　　　�　令和５年10月23日㈪　午後２時00分

　　イ�　提出場所

　　　�　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　川崎御幸ビル５階第１会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時

上記７⑵アに同じ。

　⑸�　開札の場所

上記７⑵イに同じ。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、その者の入札価格が著しく低価格であるとき

は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵�　前払金　否

　⑶�　契約書の作成　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」(�https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html� )の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1215号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�浮島処理センターポンプ類点検整備

業務委託

　⑵�　履行場所　　川崎市川崎区浮島町509番地１

　⑶�　履行期間　　契約日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要　　�本業務は、浮島処理センターに設置

されているポンプ類の機能を正常に

維持するために必要な点検整備を実

施するものです。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」で登載されている者。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種のポンプ類設備保守点検業務の契約実績を有す

ること。

　⑸�　浮島処理センターポンプ類点検整備業務委託に必

要な資格を有している人員を配置できること。

なお、必要な資格は次のとおりとします。

　　ア�　消防設備士

　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
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しないこと。また、業務の一部再委託を申請する場

合は、再委託確認書を提出すること。

３�　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷及び⑸について確認できる書

類を提出してください。また、業務の一部を再委託す

る場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区浮島町509番地１

川崎市浮島処理センター４階　事務室

浮島処理センター　技術係　田仲、佐藤、福田

電　話　044－287－9600

※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー

ドできます。

　⑵�　配布・提出・仕様書閲覧期間

令和５年９月25日㈪から令和５年10月２日㈪

９時から17時まで（日曜日及び12時から13時の間

は除く）

　⑶�　提出方法　持参（持参以外は無効とします）

　⑷�　提出書類

　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ�　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ�　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

なお、令和５・６年川崎市業務委託有資格業者名簿

へ登録した際に電子メールアドレスを登録している場

合は、電子メールで令和５年10月17日㈫に配信しま

す。電子メールアドレスを登録していない場合は、次

のとおり受け取りに来てください。

　⑴�　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時　　�令和５年10月17日㈫９時から17時ま

で

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和５年10月17日㈫から令和５年10月23日㈪12時

まで

（持参する場合は、９時から17時まで（10月23日

は12時まで）とし、日曜日及び12時から13時の間は

除く）

　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶�　質問受付方法

電子メール、ＦＡＸまたは持参によります。

　　ア�　電子メール　30ukisi@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　044－287－9602

　　ウ�　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷�　回答方法

令和５年10月27日㈮に全社へ文書（電子メールま

たはＦＡＸ）にて送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和５年11月１日㈬10時00

分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区浮島町509番

地１

　　　　　　　　　　　　　�川崎市浮島処理センター４

階　第１会議室

　⑷�　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸�　入札保証金　　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とし

ます。

　⑺�　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします。）

　⑻�　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　　免除

　⑵�　契約書の作成　　　　要

　⑶�　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさき（https://
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www.city.kawasaki.jp/ 

233300/）の「契約関係規定」

から閲覧できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1216号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５年度かわさき子どもの権利の日事業実施業

務委託

　⑵�　履行場所

業務の履行場所は、こども未来局青少年支援室指

定の場所とする。その他必要に応じ、別途協議の上

定めることとする。

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年３月31日まで

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格者名簿の地

域区分「市内」又は「準市内」及び業種「その他業

務」、種目「その他」に登録されていること。

　⑷�　過去３年以内に本市、他官公庁又は民間におい

て、本業務に類似した受託契約の実績があること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により申込みを

しなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

川崎市役所第３庁舎14階　

こども未来局青少年支援室　担当�浅倉

電　話：044－200－2344（直通）

ＦＡＸ：044－200－3931

メール：45sien@city.kawasaki.jp

なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます（「入

札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄の「入札

公表」の中にあります。「入札情報かわさき」のアドレ

ス（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）を参照してください。）

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮ま

で

午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日曜日

を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　⑷�　提出方法

持参又は郵送とします。

４�　競争入札参加資格確認通知書等の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴�　日時

令和５年10月３日㈫　午後５時まで

　⑵�　交付方法

川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付します。

　⑶�　入札説明書の交付

入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます(「入札情報かわさき」の「入札情報」

の委託の「入札公表」の中にあります)。なお、イ

ンターネットから入手できない者には、申し出によ

り無償で入札説明書を交付します。

　⑷�　入札説明会

実施しません。

５�　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴�　問合せ場所

上記３⑴に同じ

　⑵�　問合せ期間

令和５年10月３日㈫から令和５年10月６日㈮午後

５時まで

入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て又はＦ

ＡＸにて送付してください。

　⑶�　回答方法

質問があった場合の回答は、令和５年10月11日

（水)までに、参加全社宛てに電子メールにて送付
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します。

６�　競争参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は総価で行います。消費税等を含まない金

額により入札することとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　入札を代理人に委任する場合は、入札書の他に

委任状を提出してください。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

　　　　令和５年10月13日㈮　午前11時00分

　　イ�　場所

　　　�　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所本庁舎　復元棟３階　304会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を

行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑸�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑵の質

問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情報」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

において、本件の公表情報詳細のページからダウン

ロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1217号

（仮称）小杉町一丁目計画に係る条例環境

影響評価方法書について

川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第10条の規定に基づく条例環境影響評価方法

書の提出がありましたので、同条例第11条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第11条で定める事項

について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

条例環境影響評価方法書について

１�　指定開発行為者

所在地：神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号

名　称：三井不動産レジデンシャル株式会社

代表者：執行役員�横浜支店長�岡本�達哉

２�　指定開発行為の名称及び種類

　⑴�　名称

（仮称）小杉町一丁目計画

　⑵�　種類

高層建築物の新設（第１種行為）

住宅団地の新設（第３種行為）

大規模建築物の新設（第２種行為）

３�　指定開発行為を実施する区域

川崎市中原区小杉町一丁目403－53�外

４�　指定開発行為の目的及び内容

　⑴�　目的

都市型住宅の新設及び都市基盤施設・商業等施

設・広場の整備

　⑵�　内容

計画地面積　約5,270㎡

建物高さ：�約155ｍ（塔屋等を含む最高高さ�約

165ｍ）
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延べ面積　約53,200㎡（うち、住宅約48�,000㎡）

５�　指定開発行為の施行期間

令和７年６月（着工予定）～�令和11年10月（完了

予定）

６�　条例環境影響評価方法書の要旨

第１章　指定開発行為の概要

第２章　�計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

第３章　環境影響評価項目の選定等

第４章　環境影響評価の調査、予測及び評価の手法

第５章　関係地域の範囲

第６章　その他

７�　条例環境影響評価方法書の写しの縦覧の期間、場所

及び時間

　⑴�　期間

令和５年９月25日㈪から令和５年11月８日㈬ま

で

土曜日、日曜日及び祝日は除く。

　⑵�　場所

中原区役所（５階）

環境局環境対策部環境評価課（市役所第３庁舎15

階）

　⑶�　時間

午前８時30分から午後５時まで

※�縦覧開始日（９月25日）は、正午から縦覧を行

います。

　　　───────────────────

川崎市公告第1218号

入　　札　　公　　告�

「備品移転業務委託（パレール三井ビル３、４、７、

10、12、13階）」に関する一般競争入札について、次の

とおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

備品移転業務委託（パレール三井ビル３、４、７、

10、12、13階）

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区東田町８番地

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要

仕様書のとおり

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」または「準市内」で登録されてい

ること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「倉庫・運送業務」、種目「運送業務」に登録

されていること。

　⑸�　過去５年間で本市又は他官公庁において、類似業

務の契約実績を有すること。

３�　競争参加申込書の配布及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－8570　

川崎市川崎区東田町８番地パレールビル７階

川崎区役所まちづくり推進部総務課

担当　鈴木

電話　044－201－1878

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から10月２日㈪までの開庁

日、下記の時間

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶�　提出物

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　類似契約の契約書の写し

　⑷�　提出方法

持参

４�　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴�　入札説明書の閲覧

この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を

含む。）は、上記３⑴の場所で閲覧することができ

るほか、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

で閲覧及びダウンロードすることができます。

　⑵�　入札説明書の配布

上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希

望する者には、上記３⑴の場所において、３⑵の期

間中配布します。

５�　確認通知書の交付

上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出し、かつ提出された書類を審査した結果入札参加

資格があると認められた者には、次の日時までに川崎

市の令和５・６年度業務委託有資格業者名簿へ登録し

た際に届出のあった電子メールアドレス宛てに一般競

争入札参加資格の確認通知書を送付します。また、申
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請者が電子メールアドレスの登録を行っていない場

合、次により確認通知書を交付します。

　⑴�　日時

令和５年10月４日㈬午前９時から正午まで及び午

後１時から午後５時まで

　⑵�　場所

上記３⑴に同じ

６�　質問等の受付

　⑴�　質問等に関しては、令和５年10月10日㈫正午まで

に、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付けま

す。

　⑵�　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送る場合は、

電話により併せて御連絡ください。

　⑶�　回答は令和５年10月12日㈭までに電子メールにて

送信します。ただし、電子メールアドレスの登録を

行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き｡

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき｡

８�　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア�　入札書の記載金額

　　　�　契約希望金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。

　　イ�　入札書の提出方法

　　　�　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　　(ｱ)�入札日時

　　　　　令和５年10月16日㈪　午後１時30分

　　　(ｲ)�入札場所

　　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　パレールビル７階　第二会議室

　⑵�　入札保証金

免除とします。

　⑶�　開札の日時

⑴イ(ｱ)と同じ

　⑷�　開札の場所

⑴イ(ｲ)と同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて定めた予

定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします｡

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します｡

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません｡

　⑵�　契約書作成の要否

要

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます｡

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　詳細は、入札説明書によります｡

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口

上記３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1219号

入　　札　　公　　告�

「川崎区役所（パレール三井ビル３、４、７階）移転

に伴う産業廃棄物収集運搬・処分業務委託」に関する一

般競争入札について、次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

川崎区役所（パレール三井ビル３、４、７階）移

転に伴う産業廃棄物収集運搬・処分業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区東田町８番地

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要

仕様書のとおり

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません｡
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　⑴�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑵�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑶�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」、種目「産廃収集」及び「産

廃処分」の両方で登録されていること。

　⑹�　産業廃棄物収集運搬及び処分業の許可を自社で有

し、産業廃棄物の収集運搬から中間処分までを自社

で行えること。

　⑺�　過去５年間で本市又は他官公庁において、類似業

務の契約実績を有すること。

３�　競争参加申込書の配布及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－8570　

川崎市川崎区東田町８番地パレールビル７階

川崎区役所まちづくり推進部総務課

担当　鈴木

電話　044－201－1878

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から10月２日㈪までの開庁

日、下記の時間

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶�　提出物

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　上記２⑹の許可証の写し

　　ウ�　上記２⑺の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　⑷�　提出方法

持参

４�　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴�　入札説明書の閲覧

この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を

含む。）は、上記３⑴の場所で閲覧することができ

るほか、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

で閲覧及びダウンロードすることができます。

　⑵�　入札説明書の配布

上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希

望する者には、上記３⑴の場所において、３⑵の期

間中配布します。

５�　確認通知書の交付

上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出し、かつ提出された書類を審査した結果入札参加

資格があると認められた者には、次の日時までに川崎

市の令和５・６年度業務委託有資格業者名簿へ登録し

た際に届出のあった電子メールアドレス宛てに一般競

争入札参加資格の確認通知書を送付します。また、申

請者が電子メールアドレスの登録を行っていない場

合、次により確認通知書を交付します。

　⑴�　日時

令和５年10月４日㈬午前９時から正午まで及び午

後１時から午後５時まで

　⑵�　場所

上記３⑴に同じ

６�　質問等の受付

　⑴�　質問等に関しては、令和５年10月10日㈫正午まで

に、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付けま

す。

　⑵�　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送る場合は、

電話により併せて御連絡ください。

　⑶�　回答は令和５年10月12日㈭までに電子メールにて

送信します。ただし、電子メールアドレスの登録を

行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き｡

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき｡

８�　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア�　入札書の記載金額

　　　�　契約希望金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。

　　イ�　入札書の提出方法

　　　�　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　　(ｱ)�入札日時

　　　　　令和５年10月16日㈪　午後３時30分

　　　(ｲ)�入札場所

　　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　パレールビル７階　第二会議室

　⑵�　入札保証金

免除とします。
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　⑶�　開札の日時

⑴イ(ｱ)と同じ

　⑷�　開札の場所

⑴イ(ｲ)と同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて定めた予

定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします｡

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します｡

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません｡

　⑵�　契約書作成の要否

要

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます｡

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　詳細は、入札説明書によります｡

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口

上記３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1220号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５年度（後期２回目）帰宅困難者一時滞在施

設用無線機等の賃貸借

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区東田町８

川崎区役所ほか　11箇所

　⑶�　履行期間

令和５年12月１日から令和10年11月30日まで

　⑷�　賃貸借物品の特質等

仕様書によります。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」・種目「その他」

に登載されていること。

　⑷�　過去に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を締結し、これらをすべて誠実に履

行した契約実績があること。

　⑸�　この調達物品について、仕様内容を遵守し、確実

に納入できること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似業務の履行実績資料

を提出しなければなりません。なお、提出は持参とし、

郵送による提出は認めません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区宮本町１

川崎市危機管理本部危機対策部危機対策担当

担当：城下

電話�044－200－2858

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　類似業務の履行実績資料

４�　資料の縦覧

業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質

問書様式が添付されている入札説明書は、前記３⑴の

場所において前記３⑵の期間、縦覧に供するととも

に、希望者には印刷物を配布します。また、川崎市

ホームページの「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により確認通知書を交付します。
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　⑴�　交付日

令和５年10月２日㈪

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵�　交付場所

前記３⑴に同じ。

６�　仕様に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ場所

前記３⑴に同じ

　⑵�　問い合わせ期間

令和５年９月25日㈪午前９時から令和５年10月４

日㈬正午までとします。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

　⑶�　問い合わせ方法

前記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するＦＡＸ又はメールアドレス宛てに送付して

ください。

なお、質問書を送付した場合は、送付した旨を前

記３⑴の担当まで御連絡ください。

メールアドレス�60kikika@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ�044－200－3972

　⑷�　回答方法

令和５年10月５日㈭午後５時までに、一般競争入

札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この

入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関

しては回答しません。

７�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　前記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８�　入札手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参してください。

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札

に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証す

る委任状を入札前に提出してください。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に封入し持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　エ�　入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃

貸借料に賃貸借期間の月数（60）及び総台数を乗

じた額で、見積もりをしてください。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵�　入札･開札の日時及び場所

　　ア�　日時　令和５年10月12日㈭午前10時00分

　　イ�　場所　川崎市川崎区宮本町１

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　災害対策本部室

　⑶�　入札保証金

免除

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

川崎市契約規則第33条各号の規定により免除とし

ます。

　⑵�　契約書作成の要否

　　ア�　契約書を作成することを要します。

　　イ�　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧できます。

10�　契約内容の変更等

当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損

失の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
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るところによります。

　⑶�　支払いについては、毎月払いとします。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口は前記３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1221号 

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年９月25日�

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名　�令和５年度麻生区内公園遊具点検業務

委託

　⑵�　履行場所　�川崎市麻生区役所道路公園センター管

内

　⑶�　履行期限　契約日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要　�本委託は、「都市公園における遊具の

安全確保に関する指針（改訂第２版）

平成26年６月国土交通省」の技術的助

言に基づく「遊具の安全に関する規準

（ＪＰＦＡ―ＳＰ―Ｓ：2014）」に定

める仕様書に基づき公園緑地に設置し

ている遊具を対象に定期点検（劣化診

断）を専門技術者が行うものである。

この結果を活用した維持管理を計画的

に行うことにより、市民利用の安全性

を確保するものである。

遊具点検 839基

２�　一般競争入札参加資格�

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。�

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。�

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れている者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」、種目「その他」で登録されて

いる業者であること。

　⑸�　遊具点検業務において、「公園施設製品安全管理

士」及び「公園施設製品整備技士」の資格を有した

者を従事者の中に配置することができること。

３�　一般入札参加申込書の配布及び提出�

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　提出場所�

〒215－0026　川崎市麻生区古沢120

麻生区役所道路公園センター�

電　話：044－954－0505

ＦＡＸ：044－954－6283

E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

※�入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入札

情報かわさき」において、本件の公表情報詳細の

ページからダウンロードできます。

　⑵�　提出期間�

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）�

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）�

　⑶�　提出書類

　　ア�　入札参加申込書�

　　イ�　上記２⑸の資格証の写し�

　⑷�　提出方法�

持参

４�　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格がある

と認められた者には、令和５・６年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に登録した電子メールアドレスに、確

認通知書及び仕様書を令和５年10月４日㈬までに送付

します。なお、当該電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来る

ようお願いいたします。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵�　質問受付期間�

令和５年10月４日㈬午前９時から令和５年10月10

日㈫午後５時までとします。（ただし、土曜日、日

曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。�

　⑷�　回答方法

令和５年10月12日㈭午後５時までに、競争入札参

加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ

にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお

願いいたします。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
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のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７�　入札手続等�

　⑴�　入札方法�

持参による入札

　⑵�　入札の日時・場所�

　　ア�　日時　令和５年10月19日㈭午前10時00分�

　　イ�　場所　�川崎市麻生区古沢120　麻生区役所道路

公園センター２階会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時・場所

７⑵に同じ�

　⑸�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち、

最低の価格をもって入札を行った者を落札者としま

す。

　⑹�　入札の無効�

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。�

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。�

９�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。�

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1222号

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名　麻生区内公園緑地危険木対策業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市麻生区役所道路公園センター管

内

　⑶�　履行期限　契約日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要　�本業務は、麻生区内の公園緑地等にお

いて、危険木伐採や支障木除去等を行

うことにより、危険な状態の樹木を除

去するもので、ナラ枯れ等の自然発生

した樹木被害について迅速に対応する

ことを目的とする。

２�　一般競争入札参加資格�

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れている者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録されている者。

　⑸�　川崎市麻生区、宮前区または多摩区に本社を有す

ること。

※�本委託は、豪雨、強風、積雪などの荒天時に際

して、常に対処できるようにしなければならな

いため、発注者である麻生区役所道路公園セン

ターと同区または隣接区に本社を有することを

参加資格とします。

　⑹�　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」の免状を有する社員が、１名以上在籍してい

ること。

３�　一般入札参加申込書の配布及び提出�

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　提出場所�

〒215－0026　川崎市麻生区古沢120

麻生区役所道路公園センター�

電　話：044－954－0505

ＦＡＸ：044－954－6283

E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

※�入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入札
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情報かわさき」において、本件の公表情報詳細の

ページからダウンロードできます。

　⑵�　提出期間�

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）�

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）�

　⑶�　提出書類�

　　ア�　入札参加申込書�

　　イ�　上記２⑸が確認できる書類

　　ウ�　上記２⑹の資格証の写し�

　⑷�　提出方法�

持参�

４�　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格がある

と認められた者には、令和５・６年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に登録した電子メールアドレスに、確

認通知書及び仕様書を令和５年10月４日㈬までに送付

します。なお、当該電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来る

ようお願いいたします。�

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵�　質問受付期間�

令和５年10月４日㈬午前９時から令和５年10月10

日㈫午後５時までとします。（ただし、土曜日、日

曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。�

　⑷�　回答方法

令和５年10月12日㈭午後５時までに、競争入札参

加資格確認通知書の交付者へ

電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付するか、

直接受取りに来るようお願いいたします。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７�　入札手続等�

　⑴�　入札方法�

持参による入札

　⑵�　入札の日時・場所�

　　ア�　日時　令和５年10月19日㈭午前10時50分�

　　イ�　場所　�川崎市麻生区古沢120　麻生区役所道路

公園センター２階会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時・場所

７⑵に同じ�

　⑸�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。�

９�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。�

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。�

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1223号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

川崎市新本庁舎等移転に伴う産業廃棄物収集運

搬・処分業務（第１期・川崎市役所第２庁舎）委

託

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区砂子１丁目９番地３

川崎市役所第２庁舎

　⑶�　履行期限

契約締結日から令和５年12月28日まで

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物収集運搬

業」及び「産業廃棄物処分業」の両方で登録されて

いること。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

産業廃棄物の収集運搬・処分業務の契約実績を有す

ること。ただし、民間実績については、同等の契約

実績を有すること。��

　⑺�　産業廃棄物収集運搬業許可証及び産業廃棄物処分

業許可証を取得していること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配付及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布場所

〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

川崎市役所第３庁舎４階　

総務企画局本庁舎等整備推進室

電話��044-200-1820

また、一般競争入札参加資格確認申請書等の入札

関係書類は、川崎市ウェブサイト「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）で閲覧及びダウンロードをすることができま

す。

　⑵�　配付・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮ま

で

午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶�　提出場所・提出方法

提出場所は⑴の場所とします。

提出方法は持参又は郵送とします。なお、郵送に

より提出する場合は、速やかに上記所管部署に必ず

電話してください。また、⑵の期間内に必着としま

す。

　⑷�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　２⑹及び⑺を証明する書類

４�　入札説明書等の交付

入札説明書等は、３⑴記載のURLからダウンロード

できます。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書等を交付します。

また、入札説明書等は３⑴の場所において令和５年

９月25日㈪から令和５年９月29日㈮まで縦覧に供しま

す。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和５年10月３日㈫午後５時までに一般競争入札

参加資格確認通知書を交付します。川崎市業務委託有

資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを

登録している場合は、電子メールで送付します。

６�　仕様書等に関する問い合わせ

仕様書等の内容に関する質問は、持参、電子メール

又はＦＡＸにより受け付けます。

　⑴�　質問書の提出方法

　　ア�　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ�　電子メールの場合の提出先

　　　　17seibi@city.kawasaki.jp

　　ウ�　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044-200-3749

　⑵�　受付期間

令和５年９月25日㈪午前９時から令和５年10月４

日㈬午後５時まで

（持参の場合は、正午から午後１時までを除きま

す。）

　⑶�　質問回答

質問に対する回答については、入札参加者から質

問が提出された場合にのみ、令和５年10月５日㈭ま

でに、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受

けた者（審査の結果、入札参加資格があると認めら

れなかった者を除く。）へ電子メールで送付します。

なお、電子メールの登録を行っていない場合は、Ｆ

ＡＸで送付します。

７�　入札参加資格の喪失
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一般競争入札参加資格があると認められた者が､次

のいずれかに該当するときは､この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴�　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び２⑹又は⑺

の書類について虚偽の記載をしたとき｡

８�　入札手続等

　⑴�　入札方法

入札書の提出日時　�令和５年10月10日㈫午前10時

15分

入札書の提出場所　�川崎市役所第３庁舎15階第１

会議室

　⑵�　入札保証金

免除とします。

　⑶�　開札の日時・場所

８⑴に同じ。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします｡

　⑸�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合には、入札前

に委任状を提出しなければなりません。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。再度入札に参加することができる者は、その前回

の入札に参加した者とします。ただし、その前回の入

札が「川崎市競争入札参加者心得」第７条の規定によ

り無効とされた者及び開札に立ち会わない者は、再度

入札に参加の意思がないものとみなします。

10�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ�　ア以外の場合は、推定総金額の10％を納入しな

ければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

要

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は､ ３⑴の場所及び川崎市ホームページ内「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます｡

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　関連情報を入手するための照会窓口

３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1224号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

川崎市新本庁舎等移転に伴う什器等の解体及び分

別業務委託（第１期）

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区東田町８番地　

パレール三井ビル　ほか

　⑶�　履行期限　

契約締結日から令和６年１月19日まで

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」で登録されてい

ること。

　⑷�　平成30年度から令和５年度（入札参加申込開始の

前日）までに、国若しくは地方公共団体の庁舎又は

民間企業の事務所等の移転（残置物品1,900m ３以

上）において、同一案件（同一契約であることを要

しない。）で什器等の解体及び分別業務の契約実績

を有すること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配付及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布場所

〒210－0005　

川崎市川崎区東田町５番地４

川崎市役所第３庁舎４階　

総務企画局本庁舎等整備推進室

電話　044-200-1820

また、一般競争入札参加資格確認申請書等の入札

関係書類は、川崎市ウェブサイト「入札情報かわさ
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き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）で閲覧及びダウンロードをすることができま

す。

　⑵�　配付・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮ま

で

午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶�　提出場所・提出方法

提出場所は⑴の場所とします。

提出方法は持参又は郵送とします。なお、郵送に

より提出する場合は、速やかに上記所管部署に必ず

電話してください。また、⑵の期間内に必着としま

す。

　⑷�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　２⑷を証明する書類

４�　入札説明書等の交付

入札説明書等は、３⑴記載のURLからダウンロード

できます。なお、インターネットから入手できない者

には、申し出により無償で入札説明書等を交付します。

また、入札説明書等は３⑴の場所において令和５年

９月25日㈪から令和５年９月29日㈮まで縦覧に供しま

す。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和５年10月３日㈫午後５時までに一般競争入札

参加資格確認通知書を交付します。川崎市業務委託有

資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを

登録している場合は、電子メールで送付します。

６�　仕様書等に関する問い合わせ

仕様書等の内容に関する質問は、持参、電子メール

又はＦＡＸにより受け付けます。

　⑴�　質問書の提出方法

　　ア�　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ�　電子メールの場合の提出先

　　　　17seibi@city.kawasaki.jp

　　ウ�　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044-200-3749

　⑵�　受付期間

令和５年９月25日㈪午前９時から令和５年10月４

日㈬午後５時まで

（持参の場合は、正午から午後１時までを除きま

す。）

　⑶�　質問回答

質問に対する回答については、入札参加者から質

問が提出された場合にのみ、令和５年10月５日㈭ま

でに、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受

けた者（審査の結果、入札参加資格があると認めら

れなかった者を除く。）へ電子メールで送付します。

なお、電子メールの登録を行っていない場合は、Ｆ

ＡＸで送付します。

７�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が､次

のいずれかに該当するときは､この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴�　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び２⑷の書類

について虚偽の記載をしたとき｡

８�　入札手続等

　⑴�　入札方法

入札書の提出日時　�令和５年10月10日㈫午前10時

00分

入札書の提出場所　�川崎市役所第３庁舎15階第１

会議室

　⑵�　入札保証金

免除とします。

　⑶�　開札の日時・場所

８⑴に同じ。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします｡

　⑸�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合には、入札前

に委任状を提出しなければなりません。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。再度入札に参加することができる者は、その前回

の入札に参加した者とします。ただし、その前回の入

札が「川崎市競争入札参加者心得」第７条の規定によ

り無効とされた者及び開札に立ち会わない者は、再度

入札に参加の意思がないものとみなします。

10�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ�　ア以外の場合は、推定総金額の10％を納入しな

ければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否
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要

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ内「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することができ

ます｡

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　関連情報を入手するための照会窓口

３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1225号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和５年度無縁納骨堂収蔵焼骨合葬業

務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市立無縁納骨堂（高津区下作延

1241緑ヶ丘霊園内）

　⑶�　履行期間　�契約日から令和６年３月８日まで

　⑷�　委託概要　入札説明書によります。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でない

こと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑷�　過去５か年以内に、本市、他官公庁又は民間にお

いて、遺骨又は残骨灰処理（粉骨による減容）事業

の誠実な履行実績を有すること。ただし、民間実績

については、本委託と同等以上の契約実績を有する

こと。

　⑸�　確実に業務完了に至ること。

３�　入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

入札に参加を希望するものは、次により入札参加の

申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

〒210－0005　川崎市川崎区東田町８　パレール

三井ビル13階

（令和５年10月10日以降は、〒210-8577　川崎市

川崎区宮本町１番地　本庁舎　高層棟９階となりま

す。）

健康福祉局生活保護・自立支援室

担当　酒井・遠藤

電　話　044－200－2646

ＦＡＸ　044－200－3929

E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮まで

とします。（毎日午前８時30分から正午まで及び午

後１時から午後５時15分まで。）

　⑶�　提出方法　　　　持参に限る。

　⑷�　提出物

　　ア�　入札参加申込書

　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　⑸�　その他

　　ア�　提出された入札参加申込書等は返却しません。�

　　イ�　提出された入札参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。��

　　ウ�　入札参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

入札参加申込書を提出した者には、次により、競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

なお、令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールにより送付します。

　⑴�　場　　所　　３⑴に同じ

　⑵�　日　　時　　令和５年10月４日㈬

　　　　　　　　　�午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで

　⑶�　その他

競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。�

また、入札説明書は３⑴の場所において、令和５

年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮まで縦覧に供

します。（毎日午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで。）

５�　委託仕様書の配布

この入札の参加者には、委託仕様書を配布します。

なお、令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールにより配布します。電子メールア

ドレスの登録が無い場合は次の日時・場所のとおり御

来庁ください

　⑴�　日　時　　　　令和５年10月４日㈬
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　　　　　　　　　　�午前８時30分から正午まで及び午

後１時から午後５時15分まで

　⑵�　場　所　　　　３⑴に同じ

６�　仕様に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ先

３⑴に同じ

　⑵�　問い合わせ期間��

令和５年10月４日㈬から令和５年10月６日㈮（毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで。10月６日㈮のみ午前８時30分から正

午まで。）

　⑶�　問い合わせ方法��

入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴のＦＡ

Ｘ番号又はE-mailアドレス宛て送付してください。��

なお、その際には、質問書を送付した旨を担当ま

で御連絡ください。

　⑷�　回答方法��

質問に対する回答は、令和５年10月11日㈬まで

に、電子メールにて全社宛て送付します。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競

争入札参加資格を喪失します。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

委託契約総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。契約希望金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。なお、詳細は入札説明書

によります。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日　　時　　令和５年10月20日㈮午後２時00分

　　イ�　場　　所　　川崎区宮本町１番地　本庁舎　

　　　　　　　　　　復元棟１階　102会議室　

　⑶�　入札保証金��免除とします。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とします。

　⑸�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑹�　積算内訳書の提出

落札者は、落札後、３⑴の担当者へ積算内訳書を

速やかに提出しなければなりません。

９�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任状を事前

に提出してください。また、開札には競争入札参加資

格確認通知書を必ず持参してください。

10�　再度入札の実施�

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第

７条の規定により無効とされた者及び開札に立会わな

いものを除きます。

11�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金　免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否　要

　⑶�　契約条項等の閲覧　

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

12�　その他�

　⑴�　詳細は、入札説明書によります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1226号

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名　�登戸駅南口ペデストリアンデッキ及び

登戸駅南北自由通路定期点検業務委託

　⑵�　履行場所　川崎市多摩区登戸3435番地

　⑶�　履行期限　契約締結日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要　�本業務は、登戸駅南口ペデストリアン

デッキ及び登戸駅南北自由通路の円滑

な通行を確保するため、川崎市道路維

持修繕計画に基づき、点検を行い、そ

の損傷状況を把握することにより、適

正かつ的確な補修対策を行うための、

基礎資料を得ることを目的とする。

橋梁定期点検

（登戸駅南口ペデストリアン

デッキ、登戸駅南北自由通路）

N＝１式

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及び

コンクリート部門」で登録されている者。

　⑷�　点検・診断分野における「国土交通省登録技術者
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資格」を有する者が１名以上在籍していること。

３�　入札参加申込書の配付及び提出�

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配付・提出場所

〒214－0008　川崎市多摩区菅北浦４－11－20�

多摩区役所道路公園センター管理担当

電　話：044－946－0044（ＦＡＸ：044－946－0105）

E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑵�　配付・提出期間�

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）の午

前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１

時までを除く）�

　⑶�　提出書類�

　　ア�　入札参加申込書�

　　イ�　上記２⑷を確認できる資料及びその者の在籍が

確認できる資料

　⑷�　提出方法�

持参

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴�　交付場所

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和５年10月３日㈫に送付しま

す。なお、電子メールアドレスを登録していない場

合は、ＦＡＸで送付します。または、直接受取りに

来るようお願いします。�

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管部署まで電話連絡

をお願いします。）

�E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044－946－0105

　⑵�　質問受付期間�

令和５年10月３日㈫午前９時から令和５年10月10

日㈫午後５時までとします。（ただし、土曜日、日

曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。�

　⑷�　回答方法

令和５年10月13日㈮午後５時までに、競争入札参

加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ

にて回答書を送付します。または、直接受取りに来

るようお願いします。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７�　入札手続等�

　⑴�　入札方法�

持参による入札

　⑵�　入札の日時・場所�

　　ア�　日時　令和５年10月19日㈭午前９時30分�

　　イ�　場所　多摩区菅北浦４－11－20

　　　　　　　多摩区役所道路公園センター１階会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時・場所

７⑵に同じ�

　⑸�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。�

８�　契約手続等�

　⑴�　契約保証金の要否

要　10％

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他�

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。�

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎



川 崎 市 公 報

－4795－

（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第1227号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　契約名

令和５年度外国人就学状況訪問調査業務委託

　⑵�　履行期間

契約締結日から令和６年３月29日まで

　⑶�　履行場所

本市より提出する調査対象者リストに記載の住

所

　⑷�　契約の概要

「令和５年度外国人就学状況訪問調査業務委託　

仕様書」（以下、「仕様書」という。）及び「令和５

年度外国人就学状況訪問調査業務委託　入札説明

書」(以下「入札説明書」という。)によります。

２�　入札参加資格

本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「その他」に登録されてい

る者。

　⑶�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律

第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いない者であること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

３�　入札参加資格確認申請書等の配布・提出場所及び問

合せ先

本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参

加資格確認申請書(様式１)」を提出してください。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６

明治安田生命ビル３階

川崎市教育委員会事務局総務部学事課　

担当：川鍋、米岡

電話　044－200－3267(直通)

電子メール：88gakuzi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年10月２日㈪ま

で

休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時から

17時まで

　⑶�　提出物

入札参加資格確認申請書

　⑷�　入札参加資格確認申請書の提出方法

持参とします。

　⑸�　仕様書等の縦覧

本契約に係る仕様書は、３⑴の場所において、入

札参加資格確認申請書の配布・提出期間中、縦覧に

供します。

４�　入札の手続

　⑴�　日程の概要

入札手続の日程概要は次のとおりです。

　　ア�　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布

　　　　令和５年10月５日(木)

　　イ�　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　令和５年10月12日(木)

　　ウ�　仕様等に関する質問への回答

　　　　令和５年10月18日(水)

　　エ�　入札及び開札

　　　　令和５年10月31日㈫

　⑵�　日程の詳細

日程の詳細は次のとおりです。

　　ア�　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布

　　　�　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望

者には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知

書(様式２)」を送付し、併せて仕様書等を配布し

ます。

　　(�)�入札参加資格確認結果通知書について

　　　　ａ　送付日

　　　　　　令和５年10月５日(木)

　　　　ｂ　送付方法

　　　　　　電子メールにより送付します。

　　(�)�仕様書等について

　　　　ａ　配布する資料

　　　　(ａ)�入札説明書

　　　　(ｂ)�仕様書

　　　　ｂ　配布日及び時間

　　　　　　令和５年10月５日(木)

　　　　　　�休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13

時から17時まで
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　　　　ｃ　送付方法

　　　　　　�入札参加資格確認申請書に記載がある連絡

先へ、電子メールにより送付します。

　　イ�　仕様等に関する質問

　　(�)�質問の方法

　　　�　仕様書等の配布書類の内容に疑義がある場合

は、「令和５年度外国人就学状況訪問調査業務委

託　質問書(様式３)」に必要事項を記入の上、３

⑴の問合せ先のアドレス宛てに電子メールで送付

してください。

　　　�　なお、送付の際は、必ず受信確認を要求してく

ださい。

　　(�)�質問の受付期間

　　　�　令和５年10月５日(木) ９時から令和５年10月

12日(木)17時まで

　　(�)�回答

　　　�　令和５年10月18日(水)17時までに、全参加者宛

てに電子メールで送付します。

　　ウ�　入札及び開札

　　(�)�入札の方法等�

　　　　a�　入札は単価で行います。

　　　　b��　入札書に記載する金額には、１件あたりの

見積単価（法令所定の消費税額及び地方消費

税額を含まないもの）とします。消費税額及

び地方消費税額は、契約の際に加算します。

　　　　c��　入札は所定の入札書をもって行います。入

札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印

して提出してください。�

　　　　d��　入札書の提出方法は、持参とします。

　　(�)�入札及び開札の日時等

　　　　ａ　日時

　　　　　　令和５年10月31日㈫　11時00分

　　　　ｂ　場所

　　　　　　川崎区東田町５番地４

　　　　　　第３庁舎15階第３会議室

　　(�)�入札保証金

　　　　入札保証金は、免除とします。

　　(�)�入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

　　　�　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者又

はその代理人とします。代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

会いに関する権限を委任されたことを示す委任状

を入札前に提出してください。

　　(�)�落札者の決定方法

　　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成し

た予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査等を行うことがありま

す。

　　(�)�再度入札の実施

　　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行い

ます。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除きます。

　　(�)�入札の無効

　　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

５�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵�　契約書作成の要否

契約書の作成を要します。

　⑶�　入札及び契約に関する条例等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」�

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)の契約関係規程において閲覧することができ

ます。

６�　その他

　⑴�　言語及び通貨

本件入札及び契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　入札説明書に定めのない事項

入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1228号

入　　札　　公　　告

さいわいにぎわいフェスの開催に係るイベント実施等

業務委託に関する一般競争入札について、次のとおり公

告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

さいわいにぎわいフェスの開催に係るイベント実

施等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市幸区役所（川崎市幸区戸手本町１丁目11番

地１）
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　⑶�　履行期限

契約締結日から令和５年12月28日まで

　⑷�　業務概要

仕様書による

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は､次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと｡�

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　川崎市の令和５年度業務委託有資格業者名簿の業

種｢その他�イベント」に登載されていること｡�

　⑷�　過去３年以内に国又は地方自治体においてイベン

ト設営や業務委託の類似実績があること。

３�　入札説明書の配布及び一般競争入札参加資格確認申

請書の配布・提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒212－8570

川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

幸区役所まちづくり推進部企画課

電　話：044－556－6612

ＦＡＸ：044－555－3130

E-Mail：63kikaku@city.kawasaki.jp

※�一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ

さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・

落札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入

札公表」－「財政局」）

　　　�（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵�　配布・提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年10月２日㈪まで

の下記の時間

午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　類似契約の契約書写し（契約の件名と契約者の

代表印が確認できるページのみで可）

　⑷�　提出方法

持参

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には､次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します｡

　⑴�　交付場所

３⑴と同じ

ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵�　交付日時

令和５年10月４日㈬午前９時から正午までと午後

１時から午後５時まで。ただし、電子メールで配信

する場合は令和５年10月４日㈬午前９時から午後５

時までに配信します。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

電子メールまたはＦＡＸによります。

電子メール　63kikaku@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044－555－3130

　⑵�　質問受付期間

令和５年10月５日㈭午前９時から令和５年10月６

日㈮午後５時までとします。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷�　回答方法

質問に対する回答は、令和５年10月10日㈫に、全

参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

なお、回答後の再質問は受付しません。

６�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が､次

のいずれかに該当するときは､この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き｡

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき｡

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア�　持参による入札

　　(�)�入札日時

　　　　令和５年10月16日㈪　午後２時

　　(�)�入札場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　幸区役所４階　第４会議室

　⑵�　入札保証金

免除とします。

　⑶�　開札の日時

７⑴ア(ア)と同じ

　⑷�　開札の場所
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７⑴ア(イ)と同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします｡

ただし､著しく低価格の場合は､調査を行うことが

あります｡

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､こ

れを無効とします｡

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

要

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は､３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札情

報　かわさき」(http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html)の「ダウンロードコーナー」－「契約関係

規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　詳細は､入札説明書によります｡

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1229号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

教育関連情報システムの最適化に向けた調査分析

等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市高津区溝口６－９－３

川崎市総合教育センター３階　

情報・視聴覚センターほか

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年３月29日まで

　⑷�　調達概要

仕様書によります。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和５・６年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」、種

目「その他の電算関連業務」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年以内に国、都道府県又は政令指定都市に

おける教育関連のシステム間データ連携事業に関す

る契約実績を有すること。

　⑸�　ISO27001を取得していること。

３�　入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

川崎市総合教育センター３階　

情報・視聴覚センター　担当　中瀬、堀内

電　話　　044－844－3658

ＦＡＸ　　044－844－3651

E-mail　　88zyojoc@city.kawasaki.jp

また、入札参加申込書及び入札関連資料一式につ

いては、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

において、本件の入札公表情報からダウンロードす

ることもできます。

　⑵�　配布及び提出期間

令和５年９月25日㈪から令和５年10月２日㈪まで

とします（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで）。

　⑶�　提出方法

持参又は郵送とする。

４�　競争参加資格確認通知書等の交付

入札参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　日時

令和５年10月４日㈬

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵�　場所

３⑴に同じ

なお、令和５・６年度川崎市「業務委託有資格業
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者名簿」に電子メールアドレスが登録されている場

合には、電子メールにて送信します。

　⑶�　入札説明書の交付

入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。

また、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

において、本件の入札関連資料一式としてダウン

ロードすることもできます。

５�　仕様に関する問合せ先

３⑴に同じ

仕様に関する質問は、令和５年10月４日㈬から令和

５年10月11日㈬まで、入札参加資格があると認められ

た者からの入札説明書に添付の質問書によるもののみ

受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、

質問書を送信した旨を担当まで御連絡ください（土曜

日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時30分から正

午まで及び午後１時から午後５時15分まで）。

なお、回答については令和５年10月13日㈮、全社に

ＦＡＸもしくはメールにて送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競

争入札参加資格を喪失します。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当す

る金額を除いた金額を入札書に記載してください。

なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

　　　　令和５年10月20日㈮　午後２時

　　イ�　場所

　　　　川崎市総合教育センター３階　第５研修室

　　ウ�　郵送による場合の入札書の受領期限

　　　　令和５年10月19日㈭必着

　　エ�　郵送による場合の入札書の送付先

　　　　３⑴に同じ

　⑶�　入札保証金�

免除とします。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

８�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第

７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会わ

ない者は除きます。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

また、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

においても確認することができます。

10�　その他

　⑴�　詳細は、入札説明書によります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口

３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1230号

一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和５年度公共施設廃蛍光管等収集運

搬・処分業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市中原区新丸子東３-1100-12ほか

69施設（詳細は別紙のとおり）

　⑶�　履行期間　契約日から令和６年３月31日まで

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」で登録されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

廃蛍光管の運搬・処理業務の契約実績を有すること。

　⑸�　産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬

業許可証を取得していること。��

　⑹�　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や

協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である

こと。
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３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市環境局脱炭素戦略推進室

（川崎市役所第３庁舎17階）菅原、日吉

電　話　044－200－1223　

ＦＡＸ　044－200－3921

一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札

関係書類は、インターネットからもダウンロードす

ることができます。

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります

「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html。）

　⑵�　配布・提出・仕様書等閲覧期間

令和５年９月25日㈪から令和５年９月29日㈮ま

で

午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及

び正午～午後１時を除く）

　⑶�　提出方法

　　ア�　持参

　　イ�　郵送

　　　�　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

　⑷�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し�

　　ウ�　上記２⑸の許可証の写し�

　　エ�　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

入札参加申込書を提出した者には、令和５・６年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和５年10月３日㈫までに送付します。

なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和５年10月３

日㈫午後５時まで配布します。

５�　入札説明書及び仕様書の交付

入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該委任先メールアドレスに送付します。な

お、当該委任先メールアドレスを登録していない者に

は３⑴の場所で提出日から令和５年10月３日㈫午後５

時まで配布します。

また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出

期間において閲覧に供します。

６�　仕様書等に関する質問・回答

　⑴�　質問

次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア�　質問書の配布

　　　　入札参加申込書の配布と同じ　

　　イ�　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ�　質問書の提出期間

　　　�　令和５年10月３日㈫から令和５年10月６日㈮ま

で

　　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　　　�　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ�　質問書の提出方法

　　　(ｱ)　持参

　　　(ｲ)　ＦＡＸ

　　　(ｳ)　メール

　　�　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合は、

速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願います。

電　話　044－200－1223　

ＦＡＸ　044－200－3921

E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵�　回答

　　ア�　回答日

　　　　令和５年10月12日㈭

　　イ�　回答方法

　　　�　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、令和５・６年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレス

に送付します。

　　　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。（午前９時～午後５時（ただし、正午～午

後１時を除く））

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。

７�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。�

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
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偽の記載をしたとき。

８�　入札手続等

　⑴�　入札方法等

入札書の提出日時　令和５年10月16日㈪15時

入札書の提出場所　�川崎市役所第３庁舎15階第１

会議室

　⑵�　入札保証金

免除とします。

　⑶�　開札の日時・場所

８⑴に同じ

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づき、希望単価

に、仕様書に記載のある予定数量を乗じた合計額

（総額）を予定価格とします。作成した予定価格の

制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とします。また、入札時に単価内

訳の提示を求めます。

　⑸�　契約単価金額�

上記８⑷にて提示した単価内訳の金額とします。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　要

（ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は、免除します｡）

　⑵�　前払金　　　　　　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html)の「契約関係規定」で閲覧することがで

きます。

10�　その他

　⑴�　この委託契約において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

履行場所 別紙

番号 施設名 住所

１ 川崎能楽堂 中原区新丸子東3-1100-12

２ アートガーデンかわさき 川崎区駅前本町12-1

３ かわさき市民活動センター 中原区新丸子東3-1100-12

４ 西加瀬老人いこいの家 中原区西加瀬10-5

５ 池上新田公園トイレ 池上新田公園

６ 東田公園トイレ 東田公園

７ 浮島町公園庭園灯:4基 浮島町公園

８ 小倉西公園プール内トイレ 小倉西公園

９ 平間公園プール用トイレ 平間公園

10 中原平和公園庭園灯:8基 中原平和公園

11 井田こもれび公園庭園灯:1基 井田こもれび公園

12 上小田中1丁目公園庭園灯:1基 上小田中1丁目公園

13 江川せせらぎ遊歩道庭園灯:6基 江川せせらぎ遊歩道

14 丸子橋公園投光器:1台 丸子橋公園

15 新丸子公園投光器:1台 新丸子公園

16 南部都市基盤整備事務所 中原区下小田中2-9-1

17 中原市民館 中原区新丸子東3-1100-12

18 高津区役所道路公園センター 高津区溝口5-15-7

19 上河原堰堤管理事務所 多摩区菅稲田堤3-21-1

20 麻生市民館・図書館 麻生区万福寺1-5-2

21 幸消防署加瀬出張所 幸区南加瀬4-18-5

22 中原消防署井田出張所 中原区井田中ノ町23-3

23 高津消防署久地出張所 高津区久地4-11-19

24 川崎図書館 川崎区駅前本町12-1

25 中原図書館 中原区小杉町3-1301

26 生涯学習プラザ 中原区今井南町28-41

27 下沼部小学校 中原区下沼部1955

28 今井小学校 中原区今井西町3-18

29 大戸小学校 中原区下小田中1-4-1

30 新城小学校 中原区下新城1-15-1

31 宮前平小学校 宮前区宮前平3-14-1

32 はるひ野小学校 麻生区はるひ野4-8-1

33 はるひ野中学校 麻生区はるひ野4-8-1

34 田島支援学校桜校 川崎区池上新町1-1-3

35 王禅寺中央小学校 麻生区王禅寺東4-14-1

36 旭町こども文化センター 川崎区旭町2-1-5

37 小倉こども文化センター 幸区小倉5-17-59

38 南加瀬こども文化センター 幸区南加瀬2-19-3

39 住吉こども文化センター 中原区木月祗園町17-6

40 西加瀬こども文化センター 中原区西加瀬10-5

41 宮前わくわくプラザ 川崎市川崎区宮前町8-13

42 東小田わくわくプラザ 川崎市川崎区小田5-11-20

43 古市場わくわくプラザ 川崎市幸区古市場1-1

44 大戸わくわくプラザ 川崎市中原区下小田中1-4-1

45 中原わくわくプラザ 川崎市中原区小杉御殿町1-950

46 下作延わくわくプラザ 川崎市高津区下作延5-19-1

47 高津わくわくプラザ 川崎市高津区溝口4-19-1

48 坂戸わくわくプラザ 川崎市高津区坂戸1-18-1

49 東高津わくわくプラザ 川崎市高津区北見方2-5-1

50 宮前平わくわくプラザ 川崎市宮前区宮前平3-14-1

51 西菅わくわくプラザ 川崎市多摩区菅北浦4-2-1

52 王禅寺中央わくわくプラザ 川崎市麻生区王禅寺東4-14-1

53 西生田わくわくプラザ 川崎市麻生区細山2-2-1

54 はるひ野わくわくプラザ 川崎市麻生区はるひ野4-8-1
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55 東菅小学校 多摩区菅馬場2-19-1

56 御幸小学校 幸区遠藤町1

57 宮内小学校 中原区宮内2-4-1

58 さくら小学校 川崎区桜本1-9-15

59 百合丘小学校 麻生区百合丘2-1-2

60 大師中学校 川崎区大師河原2-1-1

61 大師小学校 川崎区東門前2-6-1

62 柿生中学校 麻生区上麻生6-40-1

63 渡田こども文化センター 川崎区渡田1-15-5

64 南河原こども文化センター 幸区都町74-2

65 下平間こども文化センター 幸区下平間70-1

66 北加瀬こども文化センター 幸区北加瀬2-12-12

67 王禅寺こども文化センター 麻生区王禅寺東5-32-15

68 百合丘こども文化センター 麻生区百合丘1-11-2

69 片平こども文化センター 麻生区片平5-25-1

70 岡上こども文化センター 麻生区岡上3-13-1

　　　───────────────────

川崎市公告第1231号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�王禅寺処理センター中継設備点検整備

業務委託

　⑵�　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶�　履行期間　契約締結日から令和５年12月22日まで

　⑷�　業務概要　�本業務は、王禅寺処理センターに設置

されているごみ中継設備の機能を正常

に維持するために必要な点検整備を実

施するものである。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく指名停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登録されていること。

　⑷�　令和３年４月１日以降に本市、他官公庁又は民間

において、ごみ積替え設備又は類似する設備の点検

整備業務の契約実績を有すること。

　⑸�　業務に必要な次の有資格及び技術者を配置できる

こと。

　　ア�　高所作業車運転特別教育修了者又は高所作業車

運転技能講習修了者

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷、⑸の書類を提出してくだ

さい。

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

〒215－0013

川崎市麻生区王禅寺1285番地　

環境局施設部王禅寺処理センター　

技術係　秋山、佐藤、谷井、山口

電話　044－966－6135

※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー

ドできます。

　⑵�　配布・提出・仕様書閲覧期間

令和５年９月25日㈪９時から令和５年９月29日㈮

17時まで

（12時から13時までの間は除く）

　⑶�　提出方法

持参（持参以外は無効とします）

　⑷�　提出書類

　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ�　上記２⑸の資格証の写し

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和５年10月６日㈮までに交付します。

なお、交付については、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した電子メールアドレス宛

て、電子メールにて送付します。電子メールアドレス

を登録していない場合は、次のとおり受け取りに来て

ください。

　⑴�　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時　令和５年10月６日㈮９時から17時まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和５年10月６日㈮９時から令和５年10月11日㈬

17時まで

　⑵�　質問書の様式

配布する「質問書」の様式により提出すること。

　⑶�　質問受付方法

電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　⑷�　回答方法

質問があった場合に限り、令和５年10月13日㈮に

全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付しま

す。

６�　競争入札参加資格の喪失
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次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札・開札日時　令和５年10月18日㈬10時30分

　　イ�　入札・開札場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑶�　入札書の提出方法　�持参（持参以外は無効とす

る。）

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　再入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。

　⑺�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書の作成

必要とします。

　⑶�　契約規則等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさき

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」から閲覧できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

してはいけません。契約後、業務の一部（主要な部

分を除く）を第三者に委託しようとする場合、再委

託承諾申請書の提出を求めます。

なお、川崎市指名停止基準に基づく指名停止期間

中の業者又は競争相手であった入札参加者に、委託

することは認められません。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じです。

　⑷�　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1232号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�王禅寺処理センター掻き均し設備点検

整備業務委託

　⑵�　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶�　履行期間　契約締結日から令和６年３月15日まで

　⑷�　業務概要　�本業務は、王禅寺処理センターに設置

されているごみ掻き均し設備の機能を

正常に維持するために労働安全衛生法

第45条２項、同法施行令第13条９号、

第15条２項及び労働安全衛生規則第167

条、第169条の２の特定自主検査に準じ

て、点検整備を実施するものである。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく指名停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登録されていること。

　⑷�　令和３年４月１日以降に本市、他官公庁又は民間

において、掻き均し設備又は類似する設備の点検整

備業務の契約実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷の書類を提出してください。

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

〒215－0013

川崎市麻生区王禅寺1285番地　

環境局施設部王禅寺処理センター　

技術係　秋山、佐藤、谷井、山口

電話　044－966－6135

※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー

ドできます。

　⑵�　配布・提出・仕様書閲覧期間
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令和５年９月25日㈪９時から令和５年９月29日㈮

17時まで

（12時から13時までの間は除く）

　⑶�　提出方法

持参（持参以外は無効とします）

　⑷�　提出書類

上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写し

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和５年10月６日㈮までに交付します。

なお、交付については、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した電子メールアドレス宛

て、電子メールにて送付します。電子メールアドレス

を登録していない場合は、次のとおり受け取りに来て

ください。

　⑴�　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時　令和５年10月６日㈮９時から17時まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和５年10月６日㈮９時から令和５年10月11日㈬

17時まで

　⑵�　質問書の様式

配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑶�　質問受付方法

電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　⑷�　回答方法

質問があった場合に限り、令和５年10月13日㈮に

全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付しま

す。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札・開札日時　令和５年10月18日㈬10時00分

　　イ�　入札・開札場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑶�　入札書の提出方法　�持参（持参以外は無効とす

る。）

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　再入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。

　⑺�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書の作成

必要とします。

　⑶�　契約規則等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさき

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」から閲覧できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参

加者心得等の定めるところによります。

　⑵�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

してはいけません。契約後、業務の一部（主要な部

分を除く）を第三者に委託しようとする場合、再委

託承諾申請書の提出を求めます。

なお、川崎市指名停止基準に基づく指名停止期間

中の業者又は競争相手であった入札参加者に、委託

することは認められません。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じです。

　⑷�　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1233号

公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

令和５年９月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　プロポーザルに付する事項

　⑴�　件名

プラスチック資源再商品化等事業者の選定

　⑵�　再商品化計画の期間（履行期間）
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令和７年４月１日から令和10年３月31日まで

　⑶�　業務概要

　　ア�　業務目的

　　　�　「プラスチックに係る資源循環の促進等に関す

る法律」第33条に基づき、本市が分別収集したプ

ラスチック資源（プラスチック製容器包装及びプ

ラスチック製品を一括で収集したもの）につい

て、本市が事業者と連携して再商品化計画を作成

し、国の認定を受けることで、再商品化計画に基

づいて事業者による選別等の中間処理及び再商品

化を行うものです。

　　イ�　業務概要

　⑴�　計量及び受入

　⑵�　中間処理・保管

　⑶�　再商品化

　⑷�　「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する

法律に係る再商品化計画の認定申請の手引き」に基

づく品質検査等

　⑸�　製品の販売

２�　プロポーザル参加資格

このプロポーザルに参加を希望する事業者は、川崎

市ホームページ「入札情報かわさき」の「プロポーザ

ル関連情報」に掲載されたリンク先から「実施要領」

を入手の上、「実施要領」に記載された参加資格の確

認をお願いします。

３�　提案者を特定するための評価基準

「実施要領」に記載された評価項目と評価基準に

沿って採点を行います。

４�　参加意向申出書等の受付

参加を希望する者は、次のとおり提出することとし

ます。

　⑴�　提出書類

様式１と契約実績等を証する書類及び一般廃棄物

処理施設の設置許可証又は許可申請書第１面の写し

を持参にて提出してください。

　⑵�　提出期間

令和５年９月26日㈫から令和５年10月10日㈫午後

５時までとします。

　⑶�　提出場所

〒210-8577　

川崎市川崎区東田町５番地４

川崎市役所第３庁舎15階

川崎市環境局生活環境部廃棄物政策

担当（担当：小林、大澤）

午前９時～午後５時（閉庁日及び正午～午後１時

を除く）

電話044-200-3721（直通）

電子メール�30haise@city.kawasaki.jp

　⑷�　提出方法

持参のみ

５�　参加資格確認結果の通知

参加意向申出書を提出した者には、令和５年10月18

日㈬までに参加資格確認結果通知書を交付します。

６�　実施要領等への質問の受付及び質問回答

実施要領等に関する質問を受け付けます。

　⑴�　質問方法

質問書（様式２）を電子メールによる送信のみ受

け付けます。

電子メールアドレスや担当者は、次のとおりです。

川崎市環境局生活環境部廃棄物政策担当

担当：小林、大澤

電子メール：30haise@city.kawasaki.jp

※電話、ＦＡＸによる質問は受け付けません。

　⑵�　受付期間

令和５年10月18日㈬～令和５年10月20日㈮

※�受付期間を過ぎた質問については回答しません

のでご注意ください。

　⑶�　回答方法

令和５年10月25日㈬までに、全ての応募者に電子

メールにて回答を送付します。なお、質問者名は公

表しません。

７�　企画提案書等一式の受付

応募者は、企画提案書等一式を次のとおり提出する

こととします。

　⑴�　提出書類

企画提案申請書（様式３）及び事業者（グループ）

の概要（様式４）を記入し、「実施要領」に記載の

書類一式を作成し、必要部数提出してください。

　⑵�　提出期間

令和５年10月26日㈭から令和５年11月10日㈮午後

５時までとします。

　⑶�　提出場所

〒210-0004　

川崎市川崎区東田町５番地４

川崎市役所第３庁舎15階

川崎市環境局生活環境部廃棄物政策担当

（担当：小林、大澤）

午前９時～午後５時（閉庁日及び正午～午後１時

を除く）

電話044-200-3721（直通）

　⑷�　提出方法

持参のみ

８�　提案内容に関わるプレゼンテーションの実施

提出された提案書及びプレゼンテーションに基づき

評価を行い、最も優れた提案を行った応募者（最優秀

者）を優先交渉権者として選出します。
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 有馬第一住宅個別改善工事（７・８号棟）

履行場所 川崎市宮前区東有馬５丁目20番７号、８号

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　⑴�　実施日時

令和５年11月21日（予定）（詳細な日時・場所は

追って連絡します）

　⑵�　内容･方法等

提案書を使用し、口頭にて説明を行うこととしま

す。なお、資料の追加・変更は認めません。１応募

者当たり30分程度（うち説明20分、質疑応答10分）

とします。ただし、プレゼンテーションの参加者が

多数の場合、説明時間の変更を行う場合がありま

す。プレゼンテーションの出席者は１応募者当たり

３名以内とします。

９�　契約の手続等

優先交渉権者と国への認定申請の手続きに向けた協

定書を締結の上、本市が作成する再商品化計画の再商

品化実施者に指定し、国との認定申請手続きを開始し

ます。

本市が再商品化計画を作成する際は、施設の図面や

機器リスト等の計画に必要な資料等の提出のほか、再

商品化物の引取先事業者などの関係事業者間の調整を

行っていただきます。

認定取得後に、本業務に係る仕様書の細部や契約金

額等について協議を行い、協議が成立した場合に地方

自治法施行令第167条の２第１項第２号に基づき随意

契約として委託契約を締結します。

なお、当該契約については、令和５年第４回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10�　その他

　⑴�　実施要領等の承諾

応募者は、実施要領等に記載された内容を承諾の

上、応募してください。

　⑵�　応募に係る費用

応募に要する費用については、すべて応募者の負

担とします。

　⑶�　提出期間後の応募書類の差替え等

提出期間後における応募書類の差替え及び再提出

は認めません。

　⑷�　提案書の取扱い

各事業者から提出された書類等は、今回の評価・

選定以外に提出者に無断で使用することはありませ

ん。

なお、提出書類は、理由の如何を問わず返却しま

せん。

　⑸�　使用言語、通貨

応募に関して使用する言語は日本語、通貨単位は

日本円とします。

　⑹�　応募の無効

次のいずれかに該当する応募は無効とします。

　　(ｱ)　応募資格のない企業等が行った応募

　　(ｲ)�　提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適

合しない場合

　　(ｳ)　提出書類の内容に虚偽の記載がある場合

　　(ｴ)�　提出書類の提出後に、参加者の資格要件を満

たさなくなった場合

　　(ｵ)�　提案内容のヒアリング及び評価委員会に参加

しなかった場合

　⑺�　各種書類提出先・問い合わせ先

４⑶と同じ。

　⑻�　その他

詳細につきましては、実施要領等を御参照くださ

い。

　　　───────────────────

川崎市公告第1234号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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参 加 資 格

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年11月13日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 橘リサイクルコミュニティセンター外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市高津区新作１丁目20番３号　橘処理センター内

履行期間 契約の日から令和６年２月16日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。
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参 加 資 格

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月20日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内自転車通行環境整備工事

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和６年２月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月12日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項
件　　 名 コンテナターミナル・ガントリークレーン用レール交換（その２）工事
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競争入札に

付する事項

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地内

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「A」で登録されていること。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月12日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道宮内17号線道路補修（Ｌ型側溝）工事

履行場所 川崎市中原区宮内１丁目６番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099
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入札日時等 令和５年10月12日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道生田３号線歩道設置（改築）工事

履行場所 川崎市多摩区生田１丁目１番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月12日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道中原３号線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市中原区上小田中６丁目16番地先

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格
⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「B」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月13日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

⑴�　入札参加者は、「市道中原３号線舗装道補修（切削）工事」、「高津区内市道野川柿生線舗装道補

修（切削）工事」又は「市道小倉78号線道路補修（切削）工事」のいずれか１件のみ落札ができ

るものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

⑵�　落札候補者決定は、「市道中原３号線舗装道補修（切削）工事」、「高津区内市道野川柿生線舗装

道補修（切削）工事」、「市道小倉78号線道路補修（切削）工事」の順に行います。

⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内市道野川柿生線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区下作延４丁目２番地先

履行期間 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
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⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「B」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月13日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

⑴�　入札参加者は、「市道中原３号線舗装道補修（切削）工事」、「高津区内市道野川柿生線舗装道補

修（切削）工事」又は「市道小倉78号線道路補修（切削）工事」のいずれか１件のみ落札ができ

るものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

⑵�　落札候補者決定は、「市道中原３号線舗装道補修（切削）工事」、「高津区内市道野川柿生線舗装

道補修（切削）工事」、「市道小倉78号線道路補修（切削）工事」の順に行います。

⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道小倉78号線道路補修（切削）工事

履行場所 川崎市幸区東小倉19番地先

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「B」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格 ⑽�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月13日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

⑴�　入札参加者は、「市道中原３号線舗装道補修（切削）工事」、「高津区内市道野川柿生線舗装道補

修（切削）工事」又は「市道小倉78号線道路補修（切削）工事」のいずれか１件のみ落札ができ

るものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

⑵�　落札候補者決定は、「市道中原３号線舗装道補修（切削）工事」、「高津区内市道野川柿生線舗装

道補修（切削）工事」、「市道小倉78号線道路補修（切削）工事」の順に行います。

⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 県道稲城読売ランド前停車場線ほか街路樹更新工事

履行場所 川崎市麻生区細山２丁目２地先ほか

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　
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参 加 資 格

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 石神橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市中原区木月４丁目22番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。
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川崎市公告第1235号

国土調査による地図及び簿冊の作成につい

て

川崎市川崎区鋼管通三丁目、四丁目の各一部の地域内

の土地について、国土調査法（昭和26年法律第180号）

による街区境界調査を行い、地図及び簿冊を作成したの

で、同法第21条の２第３項の規定により公告する。

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に

供する。

令和５年９月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　地図及び簿冊の名称

街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案

２�　閲覧期間

令和５年９月29日㈮から令和５年10月18日(水)まで

３�　閲覧場所

　⑴�　市役所閲覧

　　ア�　場所　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　　　　　　川崎駅前タワー・リバーク14階

　　　　　　　建設緑政局道路河川管理部管理課

　　イ�　日時　上記閲覧期間

　　　　　　　�９時から17時まで（土曜日、日曜日、祝

日及び下記地元閲覧日を除く。）

　⑵�　地元閲覧

　　ア�　場所　川崎市川崎区鋼管通三丁目３－13

　　　　　　　姥ヶ森町内会館

　　イ�　日時　�令和５年10月１日㈰及び10月２日㈪の２

日間

　　　　　　　９時30分から16時まで

４�　閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の

閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、訂正の申

し出をすることができる。

５�　誤り等訂正の申し出は、書面によることとなってい

るので、各自印章を持参すること。

６�　誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所

で交付する。

　　　───────────────────

川崎市公告第1236号

次のとおり、一般競争入札について公告します。�

令和５年９月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名　�ＳＭＳ配信システムを活用した学校給

食費徴収金納付勧奨等業務委託

　⑵�　履行場所　教育委員会事務局健康給食推進室

　⑶�　履行期間　契約締結日から令和６年３月31日まで�

　⑷�　調達概要　入札説明書によります。�

２�　競争入札参加資格�

この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」、種目「その他」に搭載されて

いること。

　⑶�　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止の措置を受けていない

こと。

　⑷�　令和５年度に本市又は他の官公庁において、ＳＭ

Ｓ配信システムを活用した催告、広報等業務の類似

実績が10件以上あること。

３�　入札参加申込書の配付、提出及び問い合わせ先�

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配付・提出場所

〒210－0004　

川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命ビル10階

教育委員会事務局健康給食推進室　担当　越野

電　話：044－200－2539（直通）

E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配付・提出期間

参 加 資 格
　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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令和５年９月28日㈭から令和５年10月４日㈬午後

４時までとします。

（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

４時まで）

　⑶�　提出書類

　　ア�　入札参加申込書

　　イ�　本市又は他官公庁において類似の契約実績を証

明する書類の写し

　⑷�　提出方法�

持参又は書留郵便�

４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

入札参加申込書を提出した者のうち、参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、令和５・

６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メール

アドレスを登録している場合は、電子メールにて送

付します。

　⑴�　交付場所及び問い合わせ先

３⑴に同じ。

　⑵�　交付日時

令和５年10月６日㈮午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後４時まで

５�　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

３⑴に同じ。

　⑵�　問い合わせ期間

令和５年10月６日㈮から令和５年10月11日㈬まで

とします。

（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後４時まで）

　⑶�　問い合わせ方法

一般競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問

書」の様式により、３⑴の問い合わせ先まで、持参

又は電子メールにて提出してください。

なお、電子メールで質問する場合は、「質問書」

を送信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

質問に対する回答は、令和５年10月13日㈮まで

に、全社宛てに電子メールにて送付します。電子

メールアドレスの登録がない場合は、３⑴にて交付

しますので、事前に御連絡ください。

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類等について、虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア�　入札金額は、以下の各項目の希望単価に予定数

量を乗じた合計額とします。項目ごとの税抜の単

価を積算し、その単価にそれぞれの予定数量を乗

じて、それらの合計金額を算出してください。な

お、各項目に必要となる作業費等については、そ

れぞれの単価に含めることとします。

項目
希望単価（税抜）

Ａ

予定数量

Ｂ
Ａ×Ｂ

ＳＭＳ送信費 円／通 30,000通 円

システム利用料 円／月 ５ヶ月 円

オプション利用料 円／月 ５ヶ月 円

システム登録料 円 １回 円

オプション利用料

（初期費用）
円 １回 円

入札参加者において、各項

目の税抜の希望単価を見積

もります。

Ａ×Ｂの金額の合計（点線枠

内の金額の合計）が入札金額

となります（入札（見積）書

に記載する金額です）。

　　　※�　項目「ＳＭＳ送信費」における「１通」の考

え方は、各携帯キャリアのＳＭＳ文字数による

通数規定に従います（各携帯キャリア文字数規

定に依存します）。

　　　※�　項目「システム利用料」「オプション利用料」

は毎月発生する費用、項目「システム登録料」

「オプション利用料（初期費用）」は初期費用

（１回のみ支払）を見積もることとします。

　　　※�　項目「システム利用料」はシステムを利用す

る上での基本料金、項目「オプション利用料」

は仕様を満たす上で必要となるオプションサー

ビスの費用を見積もることとします。

　　　※�　項目「オプション利用料」「オプション利用

料（初期費用）」については、オプション内訳

書により、内訳（オプションの内容及び金額）

を明らかにしてください（入札書を入れた封筒

に同封してください）。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入

札件名記載の封筒に封印して提出してください

（封筒に同封する書類は、①入札(見積)書、②

単価契約一覧表、③オプション内訳書の３点で

す）。

　　ウ�　開札に立ち会うものは、入札者又はその代理人

とします。ただし、代理人が立会う場合は、入札

に関する権限及び開札の立会いに関する権限の

委任をした書類を事前に提出しなければなりま

せん。
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内横断歩道橋補修詳細設計委託

履行場所 川崎市川崎区昭和２丁目14番地先他１箇所

履行期間 令和６年３月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼

構造及びコンクリート部門）のいずれかの資格を有する者を配置できること。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時　令和５年10月18日㈬�午前10時30分

　　イ�　場所　�川崎市役所本庁舎（復元棟）１階102会

議室

　　　　　　　（川崎市川崎区宮本町１番地）

　⑶�　入札書の提出方法

持参

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行なった入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺�　入札書の記載金額

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格としますので、入札参加者は、消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地

方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載

するものとします。ただし、別途指示があったもの

については、それに従うものとします。

８�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

契約書を作成することを必要とします。落札者

は、契約書２通に記名押印の上、速やかに３⑴に持

参してください。

　⑶�　契約規則等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、

３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札情報」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷�　契約単価

本契約において調達する項目ごとの契約単価は、

入札時に提出された単価契約一覧表によるものとし

ます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　入札説明書も併せて確認してください。

　⑷�　その他問い合わせ窓口は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1237号

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」

の変更について、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法

律第65号）第６条第５項の規定による県の同意を得まし

たので、同条第６項の規定により公告します。

なお、この構想は川崎市のホームページにおいて縦覧

に供します。

令和５年９月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市公告第1238号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　�
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月31日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平瀬川支川橋りょう設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区長沢２丁目３番地先ほか１箇所

履行期間 令和６年３月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アはイと兼務できない。

　ア�　管理技術者は、技術士（総合技術監理部門）及び（建設部門）の資格を有する者。

　イ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門）又は（建設部門）のいずれかの資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年11月２日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度登戸土地区画整理事業出来形確認測量調査業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑷�　平成30年４月１日以降に国又は地方公共団体が発注した土地区画整理事業における出来形確認

測量業務を元請けとして履行完了した実績を有する者。

⑸�　主任技術者は測量士及び土地区画整理士の資格を有する者。なお、主任技術者は受注者との間

で直接的かつ恒常的に三か月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は直接的かつ恒

常的な雇用関係にあるとはいえません。）にあること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年11月２日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）
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公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第287号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和５年10月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

本庁舎（４階から21階）清掃業務委託

２�　契約事務担当課の名称及び所在地

財政局資産管理部契約課

川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

３�　落札者を決定した日

令和５年８月31日

４�　落札者の氏名及び住所

株式会社　互幸ワークス

代表取締役　竹中　伸幸

川崎市高津区久本一丁目２番５号

関口第一ビル５階

５�　落札金額

29,800,000円

６�　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７�　入札の公告を行った日

令和５年６月26日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第288号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和５年10月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

行政情報システム管理業務委託

２�　契約事務担当部局の名称及び所在地

総務企画局デジタル化施策推進室

川崎市川崎区東田町５番地４

３�　契約の相手方を決定した日

令和５年９月４日

４�　契約の相手方の氏名及び住所

日本電気株式会社　神奈川支社

支社長　玉川　孝一

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

５�　契約金額（税抜き金額）

207,313,980円

６�　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７�　入札の公告を行った日

令和５年７月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第289号

特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年10月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

行政情報システムにおけるクライアント機器等の

賃貸借及び保守に関する契約

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所第３庁舎ほか

　⑶�　履行期間

令和６年３月31日から令和10年３月30日まで

　⑷�　調達物品の概要

入札説明書によります。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の事項を全て満

たしている必要があります。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５･ ６年度川崎市製造の請負･物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」種目「事務用機器」

に搭載されており、かつ、Ａの等級に格付けされて

いること。

なお、有資格者名簿に登載のない者（入札参加業

種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和５

年10月24日㈫までに行ってください。

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて、速やかに提供できること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所第３庁舎９階

総務企画局デジタル化施策推進室

行政情報システム担当　長澤、佐伯

電話　044－200－2076（直通）

電子メール　17digital@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年10月10日㈫から令和５年10月24日㈫まで

とします（８時30分から12時まで及び13時から17時

15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶�　提出方法

持参に限る。

４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　交付場所及び問い合わせ先

３⑴に同じ

　⑵�　交付日時

令和５年11月１日㈬

８時30分から12時まで及び13時から17時15分まで

　⑶�　その他

一般競争入札参加資格があると認められた者に

は、入札説明書を無料交付します。

また、入札説明書は３⑴の場所において令和５年

10月10日㈫から令和５年10月24日㈫まで縦覧に供し

ます（８時30分から12時まで及び13時から17時15分

まで（土日祝日を除く。））。

５�　仕様に関する問い合わせ先

３⑴に同じ

仕様に関する質問は、令和５年11月１日㈬から令和

５年11月７日㈫（８時30分から12時まで及び13時から

17時15分まで（土日祝日を除く。））まで、入札説明書

に添付の質問書にて受け付けます。必要事項を記入

し、メールでお送りください。また、質問書を送信し

た旨を担当まで御連絡ください。

なお、質問に対する回答は、令和５年11月13日㈪に、

全社あてに電子メールにて送付します。

６�　商品説明書（カタログ等）の提出

この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を令和５年11月15日㈬17時15分までに

３⑴の場所に提出しなければなりません。また、競争

入札参加者は、開札日の前日までの間において、本市

から該当書類に関し説明を求められたときには、これ

に応じなければなりません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

リース総額（税抜き）を入札金額として行います。

入札参加者は、見積った契約希望金額から消費税及

び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書

に記載してください。なお、詳細は入札説明書によ

ります。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時　令和５年11月21日㈫　10時

　　イ�　場所　川崎市役所第３庁舎　９階　開発室Ⅰ

　⑶�　郵送による場合の入札書の提出期限及びあて先

期　限　令和５年11月20日㈪　必着

あて先　〒210－8577

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所第３庁舎９階

　　　　総務企画局デジタル化施策推進室

　　　　行政情報システム担当

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行なった者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は調査を行なうことがありま

す。

　⑹�　入札の無効

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

また、本入札に関して提出する一切の書類につい

て、筆記した文字等を容易に消すことができるボー

ルペンは使用しないでください。提出された書類に

ついては、使用の有無を確認させていただき、使用

が認められた場合は、当該書類についてこれを無効
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とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納付しなけ

ればなりません。

　⑵�　契約書作成の要否�

契約書を作成することを必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

11�　Summary

　⑴�　�Nature�and�quantity�of�the�service�to�be�

required�：

�Operation�management�of�Administrative�

information�system�and�Response�to�inquiries.

　⑵�　Time-limit�for�tender�：

10:00�A.M．November�21,2023

　⑶�　�Time-limit�for�tender�by�mail�：

November�20,2023

　⑷�　Contact�point�for�the�notice�：

KAWASAKI�CITY�OFFICE

Digitalization�Policy�Promotion�Office

General�Affairs�and�Planning�Bureau

1,�Miyamoto-cho，Kawasaki-ku

Kawasaki，Kanagawa�210-8577,Japan

Tel：044－200－2076

E-mail：17digital@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第290号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和５年10月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

介護認定訪問調査モバイル導入作業業務委託

２�　履行期間

令和５年８月30日から令和６年３月31日

３�　契約事務担当部局の名称及び所在地

健康福祉局総務部保健福祉システム課

川崎市川崎区駅前本町12－１

川崎駅前タワー・リバーク８階

４�　契約の相手方を決定した日

令和５年８月30日

５�　契約の相手方の氏名及び住所

富士通Ｊａｐａｎ　株式会社　

関東・信越公共ビジネス統括部

統括部長　佐々木　智瑞

川崎市川崎区東田町８

６�　契約金額

42,243,520円

７�　契約の相手方を決定した手続

随意契約

８�　随意契約の理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第291号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和５年10月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

令和５年度　かわさき南部斎苑火葬炉維持補修業務

委託

２�　契約に関する事務担当部局

健康福祉局総務部施設課

川崎市川崎区宮本町１番地

３�　契約の相手方を決定した日

令和５年９月８日

４�　契約の相手方の氏名及び住所

富士建設工業　株式会社

代表取締役　鳴海　利彦

新潟県新潟市北区島見町3307番地16

５�　契約金額

39,050,000円

６�　契約の相手方を決定した手続

随意契約

７�　随意契約の理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
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例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第292号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和５年10月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

令和５年度　かわさき北部斎苑火葬炉維持補修業務

委託

２�　契約に関する事務担当部局

健康福祉局総務部施設課

川崎市川崎区宮本町１番地

３�　契約の相手方を決定した日

令和５年９月８日

４�　契約の相手方の氏名及び住所

富士建設工業　株式会社

代表取締役　鳴海　利彦

新潟県新潟市北区島見町3307番地16

５�　契約金額

31,460,000円

６�　契約の相手方を決定した手続

随意契約

７�　随意契約の理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第293号

入札公告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年10月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名（賃貸借物品）

令和５年度普通乗用自動車Ａの賃貸借及び保守

　⑵�　履行場所

川崎市役所公用車車庫

　⑶�　賃貸借期間及び台数

令和６年３月１日から令和11年２月28日まで

１台

　⑷�　賃貸借物品の特質等

仕様書によります。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」に

登載されており、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けさ

れていること。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品及び台数について、確実に納入する

ことができること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要な資料を提出しなければなり

ません。なお、提出は持参とし、郵送による提出は認

めません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区宮本町３－３

川崎市役所第４庁舎１階

総務企画局総務部庁舎管理課　工藤担当

電話　044－200－2104

　⑵�　配布・提出期間

令和５年10月10日㈫午前９時から令和５年10月16

日㈪正午まで（令和５年10月16日㈪は午前９時から

正午まで、それ以外は土曜日、日曜日及び国民の祝

日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）とします。

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　類似業務の履行実績資料

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書のメー

ルアドレスに、令和５年10月18日㈬までに一般競争入

札参加資格確認通知書、仕様書及び質問書を送付しま

す。

また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、令和５年10月18日㈬の午前９時から正午に上記３

⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書及

び仕様書を交付します。

５�　仕様書の交付

上記４により無償で仕様書を交付します。また、仕

様書は、上記３⑴の場所において上記３⑵の期間ま

で、縦覧に供します。

６�　仕様に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ場所

上記３⑴に同じ
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　⑵�　問い合わせ期間

令和５年10月18日㈬午前９時から令和５年10月23

日㈪正午までとします。

　⑶�　問い合わせ方法

上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するＦＡＸ又はメールアドレス宛てに送付して

ください。

メールアドレス　17tyosya@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　044－200－2692

　⑷�　回答方法

質問があった場合、令和５年10月25日㈬までに参

加全社宛て、文書（ＦＡＸまたは電子メール）にて

回答します。

７�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入札

件名を記載した封筒にて提出してください。なお、

郵送による入札は認めません。

　⑵�　入札金額の積算方法

入札金額は、入札日時点で国の予算で実施するク

リーンエネルギー自動車導入促進補助金が交付され

る車両の場合は、交付されることを前提に、補助金

の交付額を反映して、積算してください。それ以外

の場合（入札日時点で交付額が決定していない場合

も含む。）は、補助金を反映しない金額で積算して

ください。

補助金の交付額については、賃貸借開始日（車両

の新規登録）時点の補助金の交付額とします。また、

賃貸借開始日（車両の新規登録）時点で補助金の交

付額が決定していない場合には、入札日時点の補助

金の交付額で積算してください。

なお、入札金額は、月額の賃貸借料に賃貸借期間

の月数及び台数を乗じた額に必要に応じて補助金の

交付額を反映し、税抜きの総額で積算してくださ

い。

　⑶�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

　　　　令和５年11月１日㈬　午前10時00分

　　イ�　場所

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所本庁舎２階202会議室

　⑷�　入札書の提出

持参とします。

　⑸�　入札保証金

免除とします。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

10�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧できま

す。

11�　契約内容の変更等

　⑴�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

また、解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑵�　クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の適用

に係る契約金額の変更については、落札後から賃貸

借開始日（車両の新規登録）までの期間の中で、補

助金の開始、終了及び交付額の変更があった場合

に、その交付額分を変更します。なお、補助金の申

請手続の不備や遅延による契約金額の変更は行わな

いものとします。

12�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、仕様書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
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市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷�　賃貸借料の支払いについては、毎月払いとします。

　⑸�　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

税 公 告

川崎市税公告第114号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月11日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

� （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第115号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

� （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第116号

次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考

令和５年度
市民税・県民税

（普通徴収）

第１期

分以降

令和５年10月２日

（第１期分）

計

17件

令和５年度
市民税・県民税

（普通徴収）

第２期

分以降

令和５年10月２日

（第２期分）

計

87件

令和５年度
市民税・県民税

（普通徴収）

８月

随時分

以降

令和５年10月２日

（８月随時分）

計

16件

令和５年度
市民税・県民税

（普通徴収）

８月

随時分

以降

令和５年10月31日

（８月随時分）

計

３件

令和５年度

（令和４年

度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）

８月

随時分

令和５年10月２日

（８月随時分）

計

３件

令和５年度

（令和４年

度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）

９月

随時分

令和５年10月２日

（９月随時分）

計

１件

令和４年度
市民税・県民税

（普通徴収）

第１期

分以降

令和５年10月２日

（第１期分）

計

１件

令和５年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

８月

随時分

以降

令和６年１月４日

（８月随時分）

計

２件

令和５年度

（令和４年

度課税分）

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

９月

随時分

令和５年10月２日

（９月随時分）

計

１件

令和５年度
軽自動車税

（種別割）
全期分

令和５年10月２日

（全期分）

計

１件

� （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第117号

次の市税に係る税額決定通知書を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条

例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公

告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限

件数

・

備考

令和５年度

市民税・県民税

（公的年金から

の特別徴収）

計２件

� （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第118号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。
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令和５年９月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

� （別紙省略）

上 下 水 道 局 規 程

川崎市上下水道局規程第27号

川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に

関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和５年９月28日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇

格、昇給等に関する規程の一部を改正する

規程

川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に

関する規程（昭和47年川崎市水道局規程第18号）の一部

を次のように改正する。

別表第６中

「

145,500

145,500

145,500

148,100

　　　　　　　」

を

「

150,600

150,600

150,600

150,600

　　　　　　　」

に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この規程は、令和５年10月１日から施行する。

（在職者調整）

２�　この規程の施行の日（以下「施行日」という。）前

から引き続き在職する職員で、その者の施行日におけ

る給料月額が、その者が施行日の前日に退職し、施行

日に再び採用されたものとした場合の採用年齢に対応

する改正後の川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇

格、昇給等に関する規程（以下「改正後の規程」とい

う。）別表第６に定める年齢別最低保障額表に掲げる

金額を下回ることとなる者については、その者の号給

を、施行日の前日にその者が退職し、施行日に再び採

用されたものとした場合に改正後の規程の規定を適用

して得られる号給に調整することができる。

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第50号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の指定更新について

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定更新したので、同規程第９条第２号の規定により

告示します。

令和５年９月19日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第740号

氏名又は名称　株式会社小泉水道工務店

住　　　　所　横浜市中区千代崎町四丁目97番地12

代 表 者 氏 名　小泉　太一

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

２�　指 定 番 号　第1009号

氏名又は名称　株式会社和光設備

住　　　　所　�横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目11

番19号

代 表 者 氏 名　明石　健二

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

３�　指 定 番 号　第1025号

氏名又は名称　東洋ユニオン株式会社

住　　　　所　横浜市神奈川区羽沢南二丁目38番１号

代 表 者 氏 名　加藤　宣明

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

４�　指 定 番 号　第1047号

氏名又は名称　長瀬管工事有限会社

住　　　　所　横浜市泉区中田西四丁目21番７号

代 表 者 氏 名　長瀬　優二

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

５�　指 定 番 号　第1061号

氏名又は名称　株式会社ミナミ設備サービス

住　　　　所　横浜市南区別所二丁目20番３号

代 表 者 氏 名　野中　秀樹

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

６�　指 定 番 号　第1072号

氏名又は名称　有限会社飯盛工業
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住　　　　所　川崎市宮前区菅生二丁目20番14号

代 表 者 氏 名　飯盛　拓也

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

７�　指 定 番 号　第1088号

氏名又は名称　株式会社ＫＥＩＺＯ

住　　　　所　相模原市緑区谷ヶ原二丁目９番18号

代 表 者 氏 名　大貫　恵三

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

８�　指 定 番 号　第1095号

氏名又は名称　株式会社テクノス三和

住　　　　所　神奈川県大和市渋谷五丁目18番地１

代 表 者 氏 名　中村　豊

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

９�　指 定 番 号　第1099号

氏名又は名称　岳南建興株式会社

住　　　　所　横浜市保土ヶ谷区仏向町1009番地32

代 表 者 氏 名　渡邊　伸幸

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

10�　指 定 番 号　第1108号

氏名又は名称　株式会社ヤマシタ

住　　　　所　川崎市多摩区長尾三丁目７番11号

代 表 者 氏 名　山下　圭介

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

11�　指 定 番 号　第1119号

氏名又は名称　株式会社ブレンナ設備

住　　　　所　川崎市宮前区西野川二丁目18番36号

代 表 者 氏 名　石原　宗一郎

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

12�　指 定 番 号　第1127号

氏名又は名称　北浦産業

住　　　　所　�川崎市多摩区菅馬場１丁目12番32

号グリーンハイツ大前201

代 表 者 氏 名　千葉　禎樹

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

13�　指 定 番 号　第1130号

氏名又は名称　オザワ総合設備

住　　　　所　東京都稲城市坂浜543番地の３

代 表 者 氏 名　小澤　正明

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

14�　指 定 番 号　第1143号

氏名又は名称　有限会社猿渡設備工業所

住　　　　所　東京都世田谷区岡本一丁目32番３号

代 表 者 氏 名　猿渡　順一

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

15�　指 定 番 号　第1156号

氏名又は名称　あかね有限責任事業組合

住　　　　所　東京都稲城市矢野口305番地

代 表 者 氏 名　本多　あかね

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

16�　指 定 番 号　第1186号

氏名又は名称　大和建設工業株式会社

住　　　　所　�相模原市中央区上溝三丁目20番14

－101号

代 表 者 氏 名　箭川　孝広

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

17�　指 定 番 号　第1192号

氏名又は名称　紫洋建設株式会社

住　　　　所　�神奈川県藤沢市片瀬四丁目18番24

～ 510号

代 表 者 氏 名　傍示　洋

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

18�　指 定 番 号　第1200号

氏名又は名称　三起株式会社

住　　　　所　横浜市瀬谷区上瀬谷町32番地の２

代 表 者 氏 名　林　紀久

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

19�　指 定 番 号　第1201号

氏名又は名称　株式会社イー・エキップ

住　　　　所　東京都港区高輪二丁目16番５号

代 表 者 氏 名　上田　純

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

20�　指 定 番 号　第1204号

氏名又は名称　株式会社ブルーライン

住　　　　所　�東京都品川区西五反田一丁目21番

10号

代 表 者 氏 名　清水　謙二

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

21�　指 定 番 号　第1205号

氏名又は名称　有限会社伊東工業

住　　　　所　横浜市栄区桂台東３番６号

代 表 者 氏 名　伊東　大助
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指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

22�　指 定 番 号　第1208号

氏名又は名称　株式会社アシストワークス

住　　　　所　横浜市都筑区中川七丁目３番３号

代 表 者 氏 名　山村　昭次

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

23�　指 定 番 号　第1219号

氏名又は名称　ビッグ商会

住　　　　所　�東京都武蔵村山市三ツ木５丁目30

番地の24

代 表 者 氏 名　井上　勝

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

24�　指 定 番 号　第1226号

氏名又は名称　有限会社小島屋

住　　　　所　�川崎市多摩区宿河原二丁目12番４

－101号

代 表 者 氏 名　小嶋　章浩

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

25�　指 定 番 号　第1237号

氏名又は名称　モチダ設計

住　　　　所　横浜市神奈川区羽沢町1067番地の３

代 表 者 氏 名　餅田　益夫

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

26�　指 定 番 号　第1240号

氏名又は名称　Ｏｃｈｏｇａｔｏ

住　　　　所　�神奈川県鎌倉市浄明寺１丁目９番

23号

代 表 者 氏 名　長尾　直亮

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

27�　指 定 番 号　第1245号

氏名又は名称　有限会社土屋工業

住　　　　所　横浜市港北区篠原町3072番地

代 表 者 氏 名　土屋　高規

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

28�　指 定 番 号　第1254号

氏名又は名称　有限会社広瀬工業

住　　　　所　�川崎市宮前区神木本町四丁目18番

８号

代 表 者 氏 名　廣瀬　昭三

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

29�　指 定 番 号　第1262号

氏名又は名称　有限会社須藤工業

住　　　　所　相模原市緑区東橋本二丁目13番17号

代 表 者 氏 名　須藤　治代

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

30�　指 定 番 号　第1265号

氏名又は名称　�株式会社ジェイエーアメニティー

ハウス

住　　　　所　神奈川県平塚市八重咲町３番３号

代 表 者 氏 名　今井　洋一

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

31�　指 定 番 号　第1275号

氏名又は名称　株式会社前田設備

住　　　　所　横浜市青葉区さつきが丘６番地11

代 表 者 氏 名　前田　昭広

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

32�　指 定 番 号　第1292号

氏名又は名称　前澤給装工業株式会社

住　　　　所　東京都目黒区鷹番二丁目14番４号

代 表 者 氏 名　谷合　祐一

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

33�　指 定 番 号　第1307号

氏名又は名称　アサヒ技研株式会社

住　　　　所　東京都町田市成瀬台二丁目27番地13

代 表 者 氏 名　長谷川　勝也

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

34�　指 定 番 号　第1318号

氏名又は名称　ロイヤルホームセンター株式会社

住　　　　所　大阪市西区阿波座一丁目５番16号

代 表 者 氏 名　中山　正明

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

35�　指 定 番 号　第1321号

氏名又は名称　株式会社プラストフォー

住　　　　所　�横浜市都筑区茅ヶ崎南一丁目９番

12号

代 表 者 氏 名　倉科　充晃

指 定 更 新 日　令和５年９月19日

有 効 期 限　令和10年９月29日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第51号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の指定について
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（案件１）

競争入札に

付する事項
件　　 名 令和５年度　宮前区ほか汚泥圧送管実施設計委託第22号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示

します。

令和５年９月28日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第1921号

氏名又は名称　株式会社ＪＵＮコーポレーション

住　　　　所　東京都世田谷区瀬田二丁目27番３号

代 表 者 氏 名　高野　祐二

指 定 年 月 日　令和５年10月１日

有 効 期 限　令和10年９月30日

２�　指 定 番 号　第1922号

氏名又は名称　株式会社市川電設

住　　　　所　相模原市中央区清新四丁目８番11号

代 表 者 氏 名　市川　雄士

指 定 年 月 日　令和５年10月１日

有 効 期 限　令和10年９月30日

３�　指 定 番 号　第1923号

氏名又は名称　株式会社クリア

住　　　　所　�東京都新宿区高田馬場三丁目３番

１号４Ｂ号

代 表 者 氏 名　髙橋　学

指 定 年 月 日　令和５年10月１日

有 効 期 限　令和10年９月30日

４�　指 定 番 号　第1924号

氏名又は名称　リード株式会社

住　　　　所　川崎市中原区新城一丁目15番14号

代 表 者 氏 名　安田　民鵬

指 定 年 月 日　令和５年10月１日

有 効 期 限　令和10年９月30日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第52号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の指定事項の変更について

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定事項の変更を行いま

したので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

令和５年９月28日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第1606号

氏名又は名称　株式会社ホゼン

住　　　　所　東京都豊島区南池袋二丁目34番５号

代 表 者 氏 名　（新）米澤　昭洋

　　　　　　　（旧）髙橋　均

変 更 年 月 日　令和５年６月30日

２�　指 定 番 号　第1850号

氏名又は名称　株式会社タカギ

住　　　　所　�北九州市小倉南区石田南二丁目４

番１号

代 表 者 氏 名　（新）髙城　いづみ

　　　　　　　（旧）髙城　壽雄

変 更 年 月 日　令和５年６月８日

３�　指 定 番 号　第1876号

氏名又は名称　株式会社上田設備

住　　　　所　（新）�川崎市宮前区小台二丁目16

番地２�

　　　　　　　（旧）�川崎市宮前区宮崎二丁目７番

地43エスティー宮崎台１Ｆ

代 表 者 氏 名　上田　淳

変 更 年 月 日　令和５年８月７日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第53号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の廃止について

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止を行いました

ので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

令和５年９月28日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第1579号

氏名又は名称　株式会社ｅ－ｓｔｙｌｅ

住 所　千葉県四街道市大日2165番１号

代 表 者 氏 名　木村　孝義

廃 止 年 月 日　令和５年９月８日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第72号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月19日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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競争入札に

付する事項

履行場所 川崎市宮前区地内ほか

履行期間 令和６年６月28日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」で登録されている者

⑷�　平成30年度以降に契約した、耐震実施設計（ﾚﾍﾞﾙ1, ２）業務を含む、下水道管路施設の新設・

詳細設計（開削工法)に係わる実施設計委託業務の元請けとしての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳに

より確認できること。

⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月12日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度入江崎水処理センターほか消防用設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「消防設備保守点

検」で登録されている者

⑹�　平成20年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した消防用設備保守点検業務委

託の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑺�　本業務委託の対象施設に設置されている消防用設備について、平成16年消防庁告示第10号及び

消防法施行規則第33条の３に基づく、消防用設備の種類に対応した次のア及びイの免状を保有す

る者を配置できること。

　ア�　消防設備士免状

　イ�　電気工事士免状又は電気主任技術者免状
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参 加 資 格
　�　また、ア及びイの免状を有する者は、直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、

派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月12日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度　川崎区既設管実態調査委託第29号

履行場所 川崎市川崎区地内

履行期間 135日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れている者

⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「下水管きょテレ

ビカメラ調査」で登録されている者

⑸�　次のア又はイのいずれか１つの要件を満たすこと。

　ア�　平成30年度以降に契約した、既設管実態調査委託について、元請けとしての履行完了実績を

ＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　イ�　管径250 ～ 700㎜の下水道本管内の状況を調査可能な機器を自社で所有していること。かつ、

下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士（調査）のい

ずれかの資格を有する者を配置できること。なお、当資格者は、受注者との間で直接的かつ恒

常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用

関係にあるとはいえません。）があることが必要

⑹�　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配

置できること。なお、当資格者は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在

籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）がある

ことが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月12日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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川崎市上下水道局公告第73号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月19日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高石３号配水管900ｍｍ布設に伴う詳細設計業務委託

履行場所
自：宮前区潮見台４－１先

至：宮前区菅生４－５－18先

履行期間 令和６年９月27日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」で登録されている者

⑷�　業務責任者及び審査担当者として、技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく上下水道部門「上

水道及び工業用水道」として登録されている技術士の資格を有する者を配置できること。

　�　なお、業務責任者と審査担当者は兼務することはできません。

　�　また、業務責任者及び審査担当者は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関

係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）

があることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月12日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 白幡台１丁目200ｍｍ～ 75ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自:宮前区白幡台２－３－１先

至:宮前区南平台20－60先

履行期間 契約の日から305日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件
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参 加 資 格

　ア�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ�　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。

　エ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　カ�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　キ�　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」で登録されていること。

　イ�　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ�　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　イ　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ�　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月25日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶�　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 田町１丁目200ｍｍ～ 100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区大師河原２－５－10先

至：川崎区塩浜１－３－10先　ほか１件

履行期間 契約の日から335日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件

　ア�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ�　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。

　エ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　カ�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　キ�　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」で登録されていること。

　イ�　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ�　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　イ�　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ�　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月25日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶�　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 末長１丁目200ｍｍ～ 75ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：高津区末長１－７－26先

至：高津区久本２－11－34先　ほか３件

履行期間 契約の日から470日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件

　ア�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ�　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。

　エ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　カ�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　キ�　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」で登録されていること。

　イ�　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ�　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件
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参 加 資 格

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　イ�　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ�　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月25日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶�　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 木月下水幹線その12工事

履行場所 川崎市中原区今井仲町地内

履行期間 契約の日から245日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件

　ア�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ�　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。

　エ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」

ランク「Ａ」で登録されていること。

　カ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。
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参 加 資 格

　キ�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク�　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ�　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月25日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶�　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南加瀬地区ほか下水枝線第18号工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４丁目、小倉４丁目地内ほか

履行期間 契約の日から225日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」、ランク「Ａ」で登録され

ていること。
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参 加 資 格

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月16日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 光ネットワークシステム改築その４工事

履行場所 川崎市中原区上平間2069ほか

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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川崎市上下水道局公告第74号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月26日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

参 加 資 格

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑺�　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　�　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月16日　午後２時30分　（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度　川崎区ほか既設管実態調査委託第30号

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期間 235日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れている者

⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「下水管きょテレ

ビカメラ調査」で登録されている者

⑸�　次のア又はイのいずれか１つの要件を満たすこと。

　ア�　平成30年度以降に契約した、既設管実態調査委託について、元請けとしての履行完了実績を

ＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　イ�　管径150 ～ 700㎜の下水道本管内の状況を調査可能な機器を自社で所有していること。かつ、

下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士（調査）のい

ずれかの資格を有する者を配置できること。なお、当資格者は、受注者との間で直接的かつ恒

常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用

関係にあるとはいえません。）があることが必要

⑹�　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配

置できること。なお、当資格者は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在
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参 加 資 格
　籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）がある

　ことが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月19日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度加瀬水処理センターほか消防用設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「消火設備保守点

検」で登録されている者

⑹�　平成20年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した消防用設備保守点検業務委

託の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑺�　本業務委託の対象施設に設置されている消防用設備について、平成16年消防庁告示第10号及び

消防法施行規則第33条の３に基づく、消防用設備の種類に対応した次のア及びイの免状を保有す

る者を配置できること。

　ア�　消防設備士免状

　イ�　電気工事士免状又は電気主任技術者免状

　�　また、ア及びイの免状を有する者は、直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、

派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月19日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。
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川崎市上下水道局公告第75号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月26日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

そ　の　他

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度　中原区下水幹線実施設計委託第27号

履行場所 川崎市中原区地内

履行期間 令和６年９月30日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」で登録されている者

⑷�　平成30年度以降に契約した、次のア及びイ２つの条件に係わる業務委託について、元請けとし

ての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。なお、ア及びイの実績については、同

一業務委託でなくとも可とする。

　ア�　日本下水道協会発行の「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン�-2017年版-」

に基づく、短辺内径800㎜以上の矩形管きょについての更生工法（複合管）に係わる基本設計ま

たは詳細設計

　イ�　下水道管路施設における耐震実施設計（ﾚﾍﾞﾙ1,ﾚﾍﾞﾙ２）業務を含む、改築・詳細設計（管更

生工法）に係わる実施設計

⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～エは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

　ア�　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

　エ�　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年10月19日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項
件　　 名 令和５年度北部下水管内取付管布設第３号工事
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競争入札に

付する事項

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期間 契約の日から令和６年７月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月23日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土橋地区下水枝線第65号工事

履行場所 川崎市宮前区土橋１丁目地内

履行期間 契約の日から335日間
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参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月23日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土橋６丁目350ｍｍ～ 75ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区土橋６－１－７先

至：宮前区土橋１－16－４先　ほか１件

履行期間 契約の日から265日間

参 加 資 格 ⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑺�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が60点以上であること。

⑻�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽�　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑾�　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年10月23日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター旧管理公舎解体工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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上下水道局公告（調達）

川崎市上下水道局公告（調達）第25号

落札者等の公示

川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

令和５年10月10日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　調達の名称及び数量

　⑴�　高分子凝集剤１ｔ（単価契約）（下水）

高分子凝集剤

　　　　　　　　　　　　　　　　　約105ｔ

　⑵�　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ（単

価契約）

水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム

　　　　　　　　　　　　　　　　　約1020ｔ

２�　契約事務担当課の名称及び所在地

財政局資産管理部契約課

川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

３�　落札者を決定した日

　⑴�　高分子凝集剤１ｔ（単価契約）（下水）

令和５年８月29日

　⑵�　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ（単

価契約）

令和５年９月４日

４�　落札者の氏名及び住所

　⑴�　高分子凝集剤１ｔ（単価契約）（下水）

葵薬品産業　株式会社

川崎市川崎区本町１丁目５番地15

代表取締役　間瀬　良夫

　⑵�　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ（単

価契約）

株式会社　泰山堂

川崎市川崎区駅前本町15番地１

代表取締役　金成　敏史

５�　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　⑴�　高分子凝集剤１ｔ（単価契約）（下水）

参 加 資 格

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　解体工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「解体」）を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年10月18日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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895,000円

　⑵�　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ（単

価契約）

42,000円

６�　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７�　入札の公告を行った日

　⑴�　高分子凝集剤１ｔ（単価契約）（下水）

令和５年７月10日

　⑵�　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ（単

価契約）

令和５年７月25日

交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第21号

川崎市貸切自動車条例施行規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

令和５年９月29日

� 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

� 交通局長　中　上　一　夫　　

川崎市貸切自動車条例施行規程の一部を改

正する規程

川崎市貸切自動車条例施行規程（平成17年交通局規程

第３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「、次の表に定める運賃の額の上限額

から」を「、条例第２条第１項に定める額から次の表に

掲げる運賃の」に改め、同項の表中

「

上限額 下限額

7,680円 5,310円

6,480円 4,490円

5,560円 3,850円

170円 120円

150円 100円

120円 80円

　　　　　　　　　　　　　」

を

「

下限額

6,580円

5,560円

4,770円

160円

140円

120円

　　　　　　」

に改め、同条第２項第１号中「、次に掲げる上限額と」

を「、条例第２条第２項に定める額から次の表に掲げる」

に改め、同項の表中

「

上限額 下限額

3,080円 2,130円

40円 30円

　　　　　　　　　　　　　」

を

「

下限額

2,430円

40円

　　　　　　　　」

に改め、同項第２号中「額以内の額」を「額」に改め、同

項第３号中「車両で、車両購入価格」を「車両又は車両

購入価格」に、「運賃の額に２分の１」を「条例第２条第

２項に定める額以内の額で、運賃の額に設備や購入価格

等を勘案した割増率」に改める。

第４条第１項中「定める団体に対しては、第２条の運

賃に当該各号に定める割合で」を「掲げる団体に対して

は、それぞれ次に掲げる範囲内において、局長が定める」

に改め、同項第１号中「２割引。」を「第２条第１項の

運賃の下限額で前条第１項の規定により計算した額を下

回らない額」に改め、同号ただし書きを削り、同項第２

号中「３割引。」を「第２条第１項の運賃の下限額で前

条第１項の規定により計算した額を下回らない額」に改

め、同号ただし書きを削り、同条第２項中「率」を「割

引額」に改める。

第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条から第17

条までを１条ずつ繰り上げる。

附　則

（施行期日）

１�　この規程は、令和５年10月１日から施行する。

（経過措置）

２�　改正後の規程第２条の規定は、この規程の施行の日

以後に締結する契約に係る貸切自動車の運賃及び料金

について適用し、同日前に締結した契約に係る貸切自

動車の運賃及び料金については、なお従前の例による。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第22号

川崎市交通局障がい者用ＩＣカード取扱規程の一部を

改正する規程を次のように定める。

令和５年９月29日

� 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

� 交通局長　中　上　一　夫　　

川崎市交通局障がい者用ＩＣカード取扱規
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程の一部を改正する規程

川崎市交通局障がい者用ＩＣカード取扱規程（令和５

年交通局規程第４号）の一部を次のように改正する。

第１条中「障がい者ＩＣカード」を「障がい者用ＩＣ

カード」に改める。

第12条第１項第５号を次のように改める。

　⑸�　使用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って障が

い者用ＩＣＳＦカードを購入し、又は使用した場合

第25条第１項第６号を次のように改める。

　⑹�　使用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って障が

い者用ＩＣ定期乗車券を購入し、又は使用した場合

附　則

この規程は、令和５年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第23号

川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正す

る規程を次のように定める。

令和５年９月29日

� 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

� 交通局長　中　上　一　夫　　

川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一

部を改正する規程

川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和29年交通

部規程第６号）の一部を次のように改正する。

第28条を次のように改める。

（横浜市敬老特別乗車証、横浜市福祉特別乗車券及び

横浜市特別乗車券）

第�28条　次の無料乗車券は、協議系統のうち横浜市内の

停留所を含む区間に限り使用できるものとする。ただ

し、第２号及び第３号に規定する無料乗車券は、横浜

市外の停留所において乗車し、かつ、降車する場合は

使用できない。

　⑴�　横浜市敬老特別乗車証条例（平成15年横浜市条例

第30号）の規定により交付される敬老特別乗車証

　⑵�　横浜市福祉特別乗車券条例（平成25年横浜市条例

第１号）の規定により交付される横浜市福祉特別乗

車券

　⑶�　横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則（昭和41

年横浜市規則第38号）の規定により交付される横浜

市特別乗車券

附　則

この規程は、令和５年10月１日から施行する。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第47号

入　　札　　公　　告

工事請負契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年９月20日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下

「建築契約係」といいます。）

電話：044‐200‐2100

窓口：�令和５年11月に本庁舎に移転しますので、

移転前と移転後で次のとおり変更になりま

す。

　　　　ア�　令和５年11月５日まで　�川崎市川崎区宮本

町６番地　明治安

田生命ビル13階

　　　　イ�　令和５年11月６日以降　�川崎市川崎区宮本

町１番地　本庁舎

16階

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧することができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に建築契約係窓口で受付けます。

　　イ�　競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競

争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要

があります。

　　（�）�川崎市病院局契約規程第２条の規定に該当し

ないこと。

　　（�）�川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（�）�法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（�）�本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行す

ること。
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（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 崎病院救命救急センター新築その他工事

履行場所 川崎市川崎区新川通12番１号

履行期間 契約の日から令和７年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構

成員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）又は単体企

業でなければなりません。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割

合を上回らなければいけません。

⑴�　特定ＪＶの資格条件

　ア　全ての構成員に必要な条件

　（ア）川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　（イ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　（ウ）次のａからｃのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　　ａ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　　ｂ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　ウ�　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案

件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別

途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申

込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す

ることはできません。

　⑸�　入札及び開札について

　　ア�　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま

た、開札は別紙の案件ごとに定める日時におい

て、次の場所で執行します。

　　　�　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（川

崎市川崎区宮本町１番地）本庁舎16階

　　イ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　�　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を提出しなければなりません。

　　ウ�　入札保証金は免除します。

　　エ�　落札者の決定方法

　　　�　別紙の案件ごとに契約規程第14条の規定に基づ

いて作成した予定価格の範囲内の金額で入札した

者のうち、総合評価点の最も高い者を落札候補者

とします。また、最も高い者が複数ある場合には、

くじにより落札候補者を決定します。なお、入札

書記載金額の最も低い者が予定価格を上回り、落

札者候補者を決定できないときは、翌日に再度入

札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま

す。

　　（�）総合評価点の算出方法

　　　　�　総合評価点の算出方法については、「発注情報

詳細」において明示します。

　　（�）価格失格基準について

　　　　�　価格失格基準の設定の有無については、「発注

情報詳細」において明示します。

　　（�）落札者の決定

　　　　�　当該落札候補者について入札参加資格を満た

しているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格(税抜)を下

回っている場合には、併せてその者の入札価格

による当該契約の適正な履行の確保についての

適否を判断し、落札者として決定します。これ

ら審査等の結果、当該落札候補者に資格がない

と認めたとき又はその者の入札価格によっては、

当該契約の適正な履行が確保されない恐れがあ

ると認められるときは、当該入札を無効とし、

順次、総合評価点の高い入札者について、必要

に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定

します。

　　オ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑹�　契約の締結について

契約書の作成を必要とします。

詳細については、各案件の「発注情報詳細」及び

「川崎市病院局入札契約に関する共通事項（工事・

病院局・総合評価一般競争入札）」を御覧ください。
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競 争 参 加 資 格

　　　ｃ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　（エ）�令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　（オ）�「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。

　（カ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　（キ）本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

　イ　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　（ア）�令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

　（イ）�建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　（ウ）�監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけ

ればなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、

それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

　ウ　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　（ア）�令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　（イ）建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（ウ）主任技術者（業種「建築」）を専任で配置できること。

　　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけ

ればなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

⑵�　単体企業の資格条件

　�　上記「⑴特定ＪＶの資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び「イ　特定

ＪＶの代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）を下回り、「下請契約に関す

る誓約書」を提出した場合は、⑴イ（イ）については一般建設業の許可でも可とし、⑴イ（ウ）

については主任技術者でも可とします。

申 込 締 切 日 令和５年９月29日㈮まで受付けます。

予 定 価 格 未定

入 札 保 証 金 免除とします。

低 入 札 調 査

基 準 価 格
設定します。

郵便入札締切日 令和５年11月１日㈬必着

開 札 日 令和５年11月９日㈭午前10時00分

そ の 他

⑴�　病院局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用し

ます。

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及

び「川崎市入札契約に関する共通事項（工事・病院局・総合評価一般競争入札）」に定めると

ころによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、

落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決

定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を

得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工

事請負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げ

る事項を定めます。
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川崎市病院局公告第48号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15

分）。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和５・６年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（�）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（�）�川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（�）�法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（�）�本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行す

ること。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸�　仕様等に関する問合せの方法について

仕様等に関する問合せは、別紙の案件ごとに定め

られた期間に質問書（様式は病院局入札情報のペー

ジで取得できます。）により受け付けます（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く午前８時30分～正午及

び午後１時～午後５時15分）｡

電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

また、提出された質問書は、１⑴の照会窓口に回

答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

なお、回答後に再質問は受け付けません。また、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

　⑹�　入札及び開札について

　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ�　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ�　入札保証金は免除します。

　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定

価格を上回り、落札者を決定できないときは、再

度入札を行います。ただし、その前回の入札が参

加者心得の規定により無効とされた者及び開札に

そ の 他
⑷�　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和５年

10月頃）を要します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 令和５年度川崎病院給食用米穀の単価契約（11月～３月期）

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１�（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和５年11月１日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「食料品」

種　目�「食料品」

地域区分 「市内」、「準市内」

そ の 他

　競争参加申込時に、銘柄など納品予定米が仕様書中「１�品名」に定める仕様を満

たすことがわかる書面を提出すること。（書面審査の結果によっては、サンプル品の

提出を求める場合がございます。）

競争参加の申込 令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年10月18日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 令和５年度井田病院給食用米穀の単価契約（11月～３月期）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１�（川崎市立井田病院）

履行期間 令和５年11月１日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「食料品」

種　目�「食料品」

地域区分 「市内」、「準市内」

そ の 他

　競争参加申込時に、銘柄など納品予定米が仕様書中「１�品名」に定める仕様を満

たすことがわかる書面を提出すること。（書面審査の結果によっては、サンプル品の

提出を求める場合がございます。）

競争参加の申込 令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年10月18日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺�　契約の締結について

落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ�　契約書の作成を必要とします。

　⑻�　その他

この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによりま

す。
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（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

川崎市病院局公告第49号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月25日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する全身麻酔器の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１�（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年10月18日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する医用画像解析ネットワークシステムの調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和５年10月18日　午前10時00分

※　川崎市病院局公告第49号　案件４　と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９�　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────



川 崎 市 公 報
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（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階　電話044－200－3857（直通）

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15

分）。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和５・６年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参

加者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加

資格のほか、次の全ての条件を満たす必要があ

ります。

　　（�）�契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（�）�川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（�）�法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（�）�本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行す

ること。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸�　仕様等に関する問合せの方法について

仕様等に関する問合せは、別紙の案件ごとに定め

られた期間に質問書（様式は病院局入札情報のペー

ジで取得できます。）により受け付けます（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く午前８時30分～正午及

び午後１時～午後５時15分）｡

電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

また、提出された質問書は、１⑴の照会窓口に回

答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

なお、回答後に再質問は受け付けません。また、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

　⑹�　入札及び開札について

　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ�　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受

けた旨の書面を事前に提出しなければなりませ

ん。

　　エ�　入札保証金は免除します。

　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価

格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な

入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は調査を行うことがあるほ

か、最低制限価格が設定されている案件について

は、その価格に満たない価格で入札した者の入札

は無効とします。入札書記載金額の最も低い者が

予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、再度入札を行います。ただし、その前回の入

札が参加者心得の規定により無効とされた者及

び開札に立会わない者は再度入札に参加できま

せん。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺�　契約の締結について

落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ�　契約書の作成を必要とします。

　⑻�　その他

この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによりま

す。
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（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎市立川崎病院　診断書作成支援システム構築業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和６年１月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「電算関連業務」

種　　目　「その他の電算関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年10月18日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎外壁打診検査業務委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期間 契約締結日から令和６年３月15日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　　種　「施設維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年10月18日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書【別紙　図面】については、競争参加資格があると認められた事業者に対して、競争参

加資格確認書とともに交付します。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院中型搬送設備用パソコン配線敷設業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年12月26日まで

競 争 参 加 資 格
名 簿 の

登　 録
業　　種　「施設維持管理」
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（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

川崎市病院局公告第50号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年９月26日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

競 争 参 加 資 格
地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年９月25日から令和５年10月10日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月25日から令和５年10月10日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年10月25日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書【別紙　図面】については、競争参加資格があると認められた事業者に対して、競争参

加資格確認書とともに交付します。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院医用画像解析ネットワークシステム保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 納入日から72か月間(納入日から12か月間の無償保証期間を含む)

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「医療関連業務」

種　　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月25日から令和５年10月２日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和５年10月18日　午前10時00分

※　川崎市病院局公告第48号　案件４　と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９�　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 イントラネットパソコン用ウイルス対策ソフトライセンス

履行場所
川崎市川崎区砂子１－８－９川崎御幸ビル７階

（川崎市病院局経営企画室）

履行期間 契約締結日から令和５年11月４日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「コンピュータ」

種　　目　「ソフトウェア・消耗品」

地域区分 設定しません。

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分）。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和５・６年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（�）�契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（�）�川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（�）�法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（�）�本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行す

ること。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸�　仕様等に関する問合せの方法について

仕様等に関する問合せは、別紙の案件ごとに定め

られた期間に質問書（様式は病院局入札情報のペー

ジで取得できます。）により受け付けます（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く午前８時30分～正午及

び午後１時～午後５時15分）｡

電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

また、提出された質問書は、１⑴の照会窓口に回

答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

なお、回答後に再質問は受け付けません。また、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

　⑹�　入札及び開札について

　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ�　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ�　入札保証金は免除します。

　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定

価格を上回り、落札者を決定できないときは、再

度入札を行います。ただし、その前回の入札が参

加者心得の規定により無効とされた者及び開札に

立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺�　契約の締結について

落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ�　契約書の作成を必要とします。

　⑻�　その他

この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。
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教 育 委 員 会 規 則

川崎市教育委員会規則第11号

川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

令和５年９月20日

� 川崎市教育委員会　　　

� 教育長　小田嶋　満　　

川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則の

一部を改正する規則

川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則（平成15年川

崎市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項中「在学する学校の長（以下「校長」とい

う。）を経て」を削り、同項に後段として次のように加える。

この場合において、委員会は、必要があると認めると

きは、当該申請を行った者（以下「申請者」という。）

に対し、申請書以外の書類の提出を求めることができる。

第７条第２項及び第３項を次のように改める。

２�　委員会は、前項前段の規定による提出があったとき

は、申請者が在学する学校の長（以下「校長」という。）

にその旨を通知するものとする。

３�　校長は、前項の規定による通知があったときは、奨

学生推薦書を作成し、委員会に提出するものとする。

この場合において、委員会は、必要があると認めると

きは、校長に対し、奨学生推薦書以外の書類の提出を

求めることができる。

第７条第４項を第５項とし、同条第３項の次に次の１

項を加える。

４�　第１項の規定にかかわらず、同項の規定による提出

は、電子情報処理組織（本市の使用に係る電子計算機

と希望者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法

により行うことができる。

第10条第３項中「校長を経て」を削る。

附　則

この規則は、令和５年11月10日から施行する。

監 査 告 示

川崎市監査告示第６号

包括外部監査人の監査に関する事務の補助

について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第２

項の規定により、包括外部監査人小俣雅弘の監査に関す

る事務を次の者に補助させることについて協議が調った

ので、次のとおり告示します。

令和５年９月15日

� 川崎市監査委員　　　　　大　村　研　一　　

� 同　　　　　　　　　　　川　上　善　行　　

� 同　　　　　　　　　　　石　田　康　博　　

� 同　　　　　　　　　　　かわの　忠　正　　

氏　名 住　所 補助させる期間

麥野　順一郎

神奈川県川崎市川崎区

榎町６番３－803号　

Flats�ＴＡＨＩＣＯ

令和５年９月15日から

令和６年３月31日まで

監 査 公 表

 ５川監公第７号　　

 令和５年10月10日　　

監査の結果について（公表）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及

び第４項の規定により監査を行いましたので、同条第９

項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表

します。

� 川崎市監査委員　大　村　研　一　　

� 同　　　　　　　川　上　善　行　　

� 同　　　　　　　石　田　康　博　　

� 同　　　　　　　かわの　忠　正　　

競 争 参 加 資 格 そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年９月26日から令和５年10月10日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年９月26日から令和５年10月10日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年10月25日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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）
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定
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工

事
）
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２
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査

の
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局
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監
査
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範
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和
３
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及
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４
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し
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工
事
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設
計

等
業

務
委

託
 

４
 

監
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の
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令

和
５

年
４
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１

日
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令

和
５

年
９

月
２

６
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５
 

監
査
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方
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監
査
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た
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事
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び
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務
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３
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４
件

、
業

務
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さ
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。
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施
工
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の
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２
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。
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す
る
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っ
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適
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め
ら
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高
所

作
業

時
の
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工

管
理

に
当

た
り

、
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督
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。
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住
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４
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く
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８
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く
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進
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削
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の
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に
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掘
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時
の
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工

管
理

に
当

た
り

、
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督
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は
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事
故

の
未
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め
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よ
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。
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の
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果
 

川
崎

市
監

査
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令
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２
年

川
崎

市
監

査
訓
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１
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監

査
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安

全

か
つ

適
切

に
工

事
を

執
行

さ
れ

た
い

。
 

（
１

）
高

所
作

業
時

の
安

全
に

関
す

る
指

導
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

中
野

島
住

宅
新

築
第

５
号

工
事

は
、

市
営

住
宅

の
新

築
を

行
う

も
の

で
あ

り
、

柿
生

小
学

校
校

舎
増

築
そ

の
他

工
事

は
、

校
舎

の
増

築
及

び
既

存
校

舎
の

改
修

を
行

う
も

の

で
あ

り
、

白
鳥

中
学

校
体

育
館

改
修

そ
の

他
工

事
は

、
既

存
体

育
館

の
改

修
を

行
う

も

の
で

あ
る

。
 

高
所

作
業

時
の

安
全

対
策

に
つ

い
て

は
、

労
働

安
全

衛
生

規
則

（
昭

和
４

７
年

労
働

省
令

第
３

２
号

）
第

５
１

９
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

高
さ

が
２

メ
ー

ト
ル

以
上

の
作

業

床
の

端
、

開
口

部
等

で
墜

落
に

よ
り

労
働

者
に

危
険

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

箇
所

に

は
、

囲
い

、
手

す
り

、
覆

い
等

（
以

下
「

囲
い

等
」

と
い

う
。

）
を

設
け

な
け

れ
ば

な

ら
ず

、
同

条
第

２
項

に
よ

る
と

、
囲

い
等

を
設

け
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
と

き
又

は

作
業

の
必

要
上

臨
時

に
囲

い
等

を
取

り
外

す
と

き
は

、
防

網
を

張
り

、
労

働
者

に
要

求

性
能

墜
落

制
止

用
器

具
を

使
用

さ
せ

る
等

墜
落

に
よ

る
労

働
者

の
危

険
を

防
止

す
る

た

め
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
こ

れ
ら

の
工

事
に

お
け

る
高

所
作

業
時

の
安

全
対

策
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
高

さ
が

２
メ

ー
ト

ル
以

上
の

作
業

床
の

端
及

び
開

口
部

で
作

業
員

が
墜

落
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し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
作

業
員

に
保

護
眼

鏡
等

を
着

用
さ

せ
て

い

な
い

状
況

が
認

め
ら

れ
た

。
 

薬
液

取
扱

時
の

施
工

管
理

に
当

た
り

、
監

督
員

は
、

事
故

の
未

然
防

止
に

努
め

る
よ

う
、

請
負

者
に

対
し

て
保

護
具

着
用

の
徹

底
に

つ
い

て
指

導
さ

れ
た

い
。

 

（
工

事
番

号
４

９
）

（
病

院
局

川
崎

病
院

）
 

（
５

）
そ

の
他

改
善

を
要

す
る

も
の

 

改
善

措
置

を
要

す
る

も
の

の
う

ち
軽

易
な

事
項

で
あ

る
が

、
適

正
に

執
行

す
べ

き
も

の
が

あ
っ

た
。

そ
の

概
要

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

ア
 

工
事

引
渡

書
の

不
適

合
責

任
期

限
を

適
切

に
設

定
す

べ
き

も
の

 

工
事

引
渡

書
の

不
適

合
責

任
期

限
が

適
切

に
設

定
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

 
 

 
（

工
事

番
号

１
）

（
ま

ち
づ

く
り

局
登

戸
区

画
整

理
事

務
所

）
 

 
 

 
（

工
事

番
号

４
・

５
・

７
・

８
・

９
）

（
ま

ち
づ

く
り

局
住

宅
政

策
部

市
営

住
宅

建

替
推

進
課

）
 

イ
 

工
事

費
の

積
算

に
お

い
て

適
切

に
施

工
費

用
を

計
上

す
べ

き
も

の
 

積
算

基
準

書
の

改
定

内
容

の
確

認
が

十
分

に
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

 
 

 
（

工
事

番
号

２
）

（
ま

ち
づ

く
り

局
登

戸
区

画
整

理
事

務
所

）
 

ウ
 

工
事

費
の

積
算

に
お

い
て

適
切

な
単

価
を

採
用

す
べ

き
も

の
 

工
事

費
の

積
算

に
お

け
る

単
価

の
採

用
に

誤
り

が
あ

っ
た

事
例

 

（
工

事
番

号
２

２
）

（
ま

ち
づ

く
り

局
施

設
整

備
部

長
寿

命
化

推
進

担
当

）
 

エ
 

工
事

費
の

積
算

に
お

い
て

適
正

に
数

量
を

計
上

す
べ

き
も

の
 

舗
装

工
事

の
積

算
に

お
い

て
、

路
盤

の
層

数
に

応
じ

た
数

量
を

計
上

し
て

い
な

か

っ
た

事
例

 

（
工

事
番

号
４

７
）

（
交

通
局

自
動

車
部

管
理

課
）

 

 

4
 

橘
高

等
学

校
ほ

か
２

校
校

舎
改

修
そ

の
他

工
事

は
、

既
存

校
舎

等
に

お
け

る
ト

イ
レ

改
修

及
び

エ
レ

ベ
ー

タ
新

設
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

 

溶
接

作
業

時
の

火
災

予
防

措
置

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
火

災
予

防
条

例
（

昭
和

４
８

年
条

例
第

３
６

号
）

第
３

１
条

第
３

項
に

よ
る

と
、

溶
接

作
業

等
を

行
う

場
合

は
、

火

花
の

飛
散

、
接

炎
等

に
よ

る
火

災
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
、

不
燃

材
料

に
よ

る
遮

熱

又
は

可
燃

性
物

品
の

除
去

及
び

作
業

後
の

点
検

そ
の

他
火

災
予

防
上

必
要

な
措

置
を

講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
こ

れ
ら

の
工

事
に

お
け

る
鉄

筋
工

事
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
付

近
に

木
製

型
枠

や
ブ

ル
ー

シ
ー

ト
な

ど
の

可
燃

性
物

品
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

必

要
な

火
災

予
防

措
置

を
講

じ
な

い
ま

ま
、

溶
接

作
業

を
行

っ
て

い
る

状
況

が
一

部
認

め

ら
れ

た
。

 

火
気

使
用

時
の

施
工

管
理

に
当

た
り

、
監

督
員

は
、

火
災

の
予

防
に

努
め

る
よ

う
、

請
負

者
に

対
し

て
防

火
管

理
の

徹
底

に
つ

い
て

指
導

さ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
３

１
）

（
ま

ち
づ

く
り

局
施

設
整

備
部

長
寿

命
化

推
進

担
当

）
 

（
４

）
薬

液
取

扱
時

の
保

護
具

着
用

に
関

す
る

指
導

を
適

切
に

行
う

べ
き

も
の

 

川
崎

病
院

排
水

処
理

そ
の

他
設

備
改

修
工

事
は

、
病

院
施

設
の

感
染

系
及

び
検

査
系

排
水

処
理

設
備

に
お

け
る

腐
食

性
液

体
を

取
り

扱
う

設
備

機
器

等
の

撤
去

及
び

更
新

を

行
う

も
の

で
あ

る
。

 

腐
食

性
液

体
取

扱
時

の
安

全
対

策
に

つ
い

て
は

、
労

働
安

全
衛

生
規

則
（

昭
和

４
７

年
労

働
省

令
第

３
２

号
）

第
３

２
７

条
第

１
項

に
よ

る
と

、
請

負
者

は
、

腐
食

性
液

体

を
圧

送
す

る
作

業
に

従
事

す
る

労
働

者
に

、
腐

食
性

液
体

の
飛

散
、

漏
え

い
又

は
溢い

つ

流

に
よ

る
身

体
の

腐
食

の
危

険
を

防
止

す
る

た
め

必
要

な
保

護
具

を
着

用
さ

せ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
腐

食
性

液
体

で
あ

る
硫

酸
及

び
次

亜
塩

素
酸

ソ
ー

ダ
の

電
動

ハ
ン

デ
ィ

ポ
ン

プ
を

用
い

た
圧

送
に

よ
る

抜
取

り
作

業
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
眼

を
保

護



川 崎 市 公 報

－4860－

（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

別
表

第
２

　
監

査
実

施
工

事
等

の
一

覧

当
初

契
約

金
額

(円
)

最
終

契
約

金
額

(円
)

5
9
,0

8
1
,0

0
0

6
1
,1

8
7
,5

0
0

2
2
1
,5

4
0
,0

0
0

2
6
0
,7

3
5
,2

0
0

9
,1

5
5
,5

2
0

1
1
,1

0
3
,4

0
0

8
0
0
,0

3
0
,0

0
0

8
1
5
,1

6
2
,7

0
0

5
6
1
,0

0
0
,0

0
0

5
7
0
,1

6
7
,4

0
0

6
5
,7

0
3
,0

0
0

同
上 8
4
,7

0
0
,0

0
0

9
0
,1

9
5
,6

0
0

1
8
2
,6

0
0
,0

0
0

1
8
8
,2

3
7
,5

0
0

1
1
7
,6

7
8
,0

0
0

1
6
4
,7

9
7
,6

0
0

4
0
,7

0
0
,0

0
0

5
2
,8

9
5
,7

0
0

9
,0

6
4
,0

0
0

同
上

1
8
6
,3

5
1
,0

0
0

1
8
9
,8

3
5
,8

0
0

2
3
,1

0
0
,0

0
0

同
上

8
6
5
,7

0
0
,0

0
0

8
8
7
,2

2
3
,7

0
0

2
9
0
,4

0
0
,0

0
0

3
0
5
,0

2
6
,7

0
0

工
事

番
号

件
　

　
　

名
履

行
場

所
概

　
　

　
要

請
　

 負
　

 者
又

は
受

託
者

契
約

方
法

契
約

年
月

日
完

成
年

月
日

1
令

和
３

年
度

登
戸

土
地

区
画

整
理

事
業

区
画

道
路

６
－

５
２

号
線

他
道

路
築

造
等

工
事

川
崎

市
多

摩
区

登
戸

３
３

７
５

－
１

番
地

先
他

区
画

道
路

そ
の

１
都

市
型

側
溝

3
0
0
B

 L
=
2
3
9
m

都
市

計
画

道
路

そ
の

１
都

市
型

側
溝

3
0
0
C

 L
=
4
3
m

　
他

日
三

産
業

株
式

会
社

一
般

競
争

R
4
.3

.1
1

R
5
.3

.2
0

2

令
和

３
年

度
登

戸
土

地
区

画
整

理
事

業
都

市
計

画
道

路
登

戸
１

号
線

電
線

共
同

溝
等

工
事

川
崎

市
多

摩
区

登
戸

１
８

１
１

番
地

先

電
線

共
同

溝
　

　
管

路
工

　
N

=
1
式

ﾌ
ﾟﾚ

ｷ
ｬ
ｽ
ﾄﾎ

ﾞｯ
ｸ
ｽ
工

（
特

殊
部

）
N

=
1
式

　
仮

設
工

　
N

=
1
式

道
路

維
持

　
　

舗
装

工
　

N
=
1
式

清
生

・
丸

栄
共

同
企

業
体

一
般

競
争

R
4
.3

.1
1

R
5
.3

.2
0

3
令

和
３

年
度

登
戸

土
地

区
画

整
理

事
業

道
路

築
造

等
設

計
業

務
委

託

川
崎

市
多

摩
区

登
戸

地
内

道
路

詳
細

設
計

(A
) 
歩

道
無

L
=
0
.2

7
km

道
路

詳
細

設
計

(A
) 
歩

道
有

L
=
0
.1

4
km

株
式

会
社

キ
ミ
コ

ン
　

神
奈

川
営

業
所

一
般

競
争

R
4
.1

.2
0

R
5
.3

.3
1

4
中

野
島

住
宅

新
築

第
５

号
工

事

川
崎

市
多

摩
区

中
野

島
６

丁
目

２
０

０
８

番
１

ほ
か

市
営

住
宅

新
築

建
築

工
事

野
州

工
業

株
式

会
社

一
般

競
争

R
2
.1

2
.1

6
R
4
.3

.1
6

5
初

山
住

宅
新

築
第

２
号

工
事

川
崎

市
宮

前
区

初
山

二
丁

目
７

２
３

－
２

市
営

住
宅

新
築

建
築

工
事

株
式

会
社

吉
忠

工
務

所
一

般
競

争
R
3
.1

1
.1

2
R
5
.2

.2
7

6
初

山
住

宅
新

築
第

２
号

電
気

設
備

工
事

川
崎

市
宮

前
区

初
山

二
丁

目
７

２
３

－
２

市
営

住
宅

新
築

電
気

設
備

工
事

株
式

会
社

丸
井

電
設

一
般

競
争

R
3
.1

1
.2

2
R
5
.2

.1
7

7
初

山
住

宅
新

築
第

２
号

衛
生

そ
の

他
設

備
工

事
川

崎
市

宮
前

区
初

山
二

丁
目

７
２

３
－

２
市

営
住

宅
新

築
衛

生
そ

の
他

設
備

工
事

東
都

熱
工

業
株

式
会

社
一

般
競

争
R
3
.1

1
.2

2
R
5
.2

.2
7

8
南

平
第

２
住

宅
個

別
改

善
工

事
（
２

号
棟

）
川

崎
市

宮
前

区
南

平
台

６
１

５
番

１
の

一
部

市
営

住
宅

長
寿

命
化

改
善

工
事

若
井

工
業

株
式

会
社

一
般

競
争

R
3
.1

0
.5

R
4
.1

0
.1

9

9
生

田
住

宅
（
１

・
２

号
棟

）
解

体
第

１
期

工
事

川
崎

市
多

摩
区

生
田

三
丁

目
１

０
６

４
番

１
の

一
部

R
C

共
同

住
宅

解
体

撤
去

、
整

地
1
号

棟
：
5
階

建
　

延
べ

1
,9

5
0
.6

0
㎡ 2
号

棟
：
3
階

建
　

延
べ

8
7
7
.7

7
㎡

他

株
式

会
社

横
山

工
務

店
一

般
競

争
R
4
.4

.1
R
4
.1

2
.9

1
0

（
仮

称
）
初

山
住

宅
（
１

・
２

号
棟

）
設

計
業

務
委

託
川

崎
市

宮
前

区
初

山
二

丁
目

９
０

０
―

６
１

市
営

住
宅

新
築

実
施

設
計
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務
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.6
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5
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山
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質
調
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区
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０
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－

６
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般
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争
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4
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.6
R
4
.1
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.2

2

1
2

栗
木

台
小

学
校

外
壁
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装
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修

そ
の
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工

事
川

崎
市

麻
生

区
栗
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台
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丁

目
１
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１
号

外
壁

改
修
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屋
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防

水
改

修
工

事
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社
山
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般
競

争
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4
.5

.2
3
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5
.3

.1
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3
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高
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校
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設
備
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工
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崎
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区

中
丸
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５

６
２

番
地
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ー
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設

備
改

修
工
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崎
設

備
工
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争
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4
.1

0
.3

1
R
5
.2

.2
1

1
4
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生

小
学

校
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舎
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築
そ
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工
事

川
崎
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麻

生
区

片
平

３
丁

目
３
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１

号
校

舎
増

築
工

事
株

式
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北

島
工

務
店

一
般
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争
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2
.1

0
.1

6
R
4
.3

.1
1

1
5
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央
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売
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場
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部
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場
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産
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屋
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防
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改

修
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工
事

川
崎
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宮

前
区
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沢
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丁

目
１

番
１

号
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車
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改

修
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修
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械
設
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式
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2
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3
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4
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4
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6
8
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,
3
4
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8
9
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0
3
2
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務

委
託

 
4
5
8
 

4
,
8
3
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,
3
0
1

6
4
6
4
,
8
2
0
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局
工
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3
9
2
,
8
1
0

2
3
1
2
6
0
8

業
務

委
託
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2
3
,
8
0
8

0
0

病
院

局
工

 
 

事
 

1
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5
9
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,
8
9
9

2
1
8
8
,
8
0
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務
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2
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,
4
5
5
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0
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9
3
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4
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,
5
5
2
,
6
2
1

5
0

8
,
8
6
2
,
2
6
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当
初

契
約

金
額

(円
)

最
終

契
約

金
額
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)

工
事

番
号

件
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行
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所
概

　
　

　
要

請
　

 負
　

 者
又

は
受

託
者

契
約

方
法

契
約

年
月

日
完

成
年

月
日

2
2
8
,6

9
0
,0

0
0

2
3
6
,3

8
8
,9

0
0

4
1
,4

7
0
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0
0

同
上 5
6
,9

4
7
,0

0
0

同
上 5
3
,1

0
8
,0

0
0

同
上 5
5
,4

9
5
,0

0
0

同
上

1
4
5
,9

1
6
,1

0
0

1
4
8
,6

7
4
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0
0

2
1
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6
8
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0
0

同
上 3
9
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6
0
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0
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同
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1
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0
0
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6
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5
0
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0
0

8
7
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5
4
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0
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1
1
8
,8

0
0
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0
0

1
2
6
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9
5
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0
0

9
4
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0
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0
0

9
4
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0
5
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0
0

4
9
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5
5
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0
0

同
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4
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8
9
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0
0

6
6
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5
5
,8

0
0

9
1
,7

9
5
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0
0

同
上

3
1

橘
高

等
学

校
ほ

か
２

校
校

舎
改

修
そ

の
他

工
事

川
崎

市
中

原
区

中
丸

子
５

６
２

番
地

ほ
か

２
校

既
存

校
舎

・
体

育
館

・
格

技
室

の
ト

イ
レ

改
修

工
事

株
式

会
社

八
木

工
務

店
一

般
競

争
R
4
.7

.1
9

R
5
.3

.2
3

3
2

下
布

田
小

学
校

ほ
か

２
校

体
育

館
改

修
設

計
業

務
委

託
川

崎
市

多
摩

区
布

田
２

３
番

１
号

ほ
か

２
校

体
育

館
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ス
ケ

ル
ト
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改
修

設
計

株
式

会
社

相
和

技
術

研
究

所
　

神
奈

川
事

務
所

指
名

競
争
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3
.1

0
.1

2
R
5
.3
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7

3
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平
小

学
校

体
育

館
改

修
電

気
そ

の
他

設
備

工
事

川
崎

市
宮

前
区

平
６

丁
目

５
番

１
号

体
育

館
改

修
に

伴
う

電
気

そ
の

他
設

備
工

事
株

式
会

社
光

陽
電

業
社

一
般

競
争

R
3
.4

.1
9

R
4
.3

.1
7

3
4

白
鳥

中
学

校
体

育
館

改
修

電
気

そ
の

他
設

備
工

事
川

崎
市

麻
生

区
白

鳥
１

丁
目

５
番

１
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体
育

館
改

修
に

伴
う

電
気

そ
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他
設

備
工

事
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電
気

工
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一
般

競
争

R
4
.5

.6
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5
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5

犬
蔵

中
学

校
体

育
館

改
修

電
気

そ
の

他
設

備
工

事
川

崎
市
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犬

蔵
１

丁
目

１
０

番
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体

育
館

改
修

に
伴
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電

気
そ
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他

設
備

工
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電
設

工
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会
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一
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争
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4
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5
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川
崎

看
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学
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改
修

電
気
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の

他
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備
工

事
川

崎
市

高
津

区
久
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丁
目

４
番
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校
舎

改
修

に
伴
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電

気
そ

の
他

設
備

工
事
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菊
池

電
業
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般
競

争
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4
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5
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8
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前

市
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館
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館

火
災
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備

改
修

工
事
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崎
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０
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争
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変
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設
備

改
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０
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電
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館
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修
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気
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工
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２
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館
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電

気
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5
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房
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備
改

修
工
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3
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か
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気
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社
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般
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4
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4
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事

川
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原
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間
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番
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備
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調

調
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設
備
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設
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式
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笠
倉

工
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一
般

競
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R
4
.4
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R
5
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4
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中
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島
小

学
校

冷
暖

房
そ

の
他

設
備

改
修

工
事

川
崎

市
多

摩
区

中
野

島
３

丁
目

１
２

番
１
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設
備

工
事

建
築

工
事

電
気

設
備
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般
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争
R
4
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R
4
.1

1
.1
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4
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高
津

区
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所
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気
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和
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の
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設
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工
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川
崎

市
高
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区
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作
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２

丁
目
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１
号

空
気
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設
備
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気
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、
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、
給
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事
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業

株
式
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社

一
般

競
争

R
4
.4
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5

R
4
.1

2
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4
5

川
崎

看
護

専
門

学
校

改
修

冷
暖

房
そ

の
他

設
備

工
事

川
崎

市
高

津
区

久
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１
丁

目
４

番
１

号
冷

暖
房

設
備

、
換

気
設

備
工

事
株

式
会

社
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セ
一

般
競

争
R
4
.4
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5

R
5
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8

9

当
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)
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)
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事
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号
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所
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託
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契
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年
月
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年
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日
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1
8
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8
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0

3
4
1
,0

1
6
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0

1
6
3
,3

5
0
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0

1
7
7
,5

1
5
,8

0
0

1
4
8
,7

2
0
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0
0

1
4
9
,3

1
9
,8

0
0

3
5
9
,7

0
0
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0
0

3
5
8
,8

7
6
,1

0
0

4
,7

3
0
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0
0
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6
6
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0
0

1
0
7
,5

1
4
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0
0

1
1
0
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2
8
,6

0
0

1
5
9
,5

0
0
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0
0

1
6
3
,7

8
0
,1

0
0

2
0
9
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5
0
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0
0

2
1
1
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8
2
,3
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0

2
3
6
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0
0
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0
0

2
3
8
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4
8
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0

3
0
3
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0
0
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0
0

3
0
7
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4
2
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0
0

2
8
3
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0
0
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0
0

2
9
5
,2
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0
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0
0

2
9
4
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0
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0
0

3
0
5
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8
1
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0

3
0
8
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0
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0
0

3
1
6
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5
1
,7

0
0

3
3
5
,5

0
0
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0
0

3
4
3
,5

7
4
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0
0

3
3
8
,8

0
0
,0

0
0

3
4
4
,5

2
8
,8

0
0

1
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川
崎

看
護

専
門

学
校

改
修

そ
の

他
工

事
川

崎
市

高
津

区
久

本
１

丁
目

４
番

１
号

内
装

改
修

工
事

ト
イ

レ
改

修
工

事
屋

外
附

帯
工

事

長
栄

興
業

株
式

会
社

一
般

競
争

R
4
.4

.1
R
5
.2

.2
8

1
7

仮
称

北
部

児
童

相
談

所
事

務
室

棟
新

築
そ

の
他

工
事

川
崎

市
多

摩
区

生
田

７
丁

目
１

６
番

２
号

新
築

工
事

　
　

R
C

1
階

建
て

　
延

べ
2
7
6
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㎡
　

渡
廊

下
約

1
5
㎡

そ
の

他
工

事

株
式

会
社

菊
池

組
一

般
競

争
R
4
.4

.5
R
5
.2

.2
0

1
8

井
田

中
学

校
普

通
教

室
増

築
そ

の
他

工
事

川
崎

市
中

原
区

井
田

杉
山

町
１

１
番

１
号

教
室

増
築

工
事

藤
光

建
設

株
式

会
社

一
般

競
争

R
4
.7

.1
9

R
5
.3

.3

1
9

新
川

崎
地

区
新

設
小

学
校

設
計

業
務

委
託

川
崎

市
幸

区
新

小
倉

５
４

５
番

地
８

６
ほ

か
新

川
崎

地
区

新
設

小
学

校
設

計
業

務

株
式

会
社

梓
設

計
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R
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社
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争
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1
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大
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学
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改
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そ
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工
事
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市
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大
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目
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１
号

既
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修
工

事
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学
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改
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工

事
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工

事
　

　
電

灯
、

電
力

等 機
械

設
備

工
事

　
　

冷
暖

房
等

株
式

会
社

興
建

一
般

競
争
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3
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R
3
.1

2
.1

6

2
5
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学

校
校

舎
改

修
そ

の
他

そ
の

１
工

事
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社
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3
.1

2
.1

5

2
6

東
柿
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学
校

校
舎

改
修

そ
の

他
そ

の
３

工
事

川
崎

市
麻
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区

王
禅

寺
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６
丁

目
３

番
１

号

建
築

工
事

　
　

既
存

校
舎

の
改

修
電

気
設

備
工

事
　

　
電

灯
、

電
力

等 機
械

設
備

工
事

　
　

冷
暖

房
等

株
式

会
社

北
島

工
務

店
一

般
競

争
R
4
.5

.6
R
4
.1

2
.2

1

2
7

中
原

小
学

校
校

舎
改

修
そ

の
他

そ
の

２
工

事

川
崎

市
中

原
区
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杉

御
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町
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０
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事
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大
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般
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争
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R
4
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2
.1

9

2
8

白
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学
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体
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改
修

そ
の

他
工

事
川

崎
市

麻
生

区
白
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目
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番

１
号

体
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の
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ケ

ル
ト
ン

改
修

工
事
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設

株
式
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社

一
般

競
争

R
4
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5
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.2
3
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9

宮
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学
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改
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そ
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工
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市
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前
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０
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既
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修

工
事
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業
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社
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般
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争
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4
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4
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2
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5
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学
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舎
改

修
そ
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他
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工
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崎
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神
木

本
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目
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番
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号

既
存
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舎
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装
改

修
工
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露

木
建

設
株

式
会
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一

般
競

争
R
4
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4
.1

2
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人 事 委 員 会 規 則

川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

令和５年９月27日

� 川崎市人事委員会　　　　　

� 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第18号

川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規則の一部を改正する規則

川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭

和46年川崎市人事委員会規則第20号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第12中

「

145,500

145,500

145,500

148,100

　　　　　　」

を

「

150,600

150,600

150,600

150,600

　　　　　　　　」

に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和５年10月１日から施行する。

（在職者調整）

２�　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前

から引き続き在職する職員で、その者の施行日におけ

る給料月額が、その者が施行日の前日に退職し、施行

日に再び採用されたものとした場合の採用年齢に対応

する改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関

する規則（以下「改正後の規則」という。）別表第12

に定める年齢別最低保障額表に掲げる金額を下回るこ

ととなる者については、その者の号給を、施行日の前

日にその者が退職し、施行日に再び採用されたものと

した場合に改正後の規則の規定を適用して得られる号

給に調整することができる。

川 崎 区 告 示

川崎市川崎区告示第３号

次の自動車臨時運行許可番号標は、回収不能により無

効とし、失効したので告示します。

令和５年９月29日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

自動車臨時運行許可番号標 失効年月日

川崎　７－58 令和５年９月22日

川崎　８－34 令和５年９月22日

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第146号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第147号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第148号

介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により



川 崎 市 公 報

－4864－

（第1,876号）令和5年(2023年)10月10日

公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第149号

次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第150号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第151号

次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月15日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考

令和５年度
後期高齢者

医療保険料
１期～９期 令和５年10月２日 計４件

令和５年度
後期高齢者

医療保険料
特１～特６ 計７件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第152号

次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和５年度
後期高齢者

医療保険料
第１期

令和５年10月３日

（第１期分）
計９件

令和５年度
後期高齢者

医療保険料
第２期

令和５年10月３日

（第２期分）
計９件

令和５年度
後期高齢者

医療保険料
第55期

令和５年10月３日

（第55期）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第153号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第154号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日
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� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第155号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手しうる日

件数

・

備考

令和４年度
国民健康

保険料

過随

４月

令和５年10月３日

（過随４月）
計１件

令和４年度
国民健康

保険料

過随

５月

令和５年10月３日

（過随５月）
計１件

令和４年度
国民健康

保険料

過随

６月

令和５年10月３日

（過随６月）
計１件

令和５年度
国民健康

保険料
１期

令和５年10月３日

（１期）
計17件

令和５年度
国民健康

保険料
２期

令和５年10月３日

（２期）
計17件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第156号

次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第157号

介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和５年度 介護保険料 第５期 令和５年10月３日 計25件

令和５年度 介護保険料 第４期 令和５年10月３日 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第158号

次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和５年度 介護保険料 第４期
令和５年10月３日

（第４期）
計11件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第159号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月29日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第51号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。
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なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第52号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

令和５年９月15日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第53号

川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

令和５年９月15日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第54号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第55号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月25日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第56号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月27日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第54号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市中原区公告第55号

国民健康保険料に係る差押調書等を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第56号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第57号

次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和４年度
後期高齢者

医療保険料
第２期 令和５年10月３日 計１件

令和４年度
後期高齢者

医療保険料
第３期 令和５年10月３日 計２件

令和４年度
後期高齢者

医療保険料
第４期 令和５年10月３日 計２件

令和４年度
後期高齢者

医療保険料
第５期 令和５年10月３日 計２件

令和４年度
後期高齢者

医療保険料
第６期 令和５年10月３日 計２件

令和４年度
後期高齢者

医療保険料
第７期 令和５年10月３日 計２件

令和４年度
後期高齢者

医療保険料
第８期 令和５年10月３日 計２件

令和４年度
後期高齢者

医療保険料
第９期 令和５年10月３日 計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第58号

次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和４年度 介護保険料 第５期 令和５年10月３日 計１件

令和４年度 介護保険料 第６期 令和５年10月３日 計１件

令和４年度 介護保険料 第７期 令和５年10月３日 計１件

令和４年度 介護保険料 第８期 令和５年10月３日 計１件

令和４年度 介護保険料 第９期 令和５年10月３日 計１件

令和４年度 介護保険料 第10期 令和５年10月３日 計１件

令和４年度 介護保険料 第11期 令和５年10月３日 計１件

令和４年度 介護保険料 第12期 令和５年10月３日 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第59号

国民健康保険料に係る差押調書等を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月29日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第55号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
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達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第56号

次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第57号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第58号

次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日

件数

・

備考

令和５年度 介護保険料
第１期

分

令和５年10月３日

（第１期分）
計１件

令和５年度 介護保険料
第２期

分

令和５年10月３日

（第２期分）
計１件

令和５年度 介護保険料
第３期

分

令和５年10月３日

（第３期分）
計１件

令和５年度 介護保険料
第４期

分

令和５年10月３日

（第４期分）
計１件

令和５年度 介護保険料
第５期

分

令和５年10月３日

（第５期分）
計２件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第36号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第37号

次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　

（別紙省略）

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考

令和５年度
介護

保険料

第５期分

以降

（普通徴収）

令和５年10月２日

（第５期分）
計12件

令和５年度
介護

保険料

第４期分

以降

（普通徴収）

令和５年10月２日

（第４期分及び第

５期分）

計１件
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令和５年度
介護

保険料

第４期分

以降

（特別徴収）

計３件

令和５年度
介護

保険料

第１期分

以降

（普通徴収）

計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第38号

次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市区宮前区公告第39号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第48号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第49号

介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第50号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第51号

次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第

78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月22日

� 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限

件数

・

備考

令和５年度 計１件

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第42号
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国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月14日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第43号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第44号

後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第

112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第45号

介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第46号

国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年９月20日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

（別紙省略）


